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平成３０年１２月甲良町議会定例会会議録 

平成３０年１２月６日（木曜日） 

 

◎本日の会議に付した事件（議事日程） 

第１       会議録署名議員の指名 

第２       会期の決定 

第３ 議案第59号 甲良町放課後児童クラブの設置および管理に関する条例 

第４ 議案第60号 湖東広域衛生管理組合規約の変更および財産処分につき、

議決を求めることについて 

第５ 議案第61号 彦根市と締結した定住自立圏形成協定を変更することに

つき、議決を求めることについて 

第６ 議案第62号 平成３０年度甲良町一般会計補正予算（第４号） 

第７ 議案第63号 平成３０年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 

第８ 議案第64号 平成３０年度甲良町墓地公園事業特別会計補正予算（第

１号） 

第９ 議案第65号 平成３０年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号） 

第10 同意第７号 甲良町公平委員会委員の選任につき、同意を求めること

について 

第11 請願第１号 主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定に関する意

見書の提出を求める請願書 

第12       一般質問 

 

◎会議に出席した議員（１２名） 

   １番 岡 田 隆 行 ２番 田 中 章 浩 

   ３番 山 田   充 ４番 山 田 裕 康 

   ５番 野 瀬 欣 廣 ６番 阪 東 佐智男 

   ７番 宮 嵜 光 一 ８番 木 村   修 

   ９番 西 川 誠 一 １０番 建 部 孝 夫 

  １１番 西 澤 伸 明 １２番 丸 山 恵 二 

 

◎会議に欠席した議員 

   な  し 
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◎会議に出席した説明員 

 町 長 野 瀬 喜久男 教 育 長 松 田 嘉 一 

 総 務 課 長 中 川 雅 博 教 育 次 長 西 村 克 英 

 税 務 課 長 福 原   猛 学校教育課長 上 橋 純 子 

 住 民 課 長 小 林 千 春 社会教育課長 大 野 けい子 

 企画監理課長 村 岸   勉 保健福祉課長 米 田 志保子 

 総務課参事 橋 本 浩 美 建設水道課長 中 村 康 之 

 人 権 課 長 中 川 愛 博 会計管理者 宮 川 哲 郎 

 産 業 課 長 北 坂   仁 選挙管理委員会委員長 村 岸 啓 司 

 

◎議場に出席した事務局職員 

 事 務 局 長 陌 間   忍 書 記 藤 井 千 恵 
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（午前９時００分 開会） 

○丸山議長 ただいまの出席議員数は１２人です。 

 議員定足数に達していますので、平成３０年１２月甲良町議会定例会を開

会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、既に配布しているとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、４番 山田裕康議員、５番 野瀬議員を指名し

ます。 

 次に、日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１２日までの７日間としたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○丸山議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から１２月１２日までの７日間と決定し

ました。 

 これより、町長の挨拶、行政報告ならびに提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 本日、平成３０年１２月甲良町議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員各位におかれましては、大変お忙しいところご出席いただきまし

て、まことにありがとうございます。平素は町政全般にわたりまして、格別

のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 ここで、提案説明に先立ち、若干の行政報告をいたします。 

 まず、１１月２７日、情報開示請求者から、１１月２２日に情報開示資料

を交付した際、請求していない税情報資料が紛れていたと申し出を受けまし

た。早速情報開示資料を交付した履歴等について点検を行うとともに、混入

した資料をいったんコピーさせていただき確認したところ、税務課保管の収

納状況をチェックする個人情報一覧の内部資料であることを確認いたしまし

た。このことに関し、１１月２８日記者会見をし、状況報告と町民へのお詫

び、謝罪をいたしました。引き続いて、町の内部資料が流出した経緯につい

て、内部調査をいたしております。全容をさらに明らかにし次第、議員の皆

様にご報告申し上げます。 

 次に、１０月１９日、第３回臨時議会以降の行政報告をさせていただきま

す。 

 １０月２０日に「高虎サミットｉｎ甲良」を高虎出生の地である本町で開
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催いたしました。サミット開催地の津市、伊賀市、今治市をはじめ、ゆかり

の地、ゆかりの関係者など、多数の参加のもと、第１０回の「高虎サミット」

を開催することができました。プログラムに掲載いたしましたとおり、藤堂

宗家および１６の関係市町からメッセージをお寄せいただくことができまし

た。議会議員の皆様におかれましては、温かい受け入れをしていただき、ま

ことにありがとうございました。１１月１３日には、関係者一同で藤堂高虎

公を大河ドラマにと、ＮＨＫに要請活動を行いました。通算１４回目となる

今回も、大河ドラマ誘致をする会に集った関係者から、熱のこもった要請活

動を行うことができました。 

 １０月２２日に、彦根市役所におきまして、彦根愛知犬上の１市４町が、

滋賀県葬祭事業協同組合との間で、災害時におけるひつぎおよび葬祭用品の

供給ならびに遺体の搬送等の協力に関する協定を締結いたしました。この協

定に基づき、遺体の収容や火葬の業務を行うことになります。業務の実施に

あたっては、ひつぎやドライアイス、骨つぼ等の葬祭用品および遺体の移送

車両の調達、遺体安置所の確保が必要となりますが、この協定を締結するこ

とで、滋賀県葬祭事業協同組合にそれらの協力を要請することができるよう

になったものであります。 

 １１月４日は「人権尊重と部落解放をめざす町民のつどい」が開催されま

した。山口県人権啓発センターの事務局長の川口泰司さんを講師に招き、「寝

た子はネットで起こされる ネット社会と部落差別」をテーマに講演をいた

だきました。平成２８年１２月に部落差別の解消の推進に関する法律が施行

されました。その背景には、インターネット上で差別の悪化、深刻化がある

ことについて、講師の先生は事象、現況、そして本人の体験について語り、

解説をいただきました。人権尊重の推進を柱とする本町として、行政施策、

そして、インターネット上の差別に対する取り組みなど検討してまいりたい

と考えております。 

 以上、簡単でございますが、行政報告とさせていただきます。 

 それでは、本日提案をさせていただきます案件について、その概要を申し

上げます。 

 議案第５９号は、甲良町放課後児童クラブの設置および管理に関する条例

でございます。指定管理に向けた条文の整備であります。 

 議案第６０号は、湖東広域衛生管理組合規約の変更および財産処分につき、

議決を求めることについてであります。平成３１年度から、東近江市のうち、

旧愛東町と旧湖東町のエリアの可燃ごみが中部清掃組合に編入されることに

伴う規約の変更でございます。 

 議案第６１号は、彦根市と締結した定住自立圏形成協定を変更することに
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つき、議決を求めることについてであります。多賀スマートインターチェン

ジの整備に伴う協定の変更でございます。 

 議案第６２号は、平成３０年度甲良町一般会計補正予算（第４号）で、８，

０６４万３，０００円を追加し、総額を４２億５，０４１万８，０００とす

るものでございます。 

 主な補正項目といたしましては、歳入では、障害者自立支援給付金に対す

る補助金などの国庫支出金、約１，０００万円、台風被害によるパイプハウ

スの修繕に要する経費に対する補助などの県支出金、約４９０万円の収入を

計上しております。 

 また、歳出では、社会福祉費で、自立支援介護等給費負担金１，４００万

円、臨時福祉給付金に対する補助金の返還金１２９万１，０００円などによ

り、約２，０００万円の増額。教育総務費では、校務システム導入の増、２

６８万円、甲良東小学校トイレ洋式化の設計費３５５万円など、約１，００

０万円の増額でございます。 

 続きまして、議案第６３号は、平成３０年度甲良町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）で、６０万３，０００円を追加し、総額を１０億２，

３３２万２，０００円とするものでございます。 

 補正内容につきましては、システムの変更に伴う改修の経費でございます。  

 議案第６４号は、平成３０年度甲良町墓地公園事業特別会計補正予算（第

１号）で、１２万円を追加し、総額を１５９万７，０００円とするものでご

ざいます。 

 補正内容につきましては、甲良町墓地公園への移転促進補助金を支出する

ものでございます。 

 議案第６５号は、平成３０年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第１号）で、１８０万円を追加し、総額を１，７５４万１，０００

円とするものでございます。 

 補正内容につきましては、住宅新築資金の滞納整理に伴う法的手続の弁護

士委託の経費でございます。 

 同意第７号は、甲良町公平委員会の選任につき、同意を求めるものでござ

います。 

 以上、簡単ではございますが、本日提案しました案件について、その概要

を報告申し上げました。何とぞよろしくご審議いただき、適切な認定、議決

を賜りますようお願い申し上げまして、提案説明といたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○丸山議長 ここでお諮りします。 

 これより審査願います日程第３ 議案第５９号の条例制定については、会
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議規則第３９条第１項の規定により、お手元に配布している議案付託表のと

おり、産業建設文教常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○丸山議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 それでは、日程第３ 議案第５９号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第５９号 甲良町放課後児童クラブの設置および管理に

関する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年１２月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 教育次長。 

○西村教育次長 それでは、お手元の甲良町放課後児童クラブの設置および管

理に関する条例の方をお願いいたします。 

 この条例につきましては、現在、東西児童クラブにおきましては、直営と

いうことで運営の方を実施しておりますが、その指導員等の確保の問題、そ

れから、人口減少による行政のスリム化を図ろうという一環等もふまえまし

て、今後、この児童クラブにつきましては、指定管理者制度の導入が可能と

なるように、条例の制定をさせていただくものでございます。 

 まず、第１条。設置。児童福祉法第３４条の８の規定に基づき、本町にお

ける放課後児童健全育成事業の充実を図るため、甲良町放課後児童クラブを

設置する。 

 名称および位置。第２条。甲良町東児童クラブ。甲良町大字横関１５７番

地１。甲良町西児童クラブ。甲良町大字在士６２５番地。 

 対象児童。第３条。児童クラブに入所できる児童は、本町に在住し小学校

に就学している児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいない

者とする。 

 ２項。町長は、児童の健全育成上特に必要があると認めたときは、前項の

規定にかかわらず、入所させることができる。 

 第４条。事業。児童クラブは、次の各号に揚げる事業を行う。 

 （１）児童の健康管理および安全確保。 

 （２）遊びや活動への意欲と態度の育成。 
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 （３）遊びを通しての自主性、社会性および創造性の育成。 

 （４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡。 

 （５）その他、児童健全育成上必要な活動。 

 負担金等。第５条。児童クラブ利用者は、別表第１に定める負担金を納付

しなければならいということで、おめくりいただきました３ページのところ

が、学年によって料金は異なりますが、その料金を示した表でございます。 

 また条文の方へ戻ります。 

 ２ 長期休暇のみの利用者は、別表第２に定める負担金を納付しなければ

ならないということで、夏休みのみの利用者の利用料金を掲載しております。  

 ３ 長期休暇の利用者は、別表第１または別表第２に定める負担金のほか、

別表第３に定める加算金を納付しなければならないということで、通常利用

の方が夏休みに利用される場合の料金を記載しております。 

 ４ 利用者は、おやつ代を別表第４に定める範囲で負担するものとする。  

 ５ 開設時間を超えて利用する場合は、別表第５に定める延長料を納付し

なければならないとしております。 

 この負担金につきましては、現在の利用料金との変更はございません。 

 ２ページをお願いいたします。 

 負担金・加算金の減免。第６条。町長は、別に定めるところにより、第５

条に定める負担金を減額または免除することができる。 

 指定管理者の指定等。第７条。町長は、地方自治法第２４４条の２第３項

の規定により、指定管理者に、児童クラブの管理に関する次の各号に揚げる

業務を行わせることができる。 

 （１）第４条に規定する事業の実施に関する業務。 

 （２）児童クラブの利用の許可に関する業務。 

 （３）児童クラブの維持管理に関する業務。 

 （４）児童クラブの負担金の徴収に関する業務。 

 （５）前各号に揚げるもののほか、児童クラブの運営に関して町長が必要

と認める業務。 

 ２項。前項の規定により、町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合に

おける第３条、第６条および第７条については、「町長」とあるのは「指定

管理者」とする。 

 ３項。第１項の規定により、町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合

は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認

を得て、児童クラブの利用時間または休業日を変更し、もしくは臨時的に休

業日を定めることができる。 

 第８条。委任。この条例に定めるもののほか、甲良町児童クラブの管理お
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よび運営その他必要な事項は、別に定める。 

 付則。施行期日。この条例は、平成３１年４月１日から施行するものです。  

 ２ 甲良町子どもの家の設置および管理に関する条例の廃止。甲良町子ど

もの家の設置および管理に関する条例につきましては、施行されれば廃止と

いうことになります。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 １１番 全協でもさまざまな論議がありましたが、１つは、全協

で質問が出ました。この指定管理に移行することによって予算の増減はどう

なるのかということで、３００万円の増になるという回答がありましたが、

それで間違いがないか、そういう状況を説明ください。それが１つです。 

 それから２つ目は、２９年度の決算ベースを見てみますと、運営費は総額

が１，４１８万３，７６５円。これに間違いないかどうかの確認をお願いし

ます。 

 そして、指導員を３プラス３、つまり東、西で合計で６人、これを維持し

ようとすれば、決算ベースでも、臨時指導員、これは指導員の賃金ですが、

７５１万３，９００円、それから、障害児童支援賃金、これが３５９万７，

９００円となります。そのほか、賄費や、それから児童の早朝保育委託など

が発生をして、総額が先ほど言った１，４００万余りの金額が事業運営費で

す。それで、２９年ベースで利用料を見ますと、約４３万円ということにな

りますが、利用料の収入が約６００万ほどだったわけですけども、その金額

で間違いがないかどうかの確認です。 

 そして、３つ目には、これは指定管理に委託する、民間業者に委託してい

くわけですけども、公的責任も放棄することになるのではないかというよう

に思うんですね。それで、サービスの低下や、それから、さまざまなリスク

がなってきます。それで、３００万の増ということになりますが、人口減少

の関係からいっても、利用者が減少すれば、町の補助金が増になるか、それ

とも、利用者の家庭の負担の増になるか、両方でこのリスクを賄っていくと

いうことになりかねないというように思うんですが、それはどうですか。 

 そして、現状でも利用料は総事業費の４３％の収入です。そうしますと、

半額の利用料の減。全協でも出ましたが、文句が出る前にということであり

ますが、文句というか、町民の願いに応えて、利用料をきちんと引き下げる

ということが可能な状況ですし、昨今、子育て支援は他の事業費などと比べ

ても優先的に配分すると、重点的に配分するというようになっていますので、

その点の検討はどういうようにされているのか。引き下げるべきだと私は考
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えますが、その点、見解をお願いします。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 申しわけございません。ちょっと質問が多過ぎるので全部が

聞き取れなかったんですが、まず、２９年度決算で１，４１０万円余りとい

うご質問については、決算書上、そう上がっておりますが、料金徴収の事務

員の人件費がここには含まれておりませんので、今現在、料金徴収は子育て

支援センターの事務員の方がやっておられますので、その方の人件費がここ

には含まれるということが言えます。 

 昨日、全協の方で民間委託した場合の費用の増額というのは、２年ほど前

に民間委託を検討したときに出された数字ということで、その数字を説明さ

せていただきました。こちらにつきましては、また改めて全体の見通し等も

考えるということ、それから、西澤議員がおっしゃっておりました甲良町の

子育てがいかに重要かということで、その辺もふまえて料金のところも全て

検討させていただきたいと考えております。 

 あと、利用料につきましては、２９年度で６１９万円の利用料ということ

でございます。これも全協の中で、甲良町は学年ごとに料金が違うというと

ころ、それからまた、近隣の豊郷さんは３，０００円一律ということも聞い

ておりますので、当然移行に向けては料金のところも再度検討しまして、ま

た議会の皆さんにもお知らせ、ご報告等させていただきたいと考えておりま

す。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 漏れているところもありましたが、改めて聞かせてもらいますと、

利用料、これは今現在、総額で６１０万３，４７５円ですよね。それで、半

額程度になるとすれば、先ほど徴収人員が子育てセンターの職員で賄ってい

るということになりますと、そうしますと、質問の１番目は、予算の増える

のは、そういう人員、つまり、事務的な処理をする人を増やすというか、委

託をしていくことで、予算が３００万ほど増えるんだということの試算でい

いんですか。それが１つですね。 

 それから、つまり、人口が減少していきます。これは総合戦略でも統計が

出ていますし、見通しも書かれています。町の目標は５，０００で下げどま

りという目標も出ています。そういうことからすれば、利用者は当然少なく

なってくる、ないしは働く需要が多くなって、今の現状でも増える可能性は

なかなか少ないわけですけども、その維持の点では、数字は維持されるかも

わかりませんけども、そういうところから見れば、業者の、いわゆる引き受

ける事業体のプレゼンで行うということでしたですけども、そういう見通し

のなかなか立てないところで町の補助を続ける、ないしは増額するというこ
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とで契約が交わされる、この可能性は、非常におそれが多いというように思

いますが、その２点、ちょっとお願いします。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 少子化という部分で各年齢ごとの人数を見ましたところ、ま

ず今年、今、１２月初め現在で３０名の子どもが生まれております。あと、

１歳から５歳、６歳までの推移を見てみますと、大体４５人から五十数人程

度という状況でございます。ここから利用率、今現在の利用状況をふまえて

試算をさせていただいて求めるんですが、当然５０人前後で推移していくと

いう試算をもとに、プレゼンにおきましては、仕様書をきっちりつくってい

きたいということで、何回も言いますが、現在のサービスは低下しないよう

にというところで、それはくれぐれも仕様書にきっちり書いた上での民間委

託を検討したいと考えております。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 それでは、最後、出ましたプレゼンで対象にしている事業体、個

別に言っていただくと想像というか想定をしやすいわけですけども、プレゼ

ンの対象はどういう事業体を予定されていますか。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 ちょっと正式名は今言えませんが、そういう組合があるとい

うのを聞いております、県内で。まだまだほかの業者も探した上で、プレゼ

ンまでにはまだまだ先ですので、それまでにいろんな業者の意見、それから

現場も見せていただいて検討したいと思います。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

 １０番 建部議員。 

○建部議員 ２点お伺いします。 

 まず、学童の件については、やはり子育て支援とのかかわりが非常に強う

ございます。そういう意味においては、今度、家庭支援について、課を設置

するか云々かで、この前の全協でも議論がありましたが、その家庭支援と学

童、いずれも子育て支援の１つの事業としてとらまえて、ともにというか、

併せて検討をすべきじゃないかというふうに思います。それが１点。  

 もう一つは、この学童、よそでも民間委託しているから甲良もという、そ

んな単純な発想でもってこの提案は私はいかがかなと。むしろ、この学童に

ついては、子育て支援の中でも主要な事業の中に入ってくる。その子育て支

援というのは、今、甲良、いや、これは全国で進めている人口減少対策、そ

の人口減少対策の最大のかなめは少子化対策にあると。その少子化対策の中

で、子育て支援というのが重要な課題なり対策になってくるんです。それは

学童といえども、子育て支援、少子化対策の一環として重要な柱として捉え
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るべきだと思うし、まして、そういう施策というのは、町が直轄で本当に心

の通ったそういう事業展開を行うべきだと私は思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 建部議員のおっしゃるとおりという部分がございます。現在

家庭支援ということで進めている中で、やっぱり家庭に問題があるというの

は甲良町、非常に多いと。学童に実際行っておられる子どもの中には、そう

いう支援の必要な子どももいるのは事実でございます。そういった部分につ

いて、学童保育という部分が、実際に通う児童のところの支援というのは、

家庭支援の新しい組織となるかは今ちょっとあれなんですが、で見守ってい

くというのは非常に必要なことではございますが、ただ、現状の直営でやっ

ている部分での運営面での課題としましては、特に長期休暇の夏休みのとき

に沢山の子どもに通っていただくんですが、それに対しての人材確保という

部分が非常に苦慮しているところでございまして、今年の夏休みのときにも

職員が応援に行ったという経過が、昨年もそうですが、ございます。そうい

ったことも含めて、今後は指定管理も検討できないかというところでござい

ます。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

 １０番 建部議員。 

○建部議員 あまりすっきりしない答弁で、私が言おうとしていることに答え

ていないように思います。いずれにしても、この件については、産建文に委

託されました。産建文の委員さんにおかれましては、今私が述べましたこう

いうことも含めて、慎重な審議をよろしくお願いしたいと思いまして終わり

ます。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第４ 議案第６０号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第６０号 湖東広域衛生管理組合規約の変更および財産

処分につき、議決を求めることについて。 

 地方自治法第２８６条第１項および第２８９条の規定により、湖東広域衛

生管理組合規約の一部を変更することおよび施設に関する財産について、関

係地方公共団体において協議することにつき、同法第２９０条の規定により、

議会の議決を求める。 
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 上記の議案を提出する。 

 平成３０年１２月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○小林住民課長 議案第６０号 湖東広域衛生管理組合規約の変更および財産

処分につき、議決を求めることについて、ご説明申し上げます。 

 湖東広域衛生管理組合では、平成１２年４月１日より、可燃ごみおよび廃

乾電池の処分を行う施設の設置、運営および管理に関する事務を関係市町の

区域内とし、東近江市については、平成１７年２月１１日合併前の愛東町お

よび湖東町の区域に限るとして行ってまいりましたが、東近江市について、

平成３１年度より、当該事務を当組合から脱会し、中部清掃組合に編入され

るため、当組合が共同処理する事務の区域から外れることになったことによ

り、組合規約第３条別表中、共同処理する事務の区域を一部変更するための

ものです。 

 １ページをおめくりいただいて、その次のページもおめくりいただいて、

新旧対照表の方をご覧いただきたいと思います。 

 別表（第３条関係）、（１）として、共同処理する事務の区域というとこ

ろの点でございますが、「関係市町の区域内（東近江市については、平成１

７年２月１１日合併前の愛東町および湖東町の区域に限る。）」の次に、引

き続き、追加項目といたしまして、「ただし、可燃ごみおよび廃乾電池の処

分を行う施設の設置、運営および管理に関する事務については東近江市を除

く区域内」と改めさせていただくものです。 

 この規約は、平成３１年４月１日から施行するものでございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより議案第６０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 
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 起立全員です。 

 よって、議案第６０号は、可決されました。 

 次に、日程第５ 議案第６１号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第６１号 彦根市と締結した定住自立圏形成協定を変更

することにつき、議決を求めることについて。 

 彦根市と締結した定住自立圏形成協定を別紙のとおり変更することにつき、

地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

の規定により、議会の議決を求める。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年１２月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 それでは、議案第６１号について、ご説明申し上げます。 

 本協定の変更につきましては、平成３４年度完成予定でございます（仮称）

多賀スマートインターチェンジの建設促進やインターチェンジへのアクセス

道路の整備を図るとともに、インターチェンジを活用した地域振興策に連携

して取り組むため、協定にあります結びつきやネットワークの強化に係る政

策分野におきまして、（仮称）多賀スマートインターチェンジの整備の取り

組みを新たに加えるものでございます。 

 議案書の協定書の方をよろしくお願いします。 

 湖東定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書でございま

す。 

 平成２１年１０月４日彦根市（以下「甲」という）と甲良町（以下「乙」

という）との間に締結した湖東定住自立圏の形成に関する協定の一部を次の

とおり変更する協定を締結するものでございます。 

 第３条第２号に次のように加える。 

 ウ （仮称）多賀スマートインターチェンジの整備。 

 （ア） 取組の内容。（仮称）多賀スマートインターチェンジの建設促進

やインターチェンジへのアクセス道路の整備を図るとともに、インターチェ

ンジを活用した企業誘致、観光開発などの地域振興策に連携して取り組む。 

 （イ） 甲の役割。（仮称）多賀スマートインターチェンジの建設促進や

インターチェンジへのアクセス道路の整備促進を図るとともに、インターチ

ェンジを活用した企業誘致、観光開発などの地域振興策に連携して取り組む。 
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 （ウ） 乙の役割。（仮称）多賀スマートインターチェンジの建設促進や

インターチェンジへのアクセス道路の整備促進を図るとともに、インターチ

ェンジを活用した企業誘致、観光開発などの地域振興策に連携して取り組む。 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙が記名押印の

上、それぞれその１通を保有するものでございます。 

 甲 彦根市元町４番２号。 

 彦根市。 

 彦根市長 大久保貴。 

 乙 犬上郡甲良町大字在士３５３番地１。 

 甲良町。 

 甲良町長 野瀬喜久男。 

 以上でございます。どうかよろしくお願いします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 ２点お尋ねします。 

 インターチェンジのこの協定ですが、全体像は地図で示されました。それ

で、総事業費ですね。アクセス道路も含めて、これ、分けて報告してもらえ

るとありがたいんですけども、インターチェンジの本体、それからアクセス

道路、ここの総費用をどのぐらい想定をしているのか。予算処置はこれから

だと思いますけども、だけども、総枠は決まりつつあると考えますが、その

説明をお願いします。 

 それからもう一つは、協定書の中にもありますが、甲良町内でのアクセス

道路は、既存のアクセス道路を拡幅するとか新設するとかいうことがありま

すが、どのライン、どの道路を想定しているのか、お答え願いします。説明

をお願いします。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 費用につきましては多賀町が負担なされるということで、

概算等につきましては、まだ現在聞いていない状況でございます。 

 また、アクセス道路につきましては、国道３０７号線が主になってきます

ので、新たに町で整備するということはございませんけども、インターチェ

ンジの案内の看板等、そういったものが想定されると現在見ているところで

ございます。 

 以上です。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 そうすると、２番目の方の回答のところで、３０７号を拡幅した

り、それから車線を広げるとかいうことはないということなんでしょうか。 
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 そして、３０７に通じる、どこかの利便性のある観光地、３０７に全部連

動していますので必要ないかなと思いますけども、３０７に合流するどこか

の道路を充実させるとかいう計画も、そこは決まっていないし、そこは想定

していないということでしょうか。２点。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 現在のところは決まっておりません。今後、道路交通状

況を見ながら検討はしていく必要が出てくるかもしれませんが、現在のとこ

ろは想定はしていないというところでございます。 

（「３０７は」の声あり） 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 現在のところ、そういったお話は、こちらの方では想定

はしておりませんので、現在情報を得ておりません。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 多賀のスマートインターチェンジについてのアクセス道

路という計画は、今のところ県からも情報はいただいておりません。ただし、

湖東三山スマートインターチェンジができまして、甲良町の中でいきますと、

池寺下之郷線、３０７の旧の池田興業から豊郷町に抜ける道がアクセスの位

置づけ、甲良町としてはアクションプログラムという滋賀県の位置づけをし

ておりますので、今後はその方向で道路整備を豊郷町さんとの連携をして拡

幅等の計画に今後は入っていきたいというふうには思っております。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 そうすると、今、建設水道課長の答弁で、その道路の拡幅などの

事業の期間は何年ぐらいを見ている、５年先とか１０年先とかいう状況もわ

かりますか。それともまだ情報はないということでしょうか。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 今の池寺下之郷線でございますが、一応３４年度ぐらい。

といいますのは、豊郷町の中にあります県道のバイパス工事を県がしはりま

すので、それ以降ということになりますので、おおむね３４年以降から、で

きる範囲の中で入ってきたいなというふうには思っておりますが、調査につ

いては前段でやっていきたいというふうに思っております。その時期は未定

でございます。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 
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○西澤議員 利便性の確保という点で、生活道路にも今の名神高速道路はかか

わっているというように思います。通勤圏ともなっています。そういう点か

ら、利便性を図るという点で、大前提のところで賛成をしたいとは思ってい

ます。ただ、予算上、これは多賀の負担となり、国の負担となっていくとい

うことはありますが、やはり今の住民の暮らしぶりは大変疲弊していると。

地方の疲弊も大変深刻な状況です。そういうところに手当てをする予算処置

を国としてもぜひ充実させていくという方向をぜひ私としても要望をしてい

きたいし、その着工にあたっても、そういうことに配慮して国が施策を進め

るように要望しておいて、賛成討論とします。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより議案第６１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第６１号は、可決されました。 

 次に、日程第６ 議案第６２号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第６２号 平成３０年度甲良町一般会計補正予算（第４

号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年１２月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 議案第６２号を説明いたします。 

 まず、予算書の裏面をお願いいたします。 

 平成３０年度甲良町一般会計補正予算（第４号）です。 

 歳入歳出それぞれ８，０６４万３，０００円を加算し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ４２億５，０４１万８，０００円にするものであり

ます。 

 債務負担行為の補正につきましては、第２表で説明をいたします。 
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 地方債の補正につきましては、第３表で説明をいたします。 

 １ページをお願いします。 

 第１表で、歳入歳出予算補正で、歳入の部です。９款 地方交付税。補正

額が６，６３１万４，０００円、１３款 国庫支出金、１，０００万７，０

００円、１４款 県支出金、４９０万１，０００円、１７款 繰入金、２０

０万円の減、２０款 町債、１４２万１，０００円であります。歳入合計が

８，０６４万３，０００円であります。 

 次の２ページをお願いします。 

 次に、歳出の部であります。１款 議会費、２４万１，０００円、２款 総

務費、５０２万７，０００円、３款 民生費、５，０９７万６，０００円、

４款 衛生費、３５万８，０００円の減、６款 農林水産業費、１９３万４，

０００円、７款 商工費、１６万円、８款 土木費、２３０万３，０００円、

１０款 教育費、１，８８５万３，０００円。次のページで、１４款 予備

費、１５０万７，０００円で、歳出合計が歳入合計と同額であります。  

 次のページをお願いします。 

 次の４ページですが、第２表、債務負担行為補正であります。 

 追加といたしまして、住民検診委託、期間が３０年度から３１年度。以下、

期間については同じであります。限度額が１３９万３，０００円。各種がん

検診委託、１，１７８万１，０００円、骨粗しょう症検診委託、３９万６，

０００円、後期高齢集団基本健康診査委託、７４万２，０００円後期高齢集

団基本健康診査委託（第２次）分です。４０万５，０００円。 

 次、５ページで、第３表です。 

 地方債の補正であります。 

 これは、臨時財政対策債で、１４２万１，０００円の増額で、限度額が１

億２，２４２万１，０００円になるものであります。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 ９月議会でも一般質問で取り上げましたが、これから冬に向かい

ます。今年は暖冬が言われていますが、それでも冬の間の暖房費用は数万円

から１０万円、１０万円を超える場合もございます。そういう点で、住民に

優しいアピールをきちんとしていくということから見たら、暖房費の計上は

この１２月が大事なところですし、その金額が、この事業が計上されていな

いわけですが、その検討やら、それから、それに対しての見解をお聞かせ願

いたいと思います。 

 もう一つは、先ほども学童保育の問題で建部議員が言われましたが、子育
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て支援ですね。この内容も、直接的にどういうようにして反映をしているの

かという点で、この補正予算の中で、総合戦略の事業にかかわって子育て支

援の充実を図る名目の事業費がこの中に挙がっているのかというのが１つで

す。 

 そして、それと関連をして、子育て支援の中でも給食費の無料化、それか

ら保育料の軽減ですね。こういうのは子育て支援の中でも大きなメリットと

して若い世代が考えます。そういう情報はすぐさま回って、充実している自

治体に移住をするというのが全国的にも、それから総務省もそのことを認め

ています。１２月議会の補正でありますけども、そういうのを盛り込んで、

来年もその方向を強めていこうというようなメッセージが感じられないわけ

ですけども、そのところはどういうようにして町で検討したのか、幹部の皆

さんで検討したのかどうか、その辺をお聞かせください。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 総合戦略上で、特に子育て支援についての補正予算に影

響してあるのかといいますと、現在のこの補正については特段ございません。

ただし、翌年度に向け、子育て支援を充実させるということで、各部会にお

いて、そのあたりについては幹部を含めまして検討をさせていただいている

というところでございます。 

 保育料の減額、そのあたりにつきましては、一応２９年度で事業を終了す

るという答えを出させていただいておりますので、そういった関係上で、ま

た新たな制度の構築ということも含めまして、そういったことも検討はさせ

ていただいているというところでございます。 

 以上です。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

 教育次長。 

○西村教育次長 保育料の軽減等につきましては、国等の制度を重視するとい

うところで、今、消費増税のことも出ておりますので、それに伴っての無償

化という話も出ておりますので、その制度を重視していくというところで、

特に町が単独でというところは考えておりません。 

 以上です。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 暖房費については、現在のところ、考えておりません。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 それで、町長ですが、公約の中にもあります、やはり日本一の町

をつくる。それを評価してもらうことで考えていく必要がありますが、暖房

費補助をしている自治体はそう多くはないというように思います。その中だ
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からこそ、もう一つは、高校卒業までの医療費無料化ですね。これも全国的

に調べますと、そう多くはないんですね。県内でも豊郷、それから米原が始

めていらっしゃるのとね。そういう点でも少ないところです。そういう中で

甲良町が踏み出せば大きなメッセージになっていくと。また、インパクトと

は言いませんけども、注目が集まっていくということですが、町長の公約実

現との関係で、１２月補正の中にも盛り込もうということで幹部の皆さんの

中に、町長としての公約実現の提案をというようにされて、論議がされるべ

きだと思いますが、その経過は、２点の施策、具体的には２点、政策があり

ますが、それはどういうような状況でしょうか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 ご提案をいただいています暖房費等々、個人に係る支援について

は、今回の補正では議論をしませんでした。全体的には家庭支援であったり

学力向上であったり、町として全体が前進するような施策展開に力を入れて

まいりたいと考えております。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第７ 議案第６３号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第６３号 平成３０年度甲良町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年１２月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○小林住民課長 議案第６３号 平成３０年度甲良町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

 補正予算書表紙、裏面の方をお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０万３，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億２，３３２万２，０００円とし

ます。 

 債務負担行為の追加（第２表）でまた説明させていただきます。 

 次のページをお願いします。 

 第１表、歳出補正予算、歳入の部。４款 県支出金。補正額、９６万２，
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０００円、６款 繰入金、３５万９，０００円の減。歳入合計。補正額合計、

６０万３，０００円。歳入合計は、１０億２，３３２万２，０００円です。 

 次のページをお願いします。 

 歳出の部。１款 総務費。補正額、７１万６，０００円、６款 保健事業

費。１１万３，０００円の減。歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為補正。 

 追加といたしましては、健康づくり事業委託。期間といたしまして、３０

年度から３１年度まで。限度額が４１５万１，０００円。続きまして、特定

健康診査委託。期間は先ほどと同じでございます。限度額、７２０万円でご

ざいます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第８ 議案第６４号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第６４号 平成３０年度甲良町墓地公園事業特別会計補

正予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年１２月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○小林住民課長 議案第６４号 平成３０年度甲良町墓地公園事業特別会計補

正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

 補正予算書表紙裏面をお願いいたします。 

 歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ１２万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１５９万７，０００円とするものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正。歳入の部といたしまして、５款 繰入金、補

正額１２万円。歳入合計、１５９万７，０００円でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出。１款 墓地公園管理費、補正額１２万円。歳出合計は歳入合計と同

額でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 ７番 宮嵜議員。 

○宮嵜議員 ７番 宮嵜です。 

 墓地公園管理費の中に、墓地公園の草刈り等の予算は含まれるんですか。

草刈りは自治会でやってくださいなのか、この管理費の中には草刈りが含ま

れているのか。なぜかといいますと、明日、皆さんの、私の一般質問の前に、

長寺区の区長からの要望書があります。今、この中から抜粋して質問させて

いただいているんですけども、要望が出ております。草刈り、何とかならな

いかという。よろしくお願いします。 

○丸山議長 住民課長。 

○小林住民課長 墓地公園といたしまして、墓地の中の草取りの方は使用料で

いただいていますのでこちらで年２回の予算を計上して、シルバーの方でお

願いしております。ただ、全体としては、また公園の管理になりますので、

他部門の方で計上されております。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第９ 議案第６５号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第６５号 平成３０年度甲良町住宅新築資金等貸付事業

特別会計補正予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年１２月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 人権課長。 

○中川人権課長 失礼します。議案第６５号 平成３０年度甲良町住宅新築資

金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

 補正予算書裏面をお願いいたします。 

 歳入歳出予算。第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

８０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，７５４万１，

０００円とお願いするものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算補正。歳入。２款 繰入金。補正額、１８０万円。歳入合計

が１，７５４万１，０００円でございます。 
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 次のページをお願いいたします。 

 歳出。１款 総務費。補正額、１８０万円。歳出合計は歳入額と同額でご

ざいます。 

 住宅新築資金の滞納に係る弁護士費用を計上させていただくものでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 全協でも議論がありました。１１件を対象にしていると。つまり、

法的手段を行使していく必要があるという対象で１１件。今回は滞納整理の

法的手段を行使していく視野に入れて３件という提起がありました。それで、

質問の１つ目は、対象としている３件の状況ですね。滞納額、それから、そ

の滞納の理由の現状、それから、土地・家以外での財産はその方が保有して

いるのかどうかという点でも説明をお願いします。これが１つです。 

 それから２つ目は、歴代の町政で、監査報告の中でも、議会でもいろいろ

追求がありました。法的な手段をきっちり行使すべきだという提起がありま

したが、ずっと実行されないままでありました。一切手をつけなかった中で、

今回初めてその方向に踏み出す。ここは評価をしたいと思います。それで、

今回初めてそういう方向で動いていこう、着手をしていこうということにな

った背景ですね。議論の中身をお聞かせください。 

 それから３点目は、これは町長に回答願いたいと思いますが、担当だけの

責任ではないと思っています。先ほどの歴代の町政でずっと手をつけられな

かった課題、問題でもあります。そういう中で、当然、整理にあたって、町

長や総務課長、それから担当課長がそろって、件数、５０件、１００件であ

りませんので、数件、ないしはこの１１件というように、対象を広げたとし

ても、１１件のところです。そういう点では、一件一件、困難課題を解決の

ために実行に移していくと。督促し、そして話し合いをしていく義務がある

と思っていますが、その先頭に町長が立って、全協でも言いましたが、３人

がそろう中で町長が来たという点では非常に大きいですし、この際、その滞

納者は文句を言うところとか、こういう要望を言うところ、それから、払う

気持ちはあるけども、こういうように分割で何年かの間で払わせてくれとか

いう話し合いになっていくと思います。そういう点では、滞納者の心を和ま

せる、そういう意味でも、町の熱意を伝える上では、担当課と、それから総

務課、町長がそろって行くというのが大事なところですが、町長はぜひ実行

を心がけていただきたいと思っていますが、その見解。３点です。よろしく

お願いします。 

○丸山議長 人権課長。 
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○中川人権課長 ３件の内訳ということなんですが、ちょっと金額等はやっぱ

り個人の関係してくることでありますので控えさせていただきたいんですが、

対応がなかなか困難になるのではないかというところら辺について、やっぱ

り弁護士ときちっと相談しながらということで挙げさせていただいておりま

す。 

 それから、今回法的に予算を組んでまでということなんですけれど、今ま

でも裁判所を通じての督促であるとかというところまではできておりまして、

その段階で分納誓約ができた家庭もございますので、そういうことをめざし

ております。ただ、それ以後、それにも応じてくれない家庭がやっぱり残っ

てきておりまして、今回、まだまだ町の滞納の多くを占めている新築資金の

滞納が減っていっていないという現状がありますので、その辺は少しずつで

も取り組んでいきたいという思いでございます。 

 以上です。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 総括的なご質問をいただきました。総じてですが、９月の決算議

会、その前の決算監査のご指摘もいただいておりまして、長年の取り組みが

停滞しているということで、議員の方からも新たな方策をなぜ講じないかと

いうふうなご指摘もいただいたところでありますので、今回このような形、

それからその前段、人権課長の方は徴収で、金融機関にも徴収対策の相談に

ということもやっておりまして、今回、長期に滞っている方について、法的

手段に移りたいということを協議して決定をいたしました。 

 それから、町長の出動でありますが、もちろん、そういうことも考えられ

ますが、それが功を奏するという場合と、膠着するという場合も考えられま

すので、議員にお示ししました公金マニュアル、それから今回の全協でご説

明を、まだちょっと完成しておりませんが、債権マニュアルという両方、そ

れから徴収対策会議というのがありますので、総括的にどの方策を講じたら

うまく徴収ができるのかということをもう一度、税の徴収も始まっていきま

すので、全体的に収納向上につながる方策を講じていきたいというふうに思

っています。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 この新築資金については、大前提が、借りたものは返そうやない

か、あたり前のことを実行してくれということでしょう。そういう点から見

れば、町長および幹部の説得力にかかっていると。しかも、甲良町の重要事

業の大きな柱として取り組んだ同和対策事業で負の遺産を残すべきでないと

いう強いメッセージをやはり伝えていくべきだし、そのことが残っているこ

とによって甲良町の財産規模、財産状況のところで足を引っ張る、悪化の要
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因になっているんだということを、文面ではなくて、直接伝えるということ

が大事だと思います。もちろん、法的な手段できっちりと支払わせるという

ことも必要ですけども、換価の財源がなければ払うことができないわけです

よね。つまり、その家を売って、そしたら、買い手がつかなければ財産の換

価ができません。換金ができません。そういう点でも、やはり、法的手段を

使ったとしても説得力が大前提だと思っていますので、その点で、私が言い

ましたように、町の幹部、町長を先頭に、そろってぜひともという話に行く

ことを、ずっと以前から言っているんですが、そのことで決断して、多い件

数ではありません。こういう大きな滞納が残っている方は、わしら、全部完

納したのに、つまり、完納率、９割を超えるわけでしょ。そういうところで

残っているんだということも、やはり周りの批判の関係もありますよね。そ

ういうのをきっちりと伝えていくと。払わってもらわな困りますと。本来、

困りますの話じゃないんですけども、義務なんですけども、そういう義務を

果たす気持ちになってもらうという役割をぜひ果たしほしいというように思

うんですが、いかがですか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 議会でもご議論いただいております同和対策事業後の残された課

題、人権課が担当しておりますが、非常に山積をしております。１つずつ課

題克服に着手しなければなりませんし、それから、西澤議員の提案について

は、拒否をするものではなく、効果的に、そのことをやって前進ということ

であれば、拒否するものでもありませんし、担当課の状況、個人の状況をふ

まえて判断をしていきたいと思っております。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

 ７番 宮嵜議員。 

○宮嵜議員 ７番 宮嵜です。 

 全協でも述べさせてもらいましたが、とりあえずこの１１件のうちの、ま

ず３件と言われましたが、この３件は、何年間滞納というか、全くもらえて

いない状況が何年間続いているわけですか。 

○丸山議長 人権課長。 

○中川人権課長 ３件と言いますよりも、１１件の方を今、重点ということで

全協でもお知らせさせていただきました。１１件の方については５年以上滞

納している方と。滞納というか、納められておらない方ということで挙げて

おりますので、そのうちの特に３件ということで挙げていますということで

ご理解をお願いしたいと思います。 

○丸山議長 ７番 宮嵜議員。 

○宮嵜議員 わかりました。５年以上ということで理解します。しかしながら、
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９月議会でも言ったように、まず担当課が足を運んで、一度は本人に会って

言うべきやと。ただ、５年以上滞納している人が悪いにきまっています、こ

んなことは。何もあなたが悪いと言っていません。しかしながら、訴えられ

た方は、「いきなり訴えやがって」と、こうとるんですね、人間は。「一度

も言いにもきやがらん」と、「いきなり訴えやがった」と、こうとるわけで

す。だから、担当課、人権課長、弁護士に相談するのが得意なようですから、

その前に、みずから足を一度は運んで、今年中に一度ぐらいは足を運んで、

課員とともにあなたも一度足を運んで、それから対応が悪ければ町長、総務

課長と相談して、一緒に行ってくださいとか、まず順序を踏んで担当課長が

足を運ばなければ話は進みません。だから、順序を踏んで、訴えられた方も、

「あ、とうとうやられたんやな」と納得しはると思いますわ、訴えられても。

ということです。どうですか、担当課長。 

○丸山議長 人権課長。 

○中川人権課長 人権課としましても、１２月中には、アポをとって訪問に伺

いたいと思います。ただ、何もしていないわけではなくて、今おっしゃられ

るように、いきなり裁判所を通じてとかなると、やっぱりトラブルのもとに

もなりますので、通知は既にさせていただきました。返事をもらっている方、

返事をもらえていない方、あるいは郵便が、宛先不明で返っておられる方、

おりますので、今その調査を進めておりまして、改めて通知を発送したとこ

ろでございますし、何人の方からはご連絡をいただきまして、電話でのやり

とりもさせていただいております。議員がおっしゃるように、実際にまだそ

の家庭へ足を運んでというとこまで行っていないんですけれど、できれば年

内にそういうことをしていきたいなという思いで今動いておるところでござ

います。 

○丸山議長 ７番 宮嵜議員。 

○宮嵜議員 やっと重い腰を上げられるようですけども、９月議会であなたは

私に約束した。皆の前で、行くと。それを、徴収対策会議がこれからやとか、

言いわけにしか過ぎない。だから今、１１件のうちの３件の予定でいるわけ

ですね。おいおい、また、来年度、再来年度、残りの８件に対して、また３

件、５件と、だんだんなっていくと思います、訴訟に。その前に、職務怠慢

やと言われないように、その前に足を運んでやっていってください。約束し

ていただけますか。 

○丸山議長 人権課長。 

○中川人権課長 相手の都合もありますので、確実に１１件全部できるかどう

かわかりませんが、連絡をとりながら、行けるところについては行かせても

らいたいと思っております。 
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○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１０ 同意第７号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 同意第７号 甲良町公平委員会委員の選任につき、同意を求

めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年１２月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 同意第７号 甲良町公平委員会委員の選任につき、同意を求める

ことについて、ご説明申し上げます。 

 甲良町公平委員会委員のうち１名が任期満了となるため、次の者を選任す

ることにつきまして、地方自治法の定めにより、議会の同意をお願いするも

のでございます。 

 住所 滋賀県犬上郡甲良町大字尼子２３７４番地。 

 氏名 圓城稔彦氏。 

 生年月日 昭和２９年１０月３日生まれでございます。 

 圓城氏は、多年、民間企業にお勤めをいただき、労務管理等々の経験を積

まれております。地元の役職、信望も厚く、人格高潔でございます。適任者

であると判断をしておりますので、今回、再任の同意をよろしくお願い申し

上げます。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 確認をしておきますが、現在、公平委員会に提起をされている事

案が２件あると全協で説明がありましたが、２件、変わりないですか。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 複数あると、全協でお話しさせていただきました。今年

度、３件取り扱っておって、審議中のものが２件あります。 

 以上です。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 
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 討論はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 昨今、公平委員会が実質機能していないというように各自治体で

言われています。甲良町でも、さまざまな職員の中での問題が発生している

というように思います。そういう点でも、公平委員会の委員さんが、だめな

ものはだめと、毅然として判断ができる、そういう環境をつくっていく必要

がありますし、圧力はもちろんですけども、そんたくそのものも町の事情を

十分に考慮すると同時に、訴えた方の事情をよく聞くという点で審議をいた

だいて、それこそ公平委員会ですから公平な判断を下せるよう希望して、賛

成討論としておきます。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより同意第７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、同意第７号は同意されました。 

 次に、日程第１１ 請願第１号を議題とします。 

 本請願については、紹介議員の山田裕康議員から提案説明を求めます。 

 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 皆さん、すいません。この請願の方は朗読をもってかえさせ

ていただきたいと思います。 

 主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定に関する意見書の提出を求め

る請願書。 

 紹介議員 甲良町議会議員 山田裕康。阪東佐智男。 

 請願者 滋賀県彦根市川瀬馬場町９２２番地の１ 東びわこ農業協同組合

経営管理委員会会長 石部和美。 

 滋賀県彦根市川瀬馬場町９２２番地の１ 滋賀県農政連盟湖東連合支部支

部長 小菅久宣。 

 請願の趣旨および理由。主要農作物種子法（以下、「種子法」という）を

廃止する法案が、平成２９年４月１４日の参議院本会議で可決・成立し、平

成３０年４月１日種子法が廃止されました。 

 これまで県行政は、同法に基づき高品質な原種・原原種の生産・供給を担
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い、本県の主要農作物である水稲、麦および大豆の安定生産や品質向上に中

心的な役割を果たすことにより、地域農業の振興に大きな貢献をしてきまし

た。 

 種子法の廃止を受けて、県は関係要綱を一本化した「滋賀県水稲、麦類お

よび大豆の種供給に係る基本要綱」を制定し、県内では同要綱に基づく種子

生産が開始されたところです。一方、一部の府県においてはこれまで行政が

担ってきた種子生産に係る業務を外部に移管する等の方針が示され、移管さ

れれば種もみの価格上昇や品質低下を招きかねない等の報道がなされており、

県内の生産現場においても、将来的には優良な種子が安定的に供給されなく

なるのではないかという不安が広がっています。 

 つきましては、以上をふまえ、地方自治法第９９条の規定に基づき、今後

も県行政が種子生産に中心的な役割を果たし、これまでとおりの行政対応を

継続することに必要な予算および関係部署の人員体制を恒久的に措置する観

点から、主要農作物の種子生産に係る県条例を制定することを内容とする意

見書を滋賀県に提出されるよう要請いたします。 

 以上。 

 地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請願書を提出いたしま

す。 

 平成３０年１１月２０日。 

 甲良町議会議長 丸山恵二様。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○丸山議長 ここでお諮りします。 

 これより審査願います請願第１号については、会議規則第９２条第２項の

規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○丸山議長 異議がありませんので、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 全協でも阪東議員に説明いただきましたが、この請願の中でいえ

ば、真ん中ほど、「将来的には優良な種子が安定的に供給されなくなるので

はないかという不安が広がっています」というところにかかわってですが、

ＴＰＰやＦＴＡなど、自由貿易の拡大の中で、アメリカの食料メジャーが狙

っています遺伝子組み換え作物などの普及、広がり、こういうところに関連

をして、日本固有の、また日本独特の種子が消滅する、ないしは不安定にな
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るということも、この不安の中にも含んでいるんだろうと思いますが、詳し

くは私、わかりませんので、そういうことを報道で聞いたことも、見たこと

もありますので、いわゆる種子法が持つ目的、狙いですね。日本の種子が健

全に継続できるようにということでできていた法律なんですけども、それが

なくなったということから、こういう不安が広がっているのではないかと考

えますが、ご説明、ご教授いただきたいと思います。お願いします。 

○丸山議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 今の質問は大変難しい質問なんですが、私が知っている限り、

彦根の方の種子の生産を行っております。各農協から種子の発注というのは

２年後の種子の発注をかけます。それはなぜかといいますと、次の年に種子

の生産量をもとに、耕作面積、栽培面積を決めて行うということで、２年後

の種子の発注を各農協から行います。それによって耕作面積が決まり、まず、

コシヒカリのコシヒカリということで、何ヘクタールといって、大きい規模

で耕作されます。そんな計画もされ、また、その横には、早生品種、キヌヒ

カリとか、絶対植えなくて、奥手の品種などを植えて、絶対花の咲く時期を

ずらして、交配しないような処置もされております。そんなこともされてお

り、また、刈り取りの時期ですね。これは全体的に青みが帯びていたらいけ

ないということで、全部熟成されるのが、後になってからの刈り取りになり

ます。それと、刈り取りまでに、もしこの種子が、違う品種みたいに背丈が

長いやつとかができたときには、中に入ってその種子を全部はさみで切って、

その種子は絶対まざらないようにするという作業とかも種子の生産者がやっ

ております。 

 そんなこともありますし、また、コンバイン、刈り取りの方ですけど、こ

ちらの方も、刈り取る人は、コシヒカリ専用のコンバイン、キヌヒカリ専用、

日本晴専用、秋の詩専用とかいうふうに１つずつ機械を持ちます。なぜなら

混入したら絶対いけませんので、幾ら掃除をしたからといっても、絶対に混

入したら、滋賀県の種子はもう売れなくなりますので、そういったことで機

械的にも各農家はそういうことで気を遣って、１台１台持つようにしてやっ

ているということが、この優良な種子につながるということで、こういうこ

とがなされなければ、優良な種子、これは絶対にコシヒカリだと、１００％

コシヒカリ、１００％キヌヒカリという種子がされなくなり、また、そうい

うふうに業者というのがこちらに移管されると、そういった点がどういうふ

うに管理されているのかというのが明瞭化されなければいけないということ

で、そういう不安がありますし、また今言ったように、丈が長いと切り取り

とかの作業も、種子の生産者は行いますので、そういった作業賃も含まれて

きて、種子の高騰につながるという懸念もありますので、そういった点をや



－30－ 

ってほしい、このまま続けて県の方で管理をしてほしいということの請願で

すのでよろしくお願いします。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 よくわかりましたというか、なるほどというように思います。そ

こで、説明の中で、交配しないようにということで管理をしているというこ

となんですが、質問は、外国企業がつくった種子、それから、そういう作物

が入ってきて交配をしてしまう可能性があると。そして、今説明があった１

００％キヌヒカリ、１００％コシヒカリやというような、そういう主要作物

の交配が起こってしまう危険も入り込んでくるということも不安の中に含ま

れているということで理解したらいいんですかね。 

○丸山議長 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 今の質問なんですが、やはりそんな心配もあります。それで、

今言ったように、交配するというのは花の咲く時期が一緒だったら一緒にな

りますし、それでまた、米の方においても、ＤＮＡ鑑定をやっております。

なぜかというと、滋賀県産のコシヒカリのＤＮＡ鑑定、それでまた、どこど

こ県産のＤＮＡ鑑定等も全部やっておりまして、これが生産地の偽造とかも、

そういうので見つけることになっておりますので、そういった点、もしＤＮ

Ａ鑑定がされて、そういうのがまじっているとなったら、滋賀県のお米は売

れない。種子の方が他県に行くこともありますし、そんなことも売れなくな

ってくるという懸念がされますので、やっぱりきちっとした管理が必要だと

いうことであります。 

 以上です。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 ６番 阪東議員。 

○阪東議員 賛成討論をさせていただきます。昨日ご説明をしましたＴＰＰ、

西澤議員はＦＴＡという言葉で解釈して、二国間交渉、あと、ＲＣＥＰ、東

アジア地域包括的経済連携など、グローバルというふうなところが進められ

ようとしています。そういった中で、今ほどご説明しました、もともとの原

種、また原原種というふうなところが、本来いろんな環境の中で近江に適し

たそういう米なり大豆なり麦が適切に管理できるかというふうな形について

は、非常にまた疑問に思います。 

 そういった意味で、今、請願をされていますとおりに、主要原種の、やは

り種子の条例化については、この将来的にもやはり安全な食物を担保するた
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めには重要な条例かと認識しています。そのために、私としては賛成討論を

したいと思っております。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより請願第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本請願を採択することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、本請願第１号は、採択することに決定しました。 

 ここで４５分まで休憩します。 

（午前１０時３０分 休憩） 

（午前１０時４５分 再開） 

○丸山議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、日程第１２ 一般質問を行います。 

 発言通告書が提出されていますので、これより許しますが、発言時間につ

いて申し上げます。諸般の都合により、本日の質問時間については、会議規

則第５６条第１項の規定により１人４０分以内とします。ただし、質問の途

中であれば多少の延長も認めますので、質問者は時間が来れば簡潔にまとめ

て質問してください。なお、答弁する人も簡潔明瞭に答弁をお願いします。 

 それでは、８番 木村議員の一般質問を許します。 

 ８番 木村議員。 

○木村議員 それでは、トップを切って、質問をいきなりさせていただきたい

と思います。 

 まず、通告書に従って進めさせていただきますが、教育行政についてとい

うことで、町長が、９月の議会においてもだったんですが、何か「ダイナミ

ック」というフレーズを、たしか２回、３回、僕、聞いたようなことがあり

ますが、どういう意味をもって「ダイナミック」というフレーズを使いはっ

たんかなというふうな疑問を思いましたので、それを町長に聞きたいと。そ

れを受けて、教育長はどういうふうに受け取られたかということを聞きたい

と思います。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 教育長の任命同意のときに何度か申し上げたフレーズでございま

す。その中身についてお答えをさせていただきたいと思います。 
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 平成２７年４月１日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律が施行されました。その中身の要点でありますが、教育行政の

責任の明確化がうたわれております。その中身につきましては、まずそれが

１点目です。教育委員長と教育長を一本化して、責任者として教育長を置く

と。従前は教育委員長というのがおられたんですが、教育長ということにな

りました。そして、教育長は、教育委員会を代表すると。そして、教育長の

任期は３年。ただし、教育委員さんは４年という任期でございます。 

 ２つ目の柱は、総合教育会議の設置と大綱の策定がうたわれております。

首長は、総合教育会議を設ける。会議は首長が招集をし、首長、教育委員会

により構成をすると。首長は、総合教育会議において、教育委員会と協議を

して、教育の振興に関する施策の大綱を制定するということでございますの

で、「ダイナミック」と申し上げましたのは、町長、私と教育長が教育行政

の根幹、運営に相互連携をするということでございます。 

 当面、じゃ、甲良では「ダイナミック」はどういうことやということでご

ざいますが、今定められております甲良町の教育施策大綱をもう一度、それ

でいいのかどうか、点検と見直しをやりたいと思っております。 

 そして、２つ目の中身については、教育施策の重点を絞って、全面的な推

進となるような方策を講じていきたいというふうに思っています。 

 １つは議員からご指摘をいただいておりますし、アドバイスもされており

ます子どもの学力の向上でございます。その方向については、ゼロ歳から１

０年先を見据えた学力向上の取り組みを教育長とともに新たな展開ができる

ように指導してまいりたいと思うのが１点と、一昨日ご説明いたしました全

協での包括的家庭支援、甲良ならではの家庭支援をいよいよ始めてまいりた

いと思います。まだ議論といいますか、ご指摘もいただいておりますので、

中身を十分詰めて家庭支援をやっていきたい。学力向上と家庭支援、２つの

柱で進めたいという思いでございます。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 今、町長に答弁いただきましたが、松田教育長の前任、橋本教育

長、今、町長、２７年と言われましたが、２７年のときの教育長が橋本教育

長か、その前の堀内教育長か、ちょっとわからなくなったんですけど、もと

の教育長が「ダイナミック」ではないというようなことではないとは思うん

ですが、そういうことでよろしいですか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 私が就任したときは、橋本教育長と連携をしてまいりました。橋

本教育長のスタンスは現場重視。学校と協議しながらということの基本スタ

ンスがありましたので、もう一度、松田教育長とその辺についてを点検しな
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がら、さらに学力向上なり家庭支援が、全体として甲良の教育が前に進めら

れるような方策を講じてまいりたいということでございます。 

○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 ご質問ありがとうございます。ダイナミックな教育行政という

ことでご質問いただきました。まず初めに、教育について、私自身がどのよ

うに考えているかということを申し述べさせていただきます。 

 教育は、基本的にはすぐに結果があらわれるものではないというように考

えております。地道な日々の教育活動が子どもの心を耕して、降った雨が地

面に涵養するがごとく、子どもの心に響いて、心の成長につながっていくと

いう捉えをしています。 

 一方、学力も、積み上げては少し崩れ、また積み上げて定着していくもの

だというように考えております。すなわち、この「ダイナミックな」という

言葉につきましては、教育行政施策として、これがダイナミックかなという

ことをこれから２点にわたり、私の考えを述べさせていただきます。 

 まず１点目ですが、ダイナミックな教育行政としては、昨日も議員の皆様

からご指摘いただきました保護者・地域の教育力の向上。ここはとても大切

な部分だというように捉えています。その保護者・地域の教育力の向上をめ

ざす積極的な意味の子育て支援を推進していきたいというように考えており

ます。 

 全国学力・学習状況調査の学力結果を改善していくためには、今ほど町長

の方からも申し述べましたが、ゼロ歳から１０年先を見通した学力向上の取

り組みを充実することが大切だと思います。そのために、学力を積み上げる

ための道筋を教育・保育の現場に提示し、その道筋のそれぞれのステージ、

例えば、具体的には就学前教育、保育センターでの保育の中で、何歳児には

どういう力を積み上げることが大事なのかというようなことを示すという意

味です。その各ステージにおける大切な指導内容を明確にし、そして、保育・

教育を系統的に進める必要が大切だろうと、このように考えております。 

 すなわち、後から申し述べますが、家庭支援の大切さも考え合わせますと、

現在の子育て支援センター、ここの充実を、事業も仕分けしながら、具体的

には進めていかなければならないというように考えております。 

 次に２つ目としましては、どの子にも保障されなければならない健やかに

成長する権利を阻害する要因を解決しなければならないというように思いま

す。ご存じのとおり、虐待、ネグレクト、いじめ、子どもを取り巻く家庭の

環境課題、学習環境課題、そして、教職員の教師力も含めた指導支援の課題

等々、さまざまな課題を解決するには、関係機関が有機的に連携した全町挙

げた組織的な取り組みが求められるものだというように捉えています。この
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組織的な取り組みを統括し、具体的な家庭の支援を進める、そういう部署と

して、家庭支援の部署を設置するように、現在、検討し、協議をしていると

ころでございます。 

 この１つは、保護者・地域の教育力を向上する、そういう教育行政施策。

もう一つは、家庭支援を組織的に進める教育行政施策。これを両輪として推

進したならば、１０年先、すなわち６年生で実施される全国学力・学習状況

調査、その辺で結果が出てくるのではないかというようなことを思っていま

す。 

 「ダイナミックな」という言葉にこだわりますと、この家庭支援の部署を

関係機関から、専門職も取り入れながら設置するという、そういう組織的な

取り組みと考えるなら、これは「ダイナミック」というように捉えることが

できるだろうと考えております。 

 以上でございます。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 まず、教育長、たしか３７年の教職で、３０年以上甲良に携わっ

ていただいたということで、甲良はひょっとしたら私よりも詳しくご存じだ

とは思うので、そういようなところら辺をもって、今、教育行政のことをち

ょっとお話しいただいたんですけど、十分に頑張っていただきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 続きまして、教育長の職務分掌ということで、いろんな項目がも

ちろんあるかと思うんですけど、上位２、３点を、どういうことを思ってお

られるかをお話ししていただきたい。私の思いとしましては、やはり優秀な

先生方に甲良に来ていただいて、その甲良に呼んできていただけるというこ

とが一番の教育長の仕事だと僕は思っておりますねんやけど、２、３点、お

願いします。 

○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 議員さんが言われることはとても大事な教育長の職務でもある

というように捉えています。私の職務分掌の中で特に力点を置きたいという

ようなところで、まず１つ目ですが、もう皆様ご存じのとおり、甲良町は滋

賀県内でも先進的な人権・同和教育を進めてまいりました。その人権・同和

教育の理念を保育・教育現場に、やっぱりもう１回徹底をすることが大切だ

というように考えております。 

 と申しますのも、教育現場は、大量退職・大量採用というようなことで、

町内における教育現場の体制も随分若返っております。そんな体制ですので、

もう一度やっぱり我々が大事にしてきた、そしてその中から教師力を高めた
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人権・同和教育について、教育現場に徹底させるというのが、まず私のやっ

ていきたいと。それは、組織体制を若手教員を中心に育てながら、強化して

いくという、そういう方向を示すものでございます。 

 具体的には、子どもや家庭、地域の実態に学ぶということが人権・同和教

育で大事にしてきたことでございます。そして、そこに見られる課題を解決

する保育・教育活動と個別の支援を大事に、充実させるという、ここをずっ

と従来から大切にしてまいりました。このことを徹底するということでござ

います。 

 それと、いつも人権・同和教育は難しい教育ではないというように現場の

先生方にはお話しするんですが、人権・同和教育というのは人を大切にする

日常の保育・教育活動を進めていこうということと、それから、自分を大切

にする日常の保育活動を推進していこうという、この辺のところをもう一度、

保育・教育現場に徹底をしていくと。子どもたちとともにそういう教育活動

をつくっていくということでございます。 

 それから、２つ目には、生きる力としての学力を考えております。その学

力を向上させるための保育・教育について、少し見直しを図る必要があるか

なというように考えております。 

 と申しますのは、やっぱりこれから今の子どもたちが１０年後、あるいは

２０年後に日本の社会を担っていくわけです。甲良町を担っていきますとき

に、ＩＣＴあるいはＡＩの発達も見通すことができますので、これからの時

代が求める保育・教育をもう一度現場の先生方と協議しながら、再構築をし

ていくことが大切かなということを思っています。 

 ＩＣＴを活用した教育、それから、ＡＩに対抗すると申しますか、ＡＩに

負けないと申しますか、ＡＩに取ってかわられない理解力や判断力、コミュ

ニケーション能力を高めるような教育の創造にも取り組みを進めていきたい

と。そういう意味の再構築ということでございます。 

 それから、やっぱり家庭・地域の教育力を高める学びの場を積極的に関係

機関と連携しながら提供をしていくというようなことも考えております。ま

た、気軽に相談できる、そういう窓口も開設をしていきたいというようなこ

とを思っております。 

 最後に、時間をとりますが、人権・同和教育は難しいことではないという

ように冒頭、申し上げました。これは、私にも課せられた命題だと思ってい

ます。最後、４つ目には、行政職員、保育・教育機関の教職員が率先垂範す

る人権を大切にした日常の業務、保育・教育活動を、我々がすることによっ

て、子どもたちの心を耕していく、心を育てていくということにつながると

いうように捉えていますので、この点につきましても、行政職員、それから
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教育現場を含めまして、率先垂範するように、これは強く先生方には、皆さ

んにはお願いしたいというように考えております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 ご丁寧な答弁をいただきましてありがとうございました。  

 そしたら次に進ませていただきます。 

 例の小学校６年生と中学校３年生の全国統一試験、成績アップ、先日から

も話が出ていましたけど、全国的に滋賀県が低い。滋賀県の中でも甲良はち

ょっと低いというような話がありました。だから、何とか成績をアップして

ほしいというふうに、もちろん思っているんですけど、何をどのようにした

ら、それを、もちろん解決はしないと思うんですけど、少しでも上に上がれ

るような施策を、何をどのようにするかということを聞きたいと思います。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 今ほど教育長が申し上げましたように、すぐに学力とい

うのは目に見えた形で出てくるものではございません。ですので、１０年か

けて地道に取り組んでいきたいというふうに考えているところではございま

すけれども、今たちまち小学生、中学生の学力を何とか上げていかなければ

ならないという中で、学校では基礎・基本の徹底というのに力を入れており

ます。 

 ずっと前から頑張っているところではありますが、小中学校におきまして

は、教職員がかなり熱心に校内での研究を行っております。特に生活とか学

力に課題のある児童・生徒を真ん中に置いて、どういうふうに授業を組み立

てていけばわかりやすい授業が構築できるのかといったことを常日ごろから

研究を進めて、それをＰＤＣＡで繰り返し繰り返し模索しながら進めている

というところでございます。その中で子どもたちに寄り添いながら、基礎・

基本の力をつけているということです。 

 授業中だけではなくて、放課後、それから休み時間等も先生方は真摯に子

どもたちに向き合いながら基礎学力を身につけさせているところでございま

す。今後もさらにこういった研究を進めながら、または個別に対応しながら、

丁寧にかかわっていきたいというふうに考えております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 一生懸命取り組んでいくというご回答だったと思うんですが、そ

れはやっぱり一朝一夕でそんな簡単にいくような話ではないんですけど、９

月議会でも出ておったように思いますが、本当に大変なことで、先生に対し

ては、頭の下がる思いはいっぱいあるんですけど、何とか少しでもアップで

きるように取り組んでいただきたい。これは要望するしかないもので、何と

かしていただきたいというのが私の思いでございます。 
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 続きまして、携帯電話あるいはスマホを持ち込み、以前からちょっと問題

にはなっていたんですけど、昨今ちょっと全国的というか、世界的というか

に、スマホの持つ、持たんということで、若干の緩和というか、緩やかにな

ってきたということが言われていますので、このよしあしというのは、甲良

においてはどのように思っておられるか、聞きたいと思います。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 ただいまのご質問にお答えいたします。現在、小学校、

中学校では、携帯やスマートフォンの取り扱いにかかわるお便りをおうちに

出させていただくなどしまして、原則として学校には持ってきてはいけない

というふうにさせていただいております。それは、授業をはじめとする学校

生活に不要なものは持ってこないということで、スマホ等にかかわらず、不

要なものは持ってこないでおきましょうという約束の中で行っていることで

ございます。 

 しかしながら、どうしてもおうちの事情、それから本人の事情等で持って

いかせたいというお宅があるのも事実でございます。そういった場合には、

保護者さんとお話し合いの上、許可をしているところでございます。 

 持ってきたときには、小学生ならば、職員室で預かる等の措置をとってお

りますし、中学生は、中学生でもありますので、本人と十分話をしながら生

徒指導上取り扱いをさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 先ほど言いましたけど、日本あるいは世界でちょっと緩和されつ

つあるというようなニュースが、あるいは新聞紙上で読んだわけですけど、

この間ちょっと見たところによりますと、日本は、大体小学校で９４％ぐら

い、あるいは中学校で９９％は禁止なんだというようなことが言われておる

んですけれど、２、３日前やったかな、大阪府で、例の高槻の事件があった

以降、携帯・スマホを来春からオーケーだと、持ってきてもいいというよう

な判断をされたように聞いております。 

 それと、世界各国と言ったらオーバーですけど、フランスにおいてはやっ

ぱり禁止だというふうにされておられるそうでございます。アメリカにおき

ましては、９０％ぐらいの禁止ということになってあったんですが、それが

６６％ぐらいまで緩和されているというニュースも流れておりました。中国

におきましては依存症が問題になるということで、これは中国においては禁

止だと言われていますけど、昨今、２、３日前にあった大阪で許可をすると

いうような流れがあるんですけれど、それはもちろん、例の死亡事故があっ

たもんやから、そういうふうにされたんだと思うんですけど、それによって、
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以前は携帯・スマホでいじめ問題が起こっているというようなニュースがあ

ったにもかかわらず、この大阪においては来春からオーケーだというふうに

言われておるんですけれど、それに関して甲良としてのコメントは何かあり

ますかな。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 すいません、スマホを使うことによる安全性というのは

確かにあると考えております。片や、今おっしゃったようないじめであると

か生徒指導上の問題が起こるという懸念も十分考えられます。その中で、学

校では、スマホを多くの子が持っていると思われるんですね。学校には持っ

てこなくても。なので、正しい使い方を授業で行って、ＮＴＴドコモの方等

に来ていただいて、実際にその危険性等を研修するとかさせていただいてい

ます。これからいろんなこういうＩＴ機器を使っていく子どもたちですので、

使っちゃいけないという一辺倒の教育ではなくて、使うにあたってはどうす

べきかということを授業で教えているところでございます。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 確かにそのとおりだと思います。やっぱり使い方が一番大事だと

思いますので、一人一人、携帯を、あるいはスマホを持っておられる子ども

さんには、重々正しい使い方を教育していただくことを望んでこの質問を終

わりたいと思います。 

 その次に、自転車の通学におけるヘルメット着用の現況、また、自転車教

室が、これは小学校において、あったようだが、なくなった理由というのを

お教え願いたいと思います。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 今、中学生のヘルメットの着用現況なんですけれども、

１年生は６割かぶっています。２年生４割、３年生は２割の生徒しか着用が

できていないという状況がございます。大体甲良中の生徒のうち、７０名ぐ

らいが頑張ってかぶってきています。 

 自転車教室についてですけれども、甲良西小学校では、毎年６月ごろに実

施をしておりまして、児童全員を対象としまして、自分の自転車を学校に持

ってきて、そして運動場に置いた模擬コースで彦根警察署とか交通安全協会

の方々のご協力のもとで正しい乗り方、交通ルールについて学習をしている

ところでございます。 

 甲良東小学校では、交通安全協室というものの中で、４、５、６年が自転

車シミュレーターで学習をしているというふうに聞いております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 今、まず最初にヘルメットの着用率をお教え願ったんですが、見
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ている限り、こんなパーセンテージは絶対ないと思います。割る１０かもし

れません。それほど見かけません、甲良では。でも、彦根あるいは多賀、豊

郷は、自転車に乗って通学しておられる生徒さんは、ほぼ１００％と僕は思

いますわ。もちろん歩いている人はかぶっていないけど、１００％。これは、

それで、どこに指導の差があるのかいなと思うんですけど、ただ、たしか去

年か、ちょうど甲良中学にもヘルメットをもう一度与えて、かぶらせるよう

にということがあったんですが、そのときにも僕は質問させていただいたん

ですけど、それと同時に、自転車の保険があったんですよね。だから、自転

車の保険等を掛けて、生徒に絶対に１００％になるようなヘルメット着用を

ということを質問させていただいたことがありました。でも、結局、それは

そのときで、要望という形で、何とかしてほしいという形で言ったんですけ

ど、現実、こういうことですわ。 

 今、課長が申し上げられたこんな高いパーセンテージは、多分出ていない

と思います。もしも出ていたとしたら、学校近辺で近くに行ったときに何か

されているということしか想像がつきませんねんけど、これは絶対こんなパ

ーセンテージじゃないと思いますので、再度よそを見習って、どこに指導の

差があるのかということを熟知していただいて、指導に取り組んでいただき

たいと思います。これは要望でございます。 

 そうしましたら、次に移らせていただきたいと思います。 

 次に、小学校の英語教育についてということで、２０２０年から小学校の

５年生、６年生も教科化と書いてあったんですけど、教科化をされるという

ことがありましたんですけど、３年生から６年生を、いわゆるコマ数と書き

ましたけど、時間数ですよね。それで、その時間が増えるということは、全

体の升が決まっておるだろうと思うのに、どこかを削って、英語教育の授業

時間を増やすということしか考えられないのですが、これはどういうふうに

されるのかお聞きしたいと思います。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 英語の教科化に伴ってなんですけれども、現在、甲良町

では随分前から甲良町英語教育部会というのを立ち上げておりまして、小学

校と中学校の英語関係の先生方に集まっていただいて、そこで英語の授業を

どうしていこうかということを他市町に先駆けて相談してきているところで

ございます。その英語の教育部会の方では、年間何度も授業研究会もしなが

ら、どうやって子どもたちに力をつけていこうかということをやっていると

ころなんですが、その中で、甲良東小では今、年間、３年生で１５時間、４

年生１５時間、５年生５０時間、６年生５０時間、外国語の授業を行ってい

るところです。西小は少し違いまして、３年生、４年生は１５時間と同じな
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んですが、５年、６年は７０時間を生み出してやっております。 

 これ、どうやって時間をつくっているかということなんですけれども、今

現在は朝の学習の時間が１５分、ずっと両小学校にありますので、その朝の

学習の１５分間を、これまでは読書をしていた時間を、それを英語科に切り

替えて、その１５分の３日分で４５分ということで、１単位時間になります

ので、それをカウントしているという現状でございます。または、掃除のな

い日をつくりまして、そうすると、そこで時間が生み出せますので、そうい

ったことも工夫をされています。 

 今、こういうふうにして何とかやっているんですけれども、正式に新学習

指導要領の立ち上げの時期になりましたら、何とか正規の時間で生み出して

いかなければならないということで、夏休みとか、あと、そういったことを

考えていかなければならないのかなということは思っております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 わかりました。ちょっと今の答弁で気になったことが１点ありま

して、西と東の小学校で５、６年のコマ数が違ったのは、これは何か意味が

あるんですか。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 ありがとうございます。今は移行期間ということでして、

これは各学校の裁量で、今、無理のないようにやっていきなさいという指示

が出ておりますので、東と西とで学校の実情に合わせて時間を今決めている

ところでございます。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 各学校の裁量というふうに言われましたですけど、これは私ども

から見れば、イコールに何とかしていただきたいなというふうに思いますの

で、これも要望です。よろしくお願いしておきます。 

 それから次に、これは大事なことなんですけど、短大あるいは４年生大学

で英語の教科化に対応した科目がある大学は５０％弱というふうに新聞で読

んだことがあります。先生に不安はないのか。あるいは、先生の英語力が問

題だと思う、先生自身の勉強時間が不足しているというふうになってくると

思うんですが、この件に関してどう思われますか。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 おっしゃるとおり、多くの教員が教職の大学を出ており

ますけれども、その際に、指導ができる単位というか、ほかの教科はとって

いるんですが、英語の指導の単位はとっていないというのが現状なんです。

でも、それを補充するために、県の方が、県教育委員会が沢山の研修を用意

しておいてくださいますので、そこに夏休みを中心として、ここの学校の先
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生方も出向いていただいております。 

 それから、先ほども申しましたように、町の英語部会をやっておりますの

で、そこでは英語関係の先生だけではなくて、全教員がそこで、授業を見な

がら皆で協議をしていくということも甲良町としては取り組んでおりますの

で、かなり先生方は力をつけてきていただいているところでございます。  

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 そういう方向であれば、もちろん安心までは行きませんけど、取

り組んでいただいているんだなというふうに思うんですけど、ただ、小学校

におきまして、９割ぐらいの先生が、英語の勉強に関して、１日１時間もと

れていないといようなことが、またこれ、新聞紙上で載っておりましたし、

小学校の先生で、英検の準１級以上の資格を持つ、いわゆるＴＯＥＩＣ、Ｔ

ＯＥＦＬ、いろいろあるんですけど、それイコールの英検の準１級以上の資

格を持っておられる方というのは、全国で１％というふうに書いておりまし

た。これ、１％、約３，６００人ぐらいだと書いておったんですけど、こう

いうような状況で、今、課長に答弁いただいたんですけれど、先ほどもコマ

数のことに関してでも答弁はいただきましたけれど、いわゆる夏休みの利用

とか云々ということを申し上げたんですけど、これは、イコール、今度は逆

に先生においては、残業という形の時間がますます増えるんじゃないかと、

僕、今、ごっつ懸念をしております。ですから、やはり先生の仕事ですね。

もちろん、学習が一番ですけど、それに付随するいろんな報告書とか、もち

ろん部活の話もあるし、いろんなことがあって、しかも、英語が増えたとい

うことで、コマ数が増えて時間がとられるということで、残業がもっと過多

になるんじゃないかというふうに思うんですが、そこら辺の取り組みはどう

思われますか。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 ご心配いただいてありがとうございます。確かに先生方、

大変忙しい中で家庭訪問から帰ってきて、それから、明日の授業の教材研究

をされています。ですので、７時ぐらいからようやく明日の授業の準備とい

うことで教科書とにらめっこしながら組み立てていただいているところなん

です。 

 また、英語ということで、新たな教科になってきますので、先生方のご負

担も多いと思うんですが、町としましては、町単独でＡＬＴの先生をお願い

しておりますので、ＡＬＴの先生が大ベテランでいらっしゃいますので、そ

の先生と相談しながら進めることで、先生の負担は少し減っているのかなと

思っております。 

 ネイティブスピーカーがそこにおられるというだけで、先生方は日本語で
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指示をしておきながら、英語で言わなければならないところはその先生にお

願いしているというところもありますので、そのあたりはこれからもしっか

りとサポートしていきたいと考えております。 

○木村議員 わかりました。ありがとうございます。 

 次の質問をちょっと飛ばして、今、ＡＬＴが出ましたので、その次の質問

をさせていただきたいと思います。これも新聞紙上なんですけど、ＡＬＴの

先生と担任教師がうまくいっていれば、生徒に対しても問題なく、英語の授

業は進むようには思うんですけれど、悲しいかな新聞の中には、あまりうま

くいっていなというところで問題が起こっているという話があったんですが、

これはもちろんよその話であって、もしうまくいっておらなければ、一番迷

惑がかかるのが生徒なわけで、その点は今、多分アルト先生かな、たしか。

アルト先生が何年か頑張っておってくれると思うんですが、アルト先生と各

学校のクラス担任とでは、甲良においてどうなんでしょうか。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 アルト先生、大変長く甲良にかかわってくださいますし、

ベテランの先生でもいらっしゃいます。日本語も大変堪能な方ですので、そ

こは担任と十分な打ち合わせをしながら、役割分担をしながら進めていただ

いております。私も何度か見に寄せていただきましたが、大変上手にやって

おられました。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 すいません、そしたら１つ戻って、これは生徒個々の問題なんで

すけど、科目の好き嫌いは先生の教え方が大きな意味を持つと思う。それは、

私もちょっと経験したことがありまして、やはり何か先生に左右されてしま

ったなという自分自身の後悔が、うん十年前の、本当に６０年ぐらい前の話

になるんですが、先生によって自分自身がこの先生が好きやからこの科目は

好きやと。この先生は苦手やから、この科目は苦手やなというふうになって

しまった覚えがあるんですが、この点、先生の教え方というのが一番大きな

意味を持つと思うんですけど、どういう見解をお持ちでしょうか。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 議員がおっしゃるとおり、やはり教師の表情一つとって

みても、子どもたちにはものすごく大きな影響を与えると考えております。

ですので、先生方は、表情一つから、どうすれば子どもたちがよりわかりや

すく授業に意欲的に臨んでくれるのかなということを常に考えて皆で注意を

し合いながら研修を行っているところでございます。特に英語に関しまして

は授業の中身もすごく大事になってきますので、子どもたちが喜びそうなカ

ードゲームとか、対話ゲームなども織り交ぜながら、表情豊かに授業を組み
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立てているところでございます。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 もちろん科目が沢山ありますけど、私どものときは、たしか９科

目で高校入試に行ったような覚えがありますけど、今、昨今、十数年前から

５科目になっておるということで、これはそういう方向でいいのかなとも思

うんですけど、せめて５科目は、ほぼ大多数の生徒が好きになっていって、

その科目を好きになっていってもらえるように、何とか教育の方をお願いし

ておきたいと。これも要望でございます。ありがとうございます。 

 それと、この項目で一番最後ですね。県教委は英語教育について、どのよ

うな指導を各学校にされておるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 県教委では、小学校英語パイオニア実践プロジェクトと

いうのをやっておられます。それは何かと申し上げますと、各小学校に英語

の専科教員を配置しまして、新学習指導要領での小学校英語教育の早期化お

よび教科化に向けての先進的な研究授業を行って、その成果を普及していく

というものでございます。甲良町にも２校で１人なんですけれども、今、英

語の専科教員、加配をつけていただいておりますので、その先生を中心に、

今英語教育を行っているところでございます。 

 その一環としまして、各校で行う英語の授業研究の際には、県の方からも

指導助言ということで、指導主事等に来ていただきまして、先生方に今求め

られている力、それから授業法としてこういったことがふさわしかったのか

どうかなどなど、いろんなことで教えていただいておるところでございます。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。 

 そうしましたら、先ほども申しましたけど、いわゆる英語の科目が増える

ということにおいて、各先生方の残業過多にならないように、何とか、そん

なうまくいくんかいなという、もちろん懸念はありますけど、例えば今引っ

かかっているのが、中学校なんかやったら部活でかなりの時間をとられるよ

うに思っております。ですから、イコール、部活に関しては、ほかの、あれ

は先生と書いてあったのか、指導者と書いてあったのか。たしか、指導者か

な、をプラスアルファでお願いして、部活にあたってもらうような話も聞い

ておりますので、そういうことを利用しながら、何とか頑張っていただきた

いと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 そうしましたら次。 

○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 小学校の英語教育につきまして、沢山ご質問をいただいて答え
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させていただきました。小学校教育の中に外国語活動として入ってきた時点

で、国は先々で教科英語を小学校に導入してくるであろうということは見通

すことができまして、いち早く甲良町でも外国語の活動部会を立ち上げたと

ころでございます。 

 その背景は、アジア諸国の中で、日本の英語力、特に小学生・中学生の英

語力がかなり弱いというような、そういうデータが出されていると。そのこ

とから、国の方は外国語活動を小学校へ導入してくるという、外国語活動と

いう名称で入ってきましたが、いよいよ教科英語として５、６年生に実施を

するということで、木村議員のご指摘のとおり、採用試験には英語の授業づ

くり等は、免許状にはございませんので、大慌てで国も教科英語となります

と、英語の免許状が要るわけですので、その辺の免許状を小学校教員にとる

機会をしてというような流れで現在まで至っているんですが、ただ、これは

時間を要するもので、現場の教職員がその免許状をとりにいく時間確保も非

常に厳しい中で今日まで進んでまいりました。そういうようなことから、甲

良町ではＡＬＴを町単費で配置いただいて、先ほど学校教育課長が申し上げ

たとおりに、英語、外国語活動の授業の工夫には取り組んでまいります。 

 ただ、少し流れ的には早い感じも受けますので、小学校の教科としての英

語を充実させるのであれば、私の立場からしますと、県に対しまして、今は

各市町に専科の加配がされていますが、各校に専科の配置をしていただける

と、教職員の負担の軽減にもなりますし、その中で教職員が外国語活動、あ

るいは教科英語の授業のつくり方、進め方、そういったものを研修する機会

になればと思いますので、立場からしますと、県教委にその辺のところは強

く要望としては出していきたいと考えております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 次に行こうと思いましたんですけど、本当に、先ほどから言いま

したように、英語というのは、昔とは違って大分ＡＬＴもおられるというこ

とになって、ＡＬＴやったら生の英語をしゃべってくれはるので、それなり

の聞く耳を持っておられる生徒さんが増えているんじゃないかなと思ってい

るんですけど、要は、習われる、３年生から始まるのかな、甲良もな。始ま

んねんやね。でも、生徒さんが嫌いにならないように、これが一番大事やと

思いますので、好きになるように、授業を進めていっていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 次、３番になりますけど、南部工業団地のことをちょっとお聞き

したいと思います。 

 まず、前回のときの質問で、プロジェクトチームを組んで、また進めてい
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くというような答弁をいただいたように思っております。それは、何人ぐら

いでやっていてくれはるのか、あるいは、この１年間でどれぐらいの会議を

持たれたのかということをお聞きしたいと思います。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 プロジェクトチームにつきましては、甲良町産業用地創

出に係る検討委員会という形で検討委員会を持たせていただいております。

この検討委員会につきましては、池寺地先にあります山林の土地をはじめ、

産業用地創出を町内で総合的かつ計画的に推進するために検討を行っている

ところでございます。 

 委員の構成といたしましては、副町長をはじめ、総務課長、企画監理課長、

産業課長、建設水道課長という形で検討させていただいておりますけど、副

町長が不存在ですので、現在、町長にも入っていただきまして、各担当を交

えながら開催をさせていただいているというところでございます。 

 開催回数につきましては、定期的に開催させていただいたところは２回で

ございますけれども、映像拠点の会議と、また、事業者等の問い合わせ等が

ありますので、緊急で３回を開催させていただいて、計５回を開催させてい

ただいているというところでございます。 

 以上です。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。検討委員会で少数精鋭でやってくださ

っているように理解しました。ただ、回数的には２回プラス３回ということ

で、忙しい中、よくやってくれているんだなと思いました。 

 それで、現時点の進捗をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 現時点での進捗でございますけれども、問い合わせ等は

数件ございます。数件ございまして、そういった形で資料請求の請求があっ

たということはございますけれども、具体的に現場を見に来られたというこ

とと、問い合わせ等で終わっているというのが現状で、具体的に、明確な契

約行為まで進むようなお話等には至っていないところでございます。 

 また、９月にもお話をさせていただいたとおり、映像活動について使用し

ていただくというような内容につきまして今現在調整をさせていただいてい

るというところでございます。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 そうですか。私自身の思いでいきますと、ちょっと残念な部分が

見受けられたんですけど、その次の質問は、甲良町あるいは地元池寺ですね。
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住所が池寺なもので、にとっては、本当に早期の実現が待たれているんです

が、これは今の答弁と同じような答弁になろうかと思うんですけど、もう１

回言える、今、先ほど、現時点での進捗は聞きましたけど、これからの早期

の実現ができるように、何か見解はありましたか。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 おっしゃっていただいているとおり、町といたしまして

は、町の活性化、人口の定住、または企業誘致によりまして、雇用の場の確

保というものを進めるのに非常に重要と考えておりますので、そういったこ

との実現に向けまして、関係機関の協力をいただきながら、また、待ってい

るだけでは前に進みませんので、外部の方にセールス等を十分やっていきた

いと思っております。 

 以上です。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 前回に、私、企画監理課長とお話しさせてもらったときに、私の

表現があまりよくなかったように思うんですけど、前回、これは土地開発と

いって、こういう表現をした方がよかったのかな。土地開発ですね。単価が

高いというようなことを町長が以前答弁をしてくださったように思うんです

けど、その後の進捗を聞きたいんですが、土地単価が高いという部分におい

ての、今、資料請求云々のとこでとまっているように答弁をいただいたんで

すけど、この土地単価が高いということで、あのときに突っ込んで質問して

おったらよかったのかなというふうに思うんですけど、土地単価が高いとい

うのが、理屈が、理由がわからなかったんですが、それをふまえて、今後の

進捗はどうかということをお聞きしたいと思います。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 すいません。土地の造成にかかる費用が高いという意味

合いでご理解いただけたら結構だと思います。造成とか、そういったかかる

費用といたしまして、前回、約１３．４億円があそこの土地を全て、池寺地

区のものを平らにしていきますと、そういった造成費用がかかってくるとい

うことで、そういったものを中間開発業者等が利益を得るためにやった場合

に、大体単価設定をさせていただいたところ、１坪当たり約９万円というよ

うな設定をさせていただいて、収支の試算をさせていただいているという状

況でございまして、そういった約９万円の１坪当たり収入が見込めないと、

なかなか中間開発業者の参入がなかなか難しいという意味合いでという解釈

でお願いしたいと思います。 

 そういったところで、現在、造成費用とかそういった新たな試算というの

は生まれておりませんけれども、土地の利用の方法としまして、全て造成し
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なくてもいけるような方法等についても協議の中の項目として認識はしてお

りますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 わかりました。ありがとうございます。 

 その次に、あそこ、約９万坪弱やったかな、８万７，０００坪ぐらい、全

部であったかと思うんですけども、そのうちの何％かを開発をしようと言っ

ておられたと思うんですが、次の質問で、隣の愛荘町が、ここ１カ月ぐらい

かな、２カ月かな、ぐらいから、重機を入れて今、本当にきれいになってお

ります。あれはどういう状況であんなきれいになったのかがちょっと全然わ

かっていないんですけど、愛荘町側の土地約７万坪と書いてありましたので、

７万坪を開発され始めたようですが、甲良町の先を進まれているように思う

が、見解は。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 確かに愛荘町側の斧磨の３０７号線沿いの土地につきま

して、重機が入って土地が再造成されている形跡は理解しております。近隣

の愛荘町にも聞いたんですけど、やはり民間所有の土地でございまして、そ

ういったことについての問い合わせについて、実際進んでいるのかといった

ら、愛荘町側につきましては何も進んでいないというお答えやったんですけ

れども、民の中でどういった活動をなされているというお話については、行

政としてまだ把握はできておりません。 

 ただ、うちの方にもやはり土地を見に来ていただいている事業者がいらっ

しゃいますので、その事業者のお話では、何も契約行為とかそういったこと

がなされたようなことは、形跡は、うわさでは聞いていないということはお

伺いしております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 わかりました。ありがとうございました。 

 そしたら、この項目の一番最後ですね。東京のここ滋賀で情報の収集を行

いたいというようなことを前回の質問で町長が答弁されてくれたように思っ

ていますが、今現在の東京での情報収集はどういうふうになっておりますか。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 東京の「ここ滋賀」の本部であります滋賀県東京本部と

うのがございます。そちらの方に産業集積という形で資料の方をお渡しを、

この６月にさせていただいて、説明に参ったところでございます。そこで、

その後、東京本部の方から資料の増刷の要請がございまして、資料の方をも

う一度お配りさせていただいているところでございます。 

 以上です。 
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○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。 

 それでは、次の項目に移りたいと思います。 

 甲良町日赤およびハートフルセンターについてお聞きしたいと思います。 

 前回ももちろん聞いたことがあったんですが、前回は全般的な、いわゆる

世界的なことも質問したと思うんですが、今回は甲良町に限っての質問をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、各集落の会員数および現況、それからハートフルセンターへ関係し

ておられる自治体はどういう自治体があるのか。もちろん甲良があるんです

けど、その２点をまとめてお願いしたいと思います。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 日赤奉仕団の会員は、集落別の会員ということでしょう

か。 

○木村議員 いや、トータルで結構です、甲良の。 

○米田保健福祉課長 町全体では１４３名の方が現在会員さんです。会員さん

の中には、やはり高齢化が少し進んでいるということと、新しい会員の確保

が難しいということです。 

 ハートフルセンターというのは、主に犬上３町が関係自治体ではあります。  

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 そうしましたら、ちょっと一番最後に飛んでしまうねんけど、要

は、甲良においても、ハートフルセンターへ補助金を拠出していたというこ

とがあったように思うんですけど、それはイコール犬上３町で拠出していた

という理解でいいんでしょうか。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 犬上３町で初めての特別養護老人ホームの設置というこ

とでありましたので、現在は、増設された分の建設補助金として、２０年間

の償還補助として３町で負担しております。２０２０年で終了予定です。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。そうしましたら、前回質問させていただ

いた時に、１５４名という答弁がありまして、今、１４３名ということで、

１１名の減になっているということでございます。それは、今、課長の答弁

で、もちろん高齢化ということも言われましたんですけど、あのときに、北

落の日赤の問題がありまして、それ以降聞いておりますと、北落においては、

日赤は解散というか、なくなったというふうに聞いております。それと、プ

ラスして、池寺も課長の答弁どおり高齢化が進んできて、システムとして各

字に、いわゆる婦人会、女性会があって、その上にエルダー、あるいは名前
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が違うかもしれませんけどエルダーがあって、そのエルダーの上に日赤があ

るというような、いわゆる段階が昔あったのが、ところが、池寺をとってみ

ますと、去年だったかな、女性会が解散になりました。イコール、その上に

あったエルダー婦人会、別名があるんですけど、は入会者がなくなっちまっ

て、卒業生だけで出ていって、入ってくれる人がないという意味において、

もうそれも潰れました。 

 その上の、今、日赤が残っておるんですけど、これが今、先ほどの課長の

答弁どおり激減です。イコール、ひょっとしたら、なくなるかもしらんとい

うような状況に追い込まれているのが実情やと思いますが、何かどうも聞い

てみますと、やはり池寺の場合ですけど、７０になったら卒業できるんやと

いうようなことで、誰もとめる人がなく、例えば、７０になる人が３人いは

るとしますわ。ところが、３人の意見が合ったら、全員が残ろうやないかと

いうふうになったら全員残りはるし、１人でも、「もう私は卒業するわ」と

言われはったら、あとの２人も引き連れて卒業されるというような状況にあ

るように聞いていますので、前回のときにも強い行政指導で何とか確保して

いただきたいというふうにお願いしていたんですけど、現実、そんなように

なっていないということで、再度、どのようにされるのかをお聞きしたいと

思います。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 日赤奉仕団の活動につきましては、団長さんを中心にし

た団の活動として考えておられますので、そこの部分に行政として、こうし

てくださいと、なかなか言える状況では、現在はないかと思います。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 行政としてか。でも、多分、このままだと、なくなっていく方向

だと思うんですが、そのことに関しては、なくなってもええ団体なのかどう

かがまず問題なんですけど、何とかということには、やっぱり行政としては

ならないんですか。減ったら減ったらそれで、なくなったらなくなったでい

いというふうな考え方なんでしょうか。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 今申されたような考え方をしているわけではございませ

ん。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 何とか行政の動きというのは、僕ももう一つこの件に関してわか

りませんけど、本当に放っておいたら多分なくなるでしょう。そのことをち

ょっと言っておきたいのと、何とか施策というか、何せ、たしか日本赤十字

社甲良分区と言われたように思って、その長は町長だというふうに聞いてお
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りましたので、町長、この件に関して、何か見解はありましょうか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 置かれている現状はどんどん、会員の加入がなくて、卒業が多い

ということでございます。言っていただきましたが、私の集落でもそんなよ

うなことでございます。代表としては非常に人口減少とともの減少だという

ふうに思っていますので、もう一度関係者で、再構築は難しいんですけど、

何とかならないかということで知恵を絞っていきたいと思います。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 何せ町長が甲良の長なので、何とかしていただきたいというふう

に要望しておきます。 

 そしたら、２番目、３番目か。ハートフルセンターの洗濯畳みという作業

が日赤に課せられているらしいんですけど、これはどういうような作業なん

でしょうか。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 ハートフルセンター入所者の方の洗濯物を畳むボランテ

ィア活動を甲良町の日赤奉仕団の方がされているということです。それは団

員の中で話し合いをされて、そのような活動をされていますので、町が課し

たとかいうことではございません。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 そしたら、その次の質問にもよるんですが、行かれた方のお話を

聞きますと、行ったら行ったで、多賀のシルバー人材センターからも出てお

られるように言っておられました。そうすると、シルバー人材センターから

来ておられるということは、イコール、賃金が発生しているかと思うんです

けれど、各日赤の団員においては、あくまでもボランティア活動というよう

なことで、何で私らが行かなあかんのかいなというような疑問を持っておら

れるように私は聞き受けたんですけど、これはご存じか。あるいは、それで

も、まあまあ、そら甲良の日赤のやっておられることといったら、それまで

のことなんですけど、これも団員が少なくなっての疑問が生じてきておるん

ですけど、日赤あるいは多賀の日赤はどうされているのかというようなこと

と、多賀のシルバー人材センターの位置関係ですね。これはどのようにとら

われていますか。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 すいませんが、多賀町のことは、どのように入っておら

れるかということは、この場ではわかりかねております。 

 甲良町の日赤奉仕団の方の活動ということで、生きがいを持って活動とし

て参加されているということをお聞きしております。 
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○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 そうしたら、それ以上突っ込んだことは聞けないというふうに理

解しておきます。 

 そうしましたら、次に行かせてもらいます。 

 空き家バンクのことでお聞きしたいと思います。進捗状況と各集落の登録

があったかと思うんですけど、登録状況をお教え願いたいと思います。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 空き家バンクにつきましては、本年の１０月１日より開

設をさせていただいているところでございます。そういった中で、各集落の

登録につきましては、現在、集落の中というより町内でもまだゼロ件となっ

ております。 

 去る１０月１３日、そういった方を対象に、セミナーというものを持たせ

ていただきました。全空き家の把握している方に町から通知をさせていただ

きまして、セミナーを持たせていただいたところ、１８名の参加ということ

がありまして、その１８名がまだ現在登録ができているかというと、まだ登

録は済んでいないというのが現状でございます。 

 以上です。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございます。始まったというか、空き家バンクという

言葉を聞いたのは、去年ぐらいから聞いておったんですけど、空き家バンク

の設立、創設ということに関しては、今、課長の答弁どおり、秋、１０月で

すか、ぐらいからということなので、その方向で、何か貸す方、あるいは売

る方の話はふっと出るように思うんですけど、借りたい方、あるいは買う方

というのがなかなかないから、マッチングさすにも難しいんだなというふう

には思いますけれど、何とか人口増につながるような施策をとって、いろん

な会議を持っていただきたいと思います。 

 それと２番目ですね。現在、相続されていない、相続も放ったらかしで、

倒壊のおそれがある家が見受けられます。それは、町内に何棟ぐらいあるか。

それらをどのようにしていこうと考えておられるのかを聞きたいと思います。  

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 ２８年度で空き家の調査をしまして、これは何回かご報

告させていただいてもらっているんですが、１年間住んでおられないところ

は１０７件。このうちに、非常に悪いなというところが２件あったんですが、

１件は取り壊しをされました。その１件につきましては、所有者の方がわか

っております。 

 また、２９年度にも追加で７件しまして、そのうち、特措法による空き家
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は４件、そのうちの４件のうち、相続のわからない方はおられないというと

ころでございます。 

 また、今後ですが、特定空き家の基準を今年度作成いたしまして、来年度

より建築士さん等のご協力を得ながら現地を再調査するということを考えて

おります。 

 また、空き家の指導にも今後入っていきたいと。その上で、空き家の所有

者がまた仮にわからない場合は、相続調査について、来年度以降入っていき

たいというふうに思っています。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 以前、高島やったかな、寄せてもらったときにも、あるいは近隣

でもあったように思うんですけど、いわゆる略式強制代執行というようなこ

とが言われておったんですけど、そういうような考え方を甲良でも持ってお

られるのかどうかをちょっとお聞きしたいと思います。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 今後はこの特定空き家の計画がございますので、それに

基づいた計画で、指導勧告から順次やっていきたいと。略式といいますと、

所有者のわからない空き家となりますので、そのあたりは相続調査をしてい

きたいと思っています。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 わかりました。何とか、次の質問も同じなんですけど、ますます

空き家が増えていくというような現況があると思うんですけど、この１０年

というスパンで切りましたんですけど、１０年もしたら私もいなくなるよう

な気もしますので、空き家がかなり増えるというようなことにおいて、今の

略式強制代執行も含めて、どのようなお考えをお持ちか、お聞きしたいと思

います。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 おっしゃっていただいているとおり、今後十数年後には

空き家は増えると、町の方でも認識はしております。少子・高齢化、そのあ

たりにつきましても、かなり原因ということと、また、相続等がし切れてい

ないという建物についても増えるという認識はしております。そういった中

で、町といたしましても総合戦略をはじめ、移住定住を進めております。そ

ういった中で、町内外の方だけでなく、事業所としても空き家を利用してい

ただく方法等を、事業の拠点として活用してもらえるようなことも視野に入

れまして、今後検討をして空き家を有効活用させていただきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 
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○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 そのように言ってもらえることを望んでおるわけですけど、なか

なか難しい問題だと思いますので、熟慮しながら、いい方向に進めていただ

きたいと思います。 

 その次に、豊郷、多賀においては、古民家が改修されておって、豊郷の方

は何軒が聞いておるんですけど、多賀でも１軒あったのかなというふうに聞

いたんですけど、甲良では古民家改修をしようという話があるのかないのか、

可能性があるのかないのか。また、農家民泊というのはよく聞く話なんです

けど、ほぼイコールだと思うんですが、農家民宿というのをつくったという

ようなことが書かれておりましたので、この件に関して、甲良町として思い

はあるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 古民家の改修でございますが、それのみに限らず、リフォー

ム補助というのは実施しておりますので、その点で可能かと考えております。 

 補助制度については、現在利用するのに制限がありますので、来年度から

は検討して、より利用価値のある、また、利用しやすい制度にして考えてい

きたいと思います。 

 また、農家民宿ということでございますが、開業については、今後検討し

てまいりたいというふうに考えております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。 

 そうしましたら、この空き家バンクの一番最後ですね。先ほどもちょっと

触れましたけど、言ってもらいましたけど、所有者不明の土地や家屋という

のがあろうかと思うんです。それは、建設課長の答弁でいきますと、相続人

を探すようなことを言っておられたんですけど、それは血族、姻族というの

があるんですけど、何親等までを関係して、そういう話をしていけるのかを

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 まず、土地・家屋の対策につきましては、まずは所有者

が亡くなられるということになりますと、まず相続をしてもらうということ

になりますので、そのあたりについては、しっかりと情報発信、私ども協議

会にも司法書士の先生がおられますので、今後そういう対策をしていただい

て、まずは本人さんでしっかりと相続登記なりをしていただくというのが大

前提でございます。 

 また、相続関係につきましては、これは民法で決められた制度でございま

すので、その方によっていろいろなケースがございますので、どこまでの方



－54－ 

が、親族がかかわるかというのは、そのときによって不明ですので、そのケ

ースケースによってかわってくるかと思います。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 それはわかりました。わかりましたけど、昨今、相続放棄という

のがよく聞かれる話なんですけど、その場合はどうされるか。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 相続放棄につきましては、財産管理人という制度がござ

いますので、その制度を使っていただくというようなことになってくるかと

思います。そのようなことにつきましては、まだあまり皆さんの方にも周知

といいますか、私どもの方からお知らせもしておりませんので、今後そのよ

うな制度があるということから、皆さんにお知らせするということもしてい

きたいと思います。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 わかりました。ありがとうございました。今もちょっと聞きなれ

ん言葉で、今、何を言われたかわからんかったから、また後で。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 今、ちょっと資料が手元になかったのでいいかげんなこ

とを言って申しわけない。相続財産管理人という制度でございますのでよろ

しくお願いいたします。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 そしたらまた詳しくは、いつぞや、いつかお知らせ願いたいと思

います。 

 そしたら最後に、みな川についてお尋ねしたいと思います。 

 みな川の管理道路の１件が、前町長は、池寺の地先と長寺東の地先である

ように言っておられて、何とかせなあかんなというふうには言っておられた

んですけど、現状、そのままになっているということなので、この進捗はど

うなっておるか、お聞きしたいと思います。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 管理用道路ですが、池寺区さんの方から要望も来ており

まして、３０年７月１９日付で、町から県の方に副申書をつけまして要望し

ております。県に確認のところではございますが、やはり管理用道路ですの

で、河川の巡視・水防活動が主ということで、今のところは舗装は考えてい

ないというようなお話であったんですが、まだ正式な回答はいただいており

ません。私どもは、もし舗装ができないのであれば、やはり適正な管理をし

てもらうと、木を切ってもらう、砕石を敷いてもらうというような方向で進

んでいきたいと思っております。 
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○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 その点は、ぜひとも課長、頑張ってください。お願いしておきま

す。 

 それと、その次、「みな川の支流として」というような書き方をしたんで

すけど、何本川があって、その管理はどうされているのかということが気に

なりましたのでお聞きしたいと思います。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 みな川を管理するのが、まず滋賀県でございますので、

滋賀県に問い合わせたところ、みな川に流入する支流、いわゆる水路につい

ては、数はわからないという答えでございました。水路の性質、管理にもよ

りますが、町でありますとか改良区が主な管理者ということが想定されます

が、日常の管理は使っておられる方、受益されている方が実施されている場

合が多いというふうに確認もしております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 ちょっと残念なことで、それは仕方がないという部分があるかと

思うんですけど、また今後、細部にわたって相談をしていきたいと思います。  

 その次、水土里ネットという組織があろうかと思います。それはどんな団

体か。あるいは、その水土里ネットから以前、もう７、８年になるかと思う

んですけど、私ども、島田川と呼んでいるんですけど、山グラへ行く道の横

に水路があるんですけど、それが島田川。これが、みな川に流れ込んでおる

んですけど、その島田川で、今でもやけど、沢山の土が堆積しておって、そ

こへ草木が生えているということで、何とかせなあかんということを機に、

水土里ネットに相談すれば、見積もりをとって、半額の補助が出るんですよ

というようなことを当時の課長が言われておったのが忘れられないんですけ

ど、これは、水土里ネットはどんな団体か、あるいは補助の件で、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 水土里ネットではございますが、滋賀県の土地改良事業団体

連合会というのが正式名称で、土地改良区、土地改良区の連合、市町などが

会員となっている法人でございます。 

 また、先ほどおっしゃられた補助金でございますが、小規模土地改良事業

補助金という名前のものではないかと考えております。甲良の土地改良区の

管理以外が条件となっていますが、用排水施設の改修などに補助対象事業費

の５割以内の補助を、予算の範囲内という制限がありますが、補助金を交付

いたしております。見積額ではなく、最終的な出来高精算というような補助

となっておるところでございます。 
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○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 ありがとうございました。やはりちょっと表現が間違っておるん

ですけど、半額ぐらいの補助があるというようなことをお聞きしたいという

ふうに理解して、今後、前に進めていきたいと思います。 

 それでは、最後の国道３０７号線の金屋大将軍という神社があるんですけ

ど、そこから池寺の上野理髪店までに水路がございます。その水路が、排水

川にもかかわらず、底打ちをされておって、もちろん土がたまらずに、草木

が全然生えていないというありがたい川があるんですけど、それは池寺のも

のと違って、金屋の管理だと思うんですが、これが底打ちされているのはど

のような経緯があったのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 詳しくまではわかりませんでしたが、散髪屋さん裏あたりの

排水がありますが、その排水の反復利用のゲートがあると思います。それを

また用水として再利用する施設があるための底打ちがまず１つ。また、その

排水路の上流側にあります甲良養護学校の排水もそこに流れてくるというこ

とで、その一帯が以前浸水をしたようでございます。その補償工事というこ

とで底打ちをされたということを聞いております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 今の答弁によりますと、底打ちイコール、もしも底打ちがしてい

なかったら、島田川と一緒に土が堆積して草木が生えるというような状況に

なるかと思うんですけど、それを回避するために底打ちをされたという理解

でいいんですか。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 詳しくはわからないですが、反復利用するために、スムーズ

に流すための底打ちと、１つは、ということを聞いておりますし、今の補償

工事という部分についても、スムーズに流すための手立てというふうに聞い

ております。 

○丸山議長 木村議員。 

○木村議員 わかりました。いろいろと言いましたけど、また私なりに参考に

して、各々を前に進めていきたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○丸山議長 木村議員の一般質問が終わりました。 

 ここで、昼の休憩に入ります。１３時４０分。よろしくお願いします。  

（午後０時２５分 休憩） 

（午後１時４０分 再開） 

○丸山議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 次に、６番 阪東議員の一般質問を許します。 

 ６番 阪東議員。 

○阪東議員 ６番 阪東です。議長のお許しをいただきましたので、質問の方

をさせていただきたいと思います。 

 まずは、１番の農業支援事業についてお伺いします。 

 野瀬町長の公約で、地域農業を盛り上げて、地域づくりに力を注ぎたいと

いう町民に集落営農を通じてお約束をされました。そういった中で、基幹産

業である農業、また、建設事業というのは甲良町にとっても、やはり最も重

要な産業であろうかと思います。 

 そのような中、甲良町についても、平成１８年度より、多くの集落で特定

農業団体、まだ法人にはほど遠いんですけれども、１８年の時分については

特定農業団体ということで、各集落において立ち上げをされ、今の８年後に

つきましては、農業集落法人なり、そういうところが、早いと思うんですけ

ど、早く確立をされたと思います。したがって、核となる担い手が地域の立

ち上がりの市町村と比べ、特に私の知っている彦根市の稲枝なんかと比べま

して、個人農家というのが、稲枝のあたりは７０戸余りあると聞いておりま

す。彦根市であればかなり、１００超えているのと違うかなという中で、こ

の甲良町については、本当に早い時期に、うまく集落営農化をされて、また

集約をされたというふうに思います。稲枝の個人農家としても、５年先、１

０年先を見た場合に、本当に個人農家というのは次の担い手という形を考え

ると、やはり心配なところがいっぱいあるところなんですけれども、やっぱ

り集落法人になったという甲良については、早くしておいてよかったなとい

うふうな形を思います。 

 また、甲良町については、国が奨励というか、国が指導された中間管理機

構という機構に対しての農地の集約というのが本当にうまく運んで、ほとん

どの土地持ち農家が中間管理機構というふうなところについての集約が進ん

でいるというふうに思っております。今後は、この地域についても少子・高

齢化というところで担い手不足という形についても、法人化の方についても

懸念がされておる中と思います。そういった中、次の①から④に対しての質

問をさせていただきます。産業課長、よろしくお願い申し上げます。 

 ①について、人口減少が進む中、町として、担い手を確保し、安定農業を

するために、どのような農業施策を考えておられますかということと、でき

ましたら、長期ビジョン、また中期のビジョン、短期で、今やれるビジョン

というか、計画というふうなところについて、わかる範囲でお答え願えれば

結構ですのでよろしくお願いします。 

○丸山議長 産業課長。 
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○北坂産業課長 甲良町では今年度、集落営農法人を対象としました人材の確

保・育成といった研修を各関係機関、県なりＪＡ、町と連携いたしまして、

開催をいたしております。これは、将来存続可能な集落営農法人をつくって

いただけるようにということで、地域での人材の掘り起こしや考え方を学ぶ

機会となっているというふうに考えております。この研修を通しまして、今

後、さらに自立した運営体制に持っていってもらえるようにするための第一

歩と考えております。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 今、そういうふうな教育の取り組みというふうな、担い手に対し

てされておるわけなんですけれども、長期で見た場合に、どうあるべきかと

いうふうなところが出ているのか、出ていないのか。そこが一番心配なんで

す。その点については。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 ３回シリーズでやりまして、今、最後の結論までは行ってお

りませんが、そこそこの意見が出ておりまして、各集落、各営農法人が、１

０年までぐらいをめどに、どの程度の人材でやっていけるのかということを

考えておられて、若い人の掘り起こしをされる営農法人もあれば、農の雇用

という部分を使って、若手を採用してやっていくとか、いろんな方策を考え

ておられるというふうに、どうもこの前の研修会では見られました。 

 これをまた来年、再来年というふうな、この短期で終わってしまうのでは

なく、継続的に支援なり考え方を、また同じように考えていただけるような

機会をつくっていければというふうに考えております。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 最近雇用の関係で外国人のそういう雇用というのもあろうかと思

います。そういった中で、外国人雇用をするということは、地域農業ばかり

じゃなくて、学校とかそういうところに、教育機関にも影響が出てきよると

思うんです。そういう形には、今のところは考えておられないというところ

で解釈してもよろしいでしょうか。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 聞いておりますと、集落の中で何とか回れるというようなこ

ともありますし、外からやっぱりそういう作業員なり担い手を引っ張ってく

るとかいうことも考えておられることがあります。今、外国人労働者という

ことが盛んに騒がれておりますが、そこまでは皆さん考えておられないとい

うのが現状やと思います。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 ぜひ、やはり将来の目的と中期の目標という形のものを見据えて、
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しっかり集落営農、また集落担い手、または法人に対して助言なり指導をお

願いしたいと思います。 

 次に２番目ですね。今、要はＩＣＴ、先ほどもＡＩというふうな、人工知

能というふうな形のものが盛んに取り入れられている、やはり農業機械とい

うものもこれから省力化の期待ができると思います。ある意味では、ドロー

ンあたりが今後また、今は実用化がかなり無理なところがあると思うんです

けど、そういう機械がますます導入されてこようかと思います。それととも

に、農家の投資という形についても、比較的増大していくという形について

の補助体制というのも、今すぐにはないんですけれども、整備が必要である

のかというふうに思います。 

 現在、甲良町についても、認定農家支援について、経営体育成事業という

か、そういうものをトンネル会計というか、国からいただいて、直接農家に

配分する、３分の１または２分の１の交付をもってされていると思います。

他の自治会を見ますと、そういうふうな、特に経営体育成事業も活用しなが

ら、特に重要であるなというふうなところについても、町独自のプラスアル

ファというか、それにプラスして、補助体制をされているケースがあるとい

うふうに、これは私が研修で見に行ったところについてもそういうのをやっ

ておられるとこもありました。 

 そういうこともやっていくことが、やはり、今後育成の重要というふうな

形につながると思いますので、その点についての見解をお伺いしたいという

ふうに思います。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 今現在、国の方でもスマート農業ということの実証が始まっ

ているというところでございます。スマート農業の技術を、機械などで進ん

でいくことが予想されますが、町としても、今後導入の希望があれば国の制

度を活用して支援を、当然行っていきたいと考えておりますが、町の上乗せ

分ということにつきましては、検討課題の１つかなというふうに考えており

ます。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 今後、やはり、１，５００万クラスの機械がどんどん田植え機と

かそういうものが出てこようかと思います。そういった意味で、是が非でも、

全部の集落で、順番に、そういう形を活用して、この機械については、当然

その技術が要るとかいうのをできるだけ、要は優しくというか、簡単にする

機械を、やはり選定しながら、プラスアルファのところを設けていただけれ

ばいいかなと思うので、是が非でも、対策を今後考えていただきたいなとい

うように思います。 
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 次に、３番目。土地改良の関係でお伺いします。福井あたりに研修に行き

ますと、あわら地域については、１反というか１区画が１町とか１町半とか

いうふうな大きな土地改良という形ができております。我々甲良については、

昭和５８年ぐらいと思うんですけれども、そのときに補助整備事業、南部補

助整備、北部補助整備、東部になるのかわかりませんけど、そういうような

各分かれて整備をされました。当然、そのときには今みたいな形にはなろう

と思っておられなかったと思います。 

 そういうところの３段１区画というふうな土地が今後そういうふうなＩＣ

Ｔ農業、Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔ

ｅｃｈｎｏｌｏｇｙというふうな農業をやっていこうとなると、結局、狭過

ぎると、前と変わらんなという形になってこようかと思います。将来やはり

後継者のためについても、やっぱり農地の拡大の必要性と、やっぱり働きや

すい環境というのもやっぱり重要だろうと思います。それについては大きな

行政のかかわりというのが重要であり、そのような補助改善という形につい

て、どのように思っておられるかお聞きしたいと思っております。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 営農法人が全ての集落にあることにより、機械も大型化とな

っております。農地の集積もだんだんと進んできておるのが現状やと思いま

す。再度区画整理事業をするのではなく、例えば、畦畔の除去による圃場拡

大につきましては、国の事業として農業基盤整備促進事業、または農地耕作

条件改善事業というものもありますので、条件が整えれば、申請は可能だと

考えております。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 今ほど産業課長の方が答弁されましたけど、田と田の間の畦畔を

取り除くということについて、補助金がつくということで、基本的には今現

在そのような補助があるということの認識で、それと、その補助の対象は、

金額がどれぐらい。例えば、１反を取れば２段になるんやけれども、そうい

う形で、お幾らになるというのは、お幾ら助成していただけるというのはわ

からないですかね。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 それぞれの条件によってはあるんですけども、土地改良です

と、大体５ヘクタール以上で２００万を超えるものに対しての補助というこ

とになりますし、農地工作条件によりますと、農地の集積が進んだ集落単位

で計画を立ててもらって出していただくと。これはちょっと下限金額は何も

ないというのが現状です。 

○丸山議長 阪東議員。 
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○阪東議員 是が非でも、やはり大きくしたいという集落もあるし、いろんな

個人でもあるかもわかりませんので、できるだけ補助をとっていけるような

ＰＲというようなことを、農業組合なり、区の区長さんなり、いろんな形で

ＰＲをしてほしいと思います。 

 次に、④で、現在、全国で、農業の従事者の平均年齢というのは、大体中

心が６８歳。それで、それ以上おられる方、またそれ以下の方もあるという

ことで、超高年齢化に伴いまして、また、だんだんだんだん高齢者雇用が延

びるに対しまして、会社をやめてから農業に携わる人がだんだんだんだん高

齢化になってこうようかと思います。その中で、やはり高齢者雇用をやっぱ

り１つは町としてもある意味でやはり延長していく必要があろうかと思いま

す。これは、特に今、金屋あたりは積極的にやられると思うので、特に高齢

者の女性雇用というふうな感じについては、やはり特産物の開発の起爆剤と

僕は思っています。特に、昔ながらのそういうふうな大好物を、その集落法

人で、これから産業の育成、また、発信できる部分が女性かもわからんとい

うふうに思います。 

 また、企業においては、高齢化雇用において、悪い面でもなく、やはり次

世代とともに、やはり技術の伝承という形も伝えていっているところです。

また、そういう会社については、高齢者雇用継続基本給付金という、逆に言

ったら７０過ぎてはる人をつかったら、１年ぐらいはその給料の２分の１ぐ

らいを補助していこうやないかという給付の仕組みがあろうかと思います。

それが農業に通じるかわかりませんけれども、長いスパンで採用されて、や

はり地域農業に対して、そういう形を、水の入れ方１つ、いろんな形につい

て伝承を伝えるという形に対して、やはり支援を甲良もしていく必要があろ

うかと思います。 

 特に、やはり今できるのは、そういう女性をつかうというところについて、

また、そこで雇用がある程度、「何や、おもしろいやないか」というふうな

形のもので雇用が生まれる可能性は高いと思いますので、そういう形につい

て、是が非でもそういうふうなユニークな、一般の年寄りを雇うだけやった

ら、今の高齢者だけの雇いという形になってこようかと思いますので、例え

ば女性に焦点を向けて、いろんな形でできないかというのをお伺いしたいな

と思います。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 集落営農法人では高齢化も問題視はされているところではご

ざいます。農業全体にとっても、先ほど言われたように、高齢化が進んでお

ります。今後の社会情勢なども鑑みまして、農業支援という方向で考えてい

く必要が出てくるのかもしれんということでございます。 
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○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 すぐには補助できないというふうな意見やと思いますけど、是が

非でも考えてもらいたいというふうに思います。シルバー人材センターかな、

そういう形と、やはりこういうものの住み分けをしながら、できるだけ女性、

やっぱりそういうふうな担い手に対しての育成とかいう形についても考えて

いただきたいなと思います。 

 これで一応農業支援の事業については質問を終わらせていただきたいと思

っております。 

 次に、高齢者支援について伺いたいと思います。 

 日本人の平均寿命というのが２０１７年で厚生労働省が統計で男性が８１．

０９歳、女性が８７．２６歳と、男女とも世界で第２位です。まだ１位があ

るということで、世界第２位で、一応、超高年齢化社会になりました。その

ような高齢者について、当然、高齢者になると、運転免許とかそういうもの

を自主返納というふうな形のものが、まだうちの隣の人は８０歳でも、８４

歳でも運転をされていますけれども、今後やはり、シニアに近づくほど、運

転免許の返納をされているケースがあると思います。増えてくると思います。 

 都会では交通のネットワークにより、返納はされても、さほど自分の足に

対しての苦はなりませんが、このような田舎については、買い物や通院等を

考えると、なかなか返納に踏み切ることができないというのが実情やと思い

ます。８０歳になって事故を起こして交通刑務所に入らんとあかんというこ

とについては、本当に不幸で仕方ないと、これは極みないと思います。甲良

町もやはりそういう高齢者の足となる体制を少し考えていただいて、次の①

から質問に入りたいと思います。 

 まずは、とりあえず、免許を返納されて、かわる足に一番考えるのは相乗

りタクシーというところについてが一番今できるところで便利かなと思いま

す。甲良町の把握のできる調査の機関もあろうかと思います。タクシーの利

用はどの程度あるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 相乗りタクシーの利用状況ということで、平成２７年度

は、甲良線になりますけれども、４，３７２名の方がご利用になられました。

１日当たり平均で乗車が１２．１人でございました。また、２８年度は５，

２７５人の方のご利用で１日平均１４．７名の方が利用なされております。

また、２９年度につきましては、５，３６３名ということで、１日平均１４．

９名というご利用でございました。また、平成３０年度につきましては、昨

年度を上回る勢いで現在ご利用があるというような状況でございます。 

 以上です。 
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○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 かなり利用されているなと思います。１日１４、５名の方がタク

シーを利用されていると。その利用について、年代はわかりませんよね、当

然ね。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 申しわけございません。年代別統計はちょっととれない

ので、申しわけございません。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 利用されているというところはわかりました。今後、やはります

ます増えてこようかと思いますので、このタクシーの利用は要るかなと思い

ます。 

 それで、２番目で、利用目的、利用場所は、大体どこが多いのかというか、

できるだけ詳しくわかれば、特に利用されているのはどういうところなのか、

また、その行き先はどこなのかというのをお答え願いたいと思います。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 利用の多いということで、やはり買い物でしたらビバシ

ティが多くございます。２番目にフタバヤが多いという状態でございます。

３番目に愛荘町のフレンドマートさんが多い、買い物でしたらという利用状

況でございます。 

 また、通院が一番利用状況が多いということで、彦根の市立病院、豊郷病

院、友仁山崎病院というような流れで通院に使っておられるというのが一番

多いということです。 

 また、交通のつなぎといたしまして、その次に河瀬駅の東口の利用が多い

という状態でございます。 

 以上です。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 医療関係、また買い物等について使っておられるということで、

場所まで一応というか、説明をしていただいたというところで、今後ますま

すビバシティなり、また病院なりというところは増えてこようかと思います。 

 それで、③についての、やはり我々の地域というのは、もう本当に地域の

小売店というのが消滅をしてしまいました。そういった中で、車に乗って買

い物ができる人はいいんですけれども、本当に２人世帯とか老人１人とかい

うのは、ほとんど多分、買い物に出られていないケースが多々あると。まあ

まあ病院は別として、買い物については、やはり心の発散にもなろうという

ふうに思っています。そういった意味を思うと、やはりそういうふうな、あ

る程度買い物が気楽にできる。 
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 ちょっとすいません、先に進みました。そういった中で、ちょっと４番目

の方で、先ほど冒頭で言いました運転免許の自主返納で、医療機関へ受診と

か、相乗りタクシーの利用が今後増えてきております。そういった中で、ポ

スターというか、停留所の書かれているやつを見てみますと、電話番号はぱ

っと大きく書かれてんねんやけど、どのようにしたらええか、マニュアルが

小さい。いったらこれぐらいの字で、これぐらいの字よりもっと小さい字で

書かれていて、非常にわかりにくいというふうなことで、定期的にポスター

というか、そういう使い方のマニュアルというか、そういう形の、やはり甲

良の広報とかいろんな、例えば医療機関のとこに、こういう使い方をしてく

ださいねというポスターをやっぱりつくってあげた方がええんかなというふ

うに思います。 

 私の娘は若松医院に勤めていますのでよく使って、使い方がわからんとい

うふうな年寄りが多いらしいです。やっぱりこれを使って、こうですよとい

うふうな親切丁寧に外の字はものすごい見にくいので、こうですよというふ

うな形もやっぱりポスターに示してあげた方がええのかなというふうに思い

ますので、やはり検討もお願いたいなと思います。 

 それともう１点、当然、免許証の返納というものが今後出てこようかと思

います。非常に、今、日常使われている方は、相乗りタクシーでも電話で呼

んですぐ使われると思うんですけど、初めて使われる人は、なかなか思い切

れない、使い方が。だから、最初、やっぱり使ってもらうのに、免許を返納

された場合には、３回分ぐらいの相乗り無料チケットというふうなものを渡

して、まずそれになれてもらうという仕組みが必要ではないかなというふう

に思うんですけれども、企画課長、どうでしょう。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 現在、免許を返納なされた方につきましては、９，００

０円分のチケットをお渡ししております。そういった中で、説明の方には心

がけているんですけれども、やはりご高齢ということで、今後より一層のＰ

Ｒをさせていただいて、病院とかそういったところでも、一応このパンフレ

ットは置いていただいているんですけれども、大きいポスターでわかりやす

いことに努めたいと思います。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 あと、５番の方ですね。これから独居老人、高齢化、２人世帯と

いうのが今後ますます増えていきます。相乗りタクシーも、まあまあ高くつ

くと思うんですけども、やはり町のバスのあいている時間帯を利用しながら、

３日に１回とか週２日とか、そういう西学区、東学区というのは、せめて町

のバスで、アイム、丸善とか、今のいう平和堂のところまで走ってあげて、
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気楽にお年寄りが気分転換できる環境というのは、今後やっぱり必要やと思

うんです。やっぱり若返りも、お金を使うことによっていろんな社会情勢と

いうのもわかりますので、そんな形も、町のバスも利用してはりますので、

そういうものを、１日使っているのかとなるかと思うんですけど、昼ドラマ

終わってからの、例えば２時間ぐらい、一遍試験的に動かしてやってみよう

かというふうなことになれば、ますます長生きするお年寄りが増えてこよう

かと思うので。そういうところについては、バスのそういう手すりとか、そ

ういう見直しもせんとあかんねんけど、そういう形のものを一遍やってみて、

あかなんだらやめたらいいし、ますます利用者が多かったら本業に頼んで、

１週間に２回ぐらい走ってくれへんかなというふうな施策はできんかなと思

うんですけど、いかがでしょう。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 貴重なご意見ありがとうございます。現在、公共交通と

いう形で総合戦略の中でもそういったお話に取り組ませていただいていると

ころでございます。現状では、バス事業者の方が運転手の確保がとれないと

いうことで、増便等が非常に難しいということでございまして、買い物とか

そういったものについて、テスト的というのは非常に難しいという現状でご

ざいますけれども、いただいたご意見を参考に、相乗りタクシーの定時便化

の巡行とか、そのあたりについても今後検討させていただきたいと思ってお

ります。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 今の高齢者については、やっぱり若返ってもらわんといかんので、

手厚くいろんな考え方を、角度を変えて検討していただきたいなと思います。 

 続きまして、学校教育についてお伺いします。 

 先ほども木村議員の方から質問なり、いろんな形があり重複するところが

あろうかと思います。重複するところについてはその状態で結構なんですけ

れど、お伺いしていきたいと思います。 

 まず、１０月より新教育長になられた松田教育長についてお伺いしたいと

思います。 

 教育長は、私の人生の中で、甲良町は他の町と違って、少し思いと響きが

あるというふうな形でおっしゃいました。逆に返せば、甲良町に親しみもあ

り、また逆に、甘いも酸っぱいも、いろんなところがあり、また、甲良に対

しての、子どもさんなり、そういう形については、人一倍愛着があるという

形で察するとこなんですけれども、そういう甲良町の教育長として、最後に

もう一度一肌脱いで、甲良のために頑張ってみようという形の思いで、私は

こう聞こえましたんですけど、松田教育長、どうでしょうか。 
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○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 全くおっしゃるとおりでございます。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 そういった中で質問をしていこうと思います。甲良町に３０年余

り、教職員と携わられてきて、他の町に誇れる、自慢できる内容はどのよう

な点ですか。また、その逆に言えば、甲良として本当に直していかんという

ところについて、できれば小中学校に分けて教えていただければいいんです

けれども、いかがでしょうか。 

○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 それでは、他の市町に自慢できる甲良の教育ということで、２

点に感ずるところがございます。 

 １点目ですが、家庭・地域に出向いていくことを大事にするという意味で、

教育現場では「足尊」という言葉を合言葉にして、課題の大きい、あるいは

課題の多い子どもに寄り添いながら、保護者と共同の実践教育をつくってい

るというところが第１点目です。 

 第２点目ですが、かねてより本町の教育の中では、人権・同和教育を熱心

に取り組んでまいりました。その取り組みから、差別を見抜き、差別を許さ

ず、差別を乗り越える人間の育成。言いかえれば、自分の未来を切り開く力

を備えた人間の育成、こういった教育を進めてまいりました。ここも自慢で

きる教育だと捉えています。 

 それから２点目ですが、直すべきと申されましたが、今後、力点を置きた

い甲良の教育で、４点ほど考えております。 

 １点目ですが、保護者と校園との信頼関係を強化するということです。 

 ２つ目には、保護者が子育てに自信を持って向き合える家庭の教育力の向

上をめざす。 

 ３つ目は、各校園や地域における保護者のつながりづくり。すなわち、保

護者の仲間として子育てをしていくということです。 

 それから４つ目、最後ですが、地域の行事や活動に子どもたちの参加する

場を設定していただき、地域の宝である子どもたちを地域が一丸となって育

てるという意識を高めていきたいというように考えております。 

 以上でございます。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 ありがとうございました。またその思いを広報の方にも書いて、

できるだけ伝えるようにしていきたいなと思います。 

 次は、木村議員からもあったように、非常に我々、ヘルメットを町の方に

買っていただきたいというふうに進言した中で、非常に困っている問題やと
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思うんです。先ほど、木村議員の方もおっしゃいましたが、私も彦根の事業

所に勤めています。毎朝彦根の中学生については、本当にヘルメットを１０

０％、やっぱり着用されています。甲良から越境されている、例えば、河瀬

高校に行ったり、また、その中でも八幡の方の近江兄弟社中学校かな、そう

いったところに行ったりする人についても、しっかりとヘルメットをかぶっ

ているのが状態です。前も学校教育課長に質問はさせてもらったんですけれ

ども、始まったばかりなので、そのときは着用をしたばっかりで、お答えを

していただいたら、やっぱり中学生になって、思春期があって、非常に逆に

生意気でかぶらへんというふうなことの質問の答えを言っておられたと思い

ます。 

 しかしながら、このヘルメットというのは、既に県の条例で決められてい

ます。将来は絶対かぶせんとあかんところやと思うんです。そういった中に、

やっぱり先生と保護者が当然守らせるという形のものが重要な責務であり、

日常の本当にコミュニケーションというのがどうなのかという形の疑いが私

自身持っています。 

 そしたら、自分とこの孫はどうなのかといって、やっぱりかぶっていない

というのが現実で、それは集団的に、相手も、ほかもかぶらんかったら、そ

れはかぶらないと。どないしているのかといったら、基本的に、生徒会なり、

いろんなのがかぶろうというふうな形でやっているんやけれども、どうして

もかぶらん方に流されてしまうというものが現実だというふうに聞いており

ます。 

 なかなか大人でもシートベルトを着用までは非常に５年ぐらい時間がかか

ったと思うんですけれども、甲良町のヘルメットをかぶらせるというのが、

まず教育からすると、学力よりも人命尊重が早いと思うんです。それのとこ

ろについて、今一度、どないしたらいいんかなというふうな形も、やはり議

会も含めて、学校も含めて考えていかんとあかんところなので、本当に率直

な現状を言ってもらえばありがたいんですけれども。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 ありがとうございます。ヘルメットにつきましては、先

ほどもお答えさせていただいたとおりの現状でございまして、今も議員がお

っしゃったように、学校でも先生方、大分苦労しながら子どもたちに呼びか

けをしているところですが、何分にも思春期の多感な時期でもありまして、

トップダウンで言われれば言われるほど反発をしてしまうという現状がござ

います。 

 ですので、生徒会の中で、自治活動の一環としまして、ヘルメットをかぶ

ろう運動というのを随時やりまして、今年度につきましては、生徒会みずか
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らが動画を作成して、それを文化祭で流して、そして生徒会の子から、生徒

から生徒への呼びかけを行ったということでございます。そういったことを

地道に続けながら、徐々に増えてきている。子ども、中学生のことですので、

自分からやろうという気持ちにならなければ、なかなか実施はできないと思

いますので、そういう意欲を喚起していきたいと考えております。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 是が非でも、先ほど教育長が言われたと思うんですけども、すぐ

に結果はあらわれんかもわかりませんけれども、積み重ねことによって、や

はり必ず実現するというふうな形で、日常の努力をしっかりやっていただき

たいなと思います。 

 続きまして、これも木村議員が学力の関係でご質問があったと思うんです

けれども、９月議会で、学力テストが滋賀県は全国で最下位から２番目とい

う形で、ものが悪く、甲良も直接は聞いていないんですけれども、下の方で

あると、ある議員によりますと、やっぱり５科目で１００点とれていないと

ころもあるということで聞きました。 

 学力ばかりが人生ではないと僕は思うんですけれども、そやけども、やっ

ぱり現在は誰でも公平に、自由に教育も受けられ、また、自由に仕事や、そ

の上の学業も行ける社会になったわけであります。今後やはり社会に出てい

くと、専門職になりますと、この基礎学力という形については重要であろう

かと思います。そういったところについては、やっぱりしっかりつけていた

だくのが基礎だと思います。そういった分析をしっかりやっていただいてお

るのか、お聞きしたいと思います。質問の中には、向上についてはどう考え

ておられるのかというふうな形も書いているので、その点、お願いします。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 ありがとうございます。全国学力・学習状況調査を文科

省の方がやっておりまして、それを受けてこちらも実施していますが、この

調査につきましては、皆様もご存じのとおり、各市町との、学校とのレベル

をはかるものではなくて、先生方がその調査の結果を分析して、そしてそれ

を授業に活かす、授業改善に活かしていくということが本来の目的でござい

ます。ですので、調査をしましたら、直ちにその結果を先生方が自分たちで

自己採点する等して、そして、子どもたちの状況をつかみます。そして、そ

れをもとにどういうふうにしていったらこの子が伸びるのかということをつ

ぶさに捉えながら授業改善に活かしているところでございます。そういった

ＰＤＣＡサイクルで積み上げていくことが、子どもたちの学力向上につなが

っていくというふうに考えております。 

○丸山議長 阪東議員。 



－69－ 

○阪東議員 是が非でも、どの位置かわかりませんよ。滋賀県の中心位置ぐら

いまでは来るように努力していただきたいというふうに思います。 

 それと、４番目のいじめについて、学校や家庭のいじめについて、社会問

題になっていますが、いじめられる子どもが持つ潜在的部分というのを早く

発見するために、先生や保護者はどうしたらいいんかということで、これは

教育長に聞きたかったんですけれども、やっぱりいじめられる子は多いです

よね。そういう形について、先生方に、こういうところに気をつけておけよ

という形が、教育長としてはどういう形で保護者やら先生に指導されようと

しているのかなと。まだ指導してはらへんかもわからへん。されようとして

いるのかなというのをお聞かせいただけたらありがたいなと。 

○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 ありがとうございます。いじめの問題というのは非常に深刻な、

かつ、重要な問題と捉えております。昨日、町のいじめ対策連絡協議会がご

ざいまして、各現場の校長先生方、あるいはＰＴＡの代表の方、関係機関の

者が集まって連絡会をしました。その中で、よくアンケートを実施している、

あるいは子ども表情を見てというように現場は答えてくるわけですけども、

次の２点を私の方からお願いをしました。 

 １つは、よく申されます、より高いアンテナ、それから、子どもの表情あ

るいは行動・言動を見て取るというようなことですが、何ぼ高いアンテナで

あっても、感度が悪ければ見過ごしてしまうということで、より高いアンテ

ナ、より感度のいいアンテナ、そして、より多くのアンテナを持って、子ど

もの言動・行動を見て取っていくということをまず１つ大事にしていくこと

と、２つ目には、やっぱり子どものアンケートの結果を見ますと、誰に相談

しますか、友達、保護者、学校の教職員というのが上に来るわけですけども、

より感度のよいというのは、学校の教職員にも言いましたが、人権教育、同

和教育を進めてきましたので、やっぱり仲間の子ども集団を育てると。困っ

たら友達に相談するということと、それから、保護者と日常の緊密な連携に

よって信頼関係を深めて、「先生、うちの子、こんなことで悩んでいるんや」

というようなことを、保護者から担任の先生にというような、保護者との連

携、この辺をきちっと強化することによって早期発見・早期対応につながる

のではないかというような話をお願いしたところでございます。その辺のと

ころを強化していきたいとは考えております。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 ありがとうございます。今のは５番の関係で、就任されて町民・

保護者の要望というのとは合致は、今のは違うんですね。最終的に、ちょっ

とこれも聞かせてもらおうかなと思ったのは、教育長として就任され、町民・
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保護者への要望というのは今の件でいいですかね。どうなんでしょう。それ

がそうかなと思ったんです。 

○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 木村議員さんに回答させていただいた内容なんですけども、要

は、横の連携と縦の系統性を意識した甲良の教育を展開したいというような

ことでございます。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 それでは、もう時間も迫ってきましたので簡単にいきたいと思い

ます。台風２１号で大きな被害が発生しました。人的被害がなく不幸中の幸

いでしたが、地球温暖化により海水温の上昇により、今後、スーパー台風も

増えて万全を期することが町に求められております。今一度の確認のために

質問をしたいと思っております。 

 テレビ放送にて、各地で台風の雨や風によりまして、防災無線が聞こえな

いという地域が非常にあったというふうな形を聞いております。そういった

中で、甲良町も防災無線なので、不具合なところがなかったか、ふだんの苦

情はありますかというふうなことで、私の家もちょっとあるんやけれども、

無線は途中でとまることがあるんです。ぱっぱっぱっ、ぽんととまって。そ

ういうふうなところはどうでしたかという、投げればいいんやけれども、う

ちだけかなというふうに思って。どうですか。 

○丸山議長 総務課参事。 

○橋本総務課参事 今回の台風によりまして、雨により防災無線が聞こえなか

ったという直接の報告は受けてございませんが、ふだん、機器等の故障によ

りまして聞こえないという場合がございます。そのような聞こえないという

ことで修理を頼まれたということが、平成３０年度１１月末現在で３０件ご

ざいます。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 一度何かの機会で、受信状況のアンケートをして、ほんまに聞こ

えるんかという形のもの、これだけじゃ、何かと並行して一遍アンケートを

とってみはったらどうですか。多分、途中で途切れるとこもあるかと思いま

すので。 

 昔、ポケベル周波帯というのが、もう今完全に聞こえるらしい。今度取り

替えるときについては、ポケベルの周波帯を使って防災無線をつくるという

のも検討されてはどうかなというふうに思っております。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 次の質問に行きます。 

 独居老人、また老老世帯については、甲良町においても、広域避難場所と
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して長寺センター、呉竹センター、そして福祉センターという形のものが最

近開業されていますけれども、これに対して、やはりお年寄りが、この前の

質問においては、結果を言ってくれはったと思うんやけれども、来てくれは

った人が、１人か２人やったとか、ゼロでしたとかね。ゼロでええんかなと。

１人でええんかなと思います。 

 基本的には、来てもらって、「よかったな」と言って帰ってもらうのが一

番ええので、多くの方に来てもらうのがやっぱり本来の本業やと思いますの

で、そのためにはやっぱり、まずは避難という訓練をするのに、身近な公民

館を、区長さんが頼んで、いろんな方がそこにまず避難を。なかなか広域と

いうのはお年寄りが来てくれはらへんと思うので、まずは身近な公民館とか、

そういうものをまず利用しはって、そのネットワークをつくられるのがいい

ん違うかなと思いますので。その中でやっぱり、１人で停電になると不安も

起こりますし、それで逆災害も起こると困りますので、そんな面については

考えていただく必要があると思うので、お答えを願いたいと思います。 

○丸山議長 総務課参事。 

○橋本総務課参事 災害時に備えまして、関係機関でありますとか地域と連携

いたしまして、要配慮者の方の情報把握に努めていきたいと考えております。

その上で、字の自主防災組織と協力をしながら、安否確認や避難支援をした

いと考えております。先日、１１月１５日に区長会がございましたので、そ

の点につきましても自主運営の中でしていただきたいことということを確認

させていただいております。 

○丸山議長 阪東議員。 

○阪東議員 よろしくお願いします。 

 最後に、防災センターの建設の質問をしました。全協の方で今煮詰めても

らっているということで、本来、このような対応も増え、また、犬上川の河

川も、あれは雨だけで氾濫しません。倒木によって流れたのが欄干にぶつか

って、それで氾濫するという危険な状態が非常にこれから続くと思います。

そういう中で拠点はやっぱり、僕は必要やと思うので、拠点については、是

が非でもやっぱりその規模なりに、それなりのものを建てていただきたいと

思います。 

 そのようなことで、あと、田中議員の方も防災の観点については質問をさ

れると思いますので、これで私の質問を終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

○丸山議長 もう町長の答弁はよろしいね。 

○阪東議員 もう全協で大体わかりましたので。よろしくお願いします。 

○丸山議長 阪東議員の一般質問が終わりました。 
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 次に、１０番 建部議員の一般質問を許します。 

 １０番 建部議員。 

○建部議員 まず、野瀬町政の１年を問います。選挙における公約というのは、

１期４年を見据えて、私はこういうことを行います、やりますというのが公

約。それを、３期、４期、その長きにわたって、このようにしますというの

は、こんなもの、公約じゃない。したがって、この４年、４年１期の既に１

年を過ぎた今日、野瀬町長が選挙ビラや選挙はがき、そして新聞の取材に対

して答えてきた公約、この１年でどれだけ進捗したのかを問います。 

 まず、行政力の再生。私は「再生」という言葉は、再び生きるとか、再現

とか復元とか、そういうふうに認識をしていたんですが、町長の認識はまた

違う。町長のいう行政力の再生、この１年でどれだけ成してきたのか、進ん

できたのか、お答えください。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 私は、甲良町を新しく生まれ変わる甲良町にするという意味で「再

生」という言葉を使わせていただきました。現在のところ、道険しでありま

すが、私自身が町長として特にリーダーシップを発揮して正常な行政運営に

粉骨努力してまいりたいと考えております。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 粉骨努力はいいんですが、進歩はしたのか、ちょっとは成してき

たのかという問いかけですよ。どうですか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 さらに努力をしたいと思います。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 さらに努力。できていないということですね。 

 ２つ目、町長はトップリーダーとしてリーダーシップを発揮し、町を統治

するというふうにビラには書いてありました。トップリーダーの３原則。率

先垂範、部下の育成指導、管理監督。これがトップリーダーの町長として、

リーダーシップが果たしてこの町内で発揮されてきたのか、発揮してきたの

か。そして、そのことによってこの甲良町の町が統治されてきているのかど

うか。どうですか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 今現在は、おっしゃる指摘はそのとおりだと受けとめております。

今は課題の一つ一つに全力を尽くして取り組んでいるところでございます。

リーダーシップを発揮していきたいと思っております。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 取り組んでいきたいはいいんですが、リーダーシップが発揮でき
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ているのかどうか。どうですか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 客観的にはご覧いただいたとおり、内部課題に奔走している最中

で、そうは見えていないというふうに映るかもしれないと思っています。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 その程度なんですね。恥ずかしい町、いろいろ言ってきましたね、

町長。その町の信頼回復はどの程度進んでいますか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 今現在、告訴があったり、住民監査請求があったり、そして内部

文書の流出など、信頼回復への道のりは厳しいという状況でございます。行

政の説明責任を果たしながら、信頼回復に努めていきたいと思っています。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 恥の上塗りをしているだけじゃないのか。 

 次に、甲良を滋賀県一、いや、日本一にと意気込んだが、その兆しが見え

たのか、手応えがあるのか。 

 私は、滋賀県一、日本一の甲良町をめざす３つの、私自身の定義を持って

います。１つは、３億数千万円ある甲良町における未収金、滞納金をゼロに

するということ。もちろん滞納している人たちにはいろんな事情がある。中

によっては、滞納者への暮らしの保障もしていかなきゃならないということ

もありますが、まず、未収金、滞納金をゼロにするということ。そして、先

ほども一般質問、２人の方から出ていましたが、小中学生、子どもの学力を

高める。もちろん教育は、学力を中心とした知育、豊かな人間性、徳育、そ

して健やかな体、体育、その三位一体が総合的に行われるのが教育だという

ことは学校教育方針なり学習指導要領の中にはっきりと書かれています。 

 でも、教育の根幹はやはり知育、学力にあるということは、これはもう紛

れもないこと。その子どもたちの学力を上げるネックになっているのが甲良

の地域、保護者の教育力と。子どもを育てる、しつける、その教育に携わる

地域の教育力を高めなかったら子どもの学力も高くならない。そういう意味

では、これからの甲良における創生、人口減少対策、そのかなめである少子

化対策、これは子育てである。甲良の町が子育てしやすい、子育てするなら

甲良でと言われるような、そういう町。そういうことが、私は日本一の甲良

と言われる、そこが私はそういう思いがあるんですが、町長は別の角度があ

るのか、そういう手応えというのはどう感じていますか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 今後の重点の１つが教育でございますので、ご教授いただいた内

容そのものだと受けとめております。 
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○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 あと、職員力を高めるとあるが、職員の資質・能力・やる気の向

上、また、その職員をして、活力ある行政組織の構築、それが職員力を高め

るということになるんですが、どれだけ進展しましたか、この１年。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 就任早々は明るい職場づくりのための職員への挨拶運動を提唱し

ましたが、道半ばといいますか、かけ声先行となっている。さらには、今現

状の町政の困難性を強く認識しておりまして、それについても道半ばでござ

います。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 要するに、公約の進捗、この１年かけたけど、恥の上塗りはあっ

たけれど、何ら進展がなかったと。さらに努力をいたしますというだけの答

弁でありました。こうこうしかじかで、これをもって進展しましたという自

信を持った答弁がなかったというのは非常に残念であります。 

 そこで、この１年何をしてきたのか。まず、町長の思いである業績、行政

効果、この１年何があったか答えてください。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 それじゃ、順番に取り組みについてをご説明いたします。  

 まずは、議会での議論を深めるということでございます。この１年、１月、

４月、８月、１１月については、議会の解散がありましたが、２月の全協、

３月定例会の全協では４項目の課題協議をいただきました。この中には副町

長人事も含んでおりました。５月１１日の全員協議会では３項目、６月４日、

６月定例会での全協では３項目、７月１３日、臨時会の全協では１項目、今

ご協議をいただいております甲良町保健福祉センター２階デイサービス事業

が協議事項でございました。９月５日の９月定例会の全協では６項目、１０

月１９日、第３回臨時会の全協では４項目、そして今、１２月定例会の全協

では１０項目。この中で、合わせますと８月の全協、述べ３１項目の協議を

お願いしたところでございます。特には公金横領に関しての延べ６回の協議

を願ったところです。 

 ２つ目は、対話行政の推進でございます。１月１５日から２月１０日まで

集落懇談会を開催いたしました。定例の４月の区長会、そして１１月１５日

には区長会を開催して、各区長さんに集落要望を出していただいての検討会

をやったところでございます。 

 次は日常の取り組みでございまして、甲良町公金取り扱いマニュアルを平

成３０年５月に改定いたしました。甲良町職場におけるハラスメント防止に

関する要項を３０年４月１日に施行しております。甲良町公益通報者保護制
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度実施要領を３０年４月１日に施行いたしました。ただいま、今議会の全協

で協議いただきました債権マニュアルの整備について、急いでいるところで

ございます。 

 町の主要施策としましては、西ケ丘企業誘致の産業集積地でございます。

関係機関への働きかけと情報収集に努めております。 

 人口減少対策といたしましては、議員お示しのとおり、とても難しい課題

ではありますが、空き家バンク、空き家の利活用、策定中であります国土利

用計画都市計画マスタープランに宅地可能化用地の設定をしてまいりたいと

考えております。 

 それから、集落課題を行政課題として取り組みを進めてまいります。地方

創生といたしましては、拠点整備を進め、さらに今後、次なる拠点整備の具

体化をしていきたいと思っております。 

 それから５番目ですが、滋賀県知事への要望活動をいたしました。本年１

０月２２日、県庁知事室におきまして、県知事と甲良町幹部職員との間で本

町単独の知事要望活動が実現いたしました。特別要望２項目、一般事業要望

５項目の合わせて７項目の要望をいたしました。 

 特別要望を申し上げますと、甲良町第３次財政健全化計画策定に関する指

導・支援。２つ目は、行政施策を推進するシンクタンク新設に対する指導・

支援でございます。知事の即決におきまして、市町振興課の参事が指名いた

だいて、甲良町の相談事項を協議し、指導願うことを決定いただいたところ

であります。県と実務相談窓口が開設できたところでございます。 

 これらの取り組みを進めてまいりました。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 町長な、長々と、あれをしました、これをしました。こんなもの、

単なる行事の消化しかない。私の聞いているのは、これをしてこんな成果を

上げましたということを聞きたい。議会と議論をしました。対話行政で集落

懇談会をしました。こんなね。そして県に要望していますとか、こんなもの

は、単なる行事の消化しかない。問題は、その事業によって何を成果として

上げたか、そのことが肝心な話ですよ。何もないじゃないですか。 

 そこで２番目、町長の言ったのはこのことだよ。甲良町民は恥ずかしくて

肩身の狭い思いをしていると。こんな町、ご免したい。このままでいいのか、

甲良町と言っていた町長。そのように掲示というか、ビラにも出されていま

した。 

 まず１つ。甲良町選挙において、推せんも受けていないＪＡ東びわこ、推

せんを受けたとうそをついて、公職選挙法の虚偽事項の公表罪を犯していま

す。これはてっきり、推せんを受けたと思い込んだという弁明をしています
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が、全く恥ずかしい話ですよね。 

 ２つ目。町長選挙の資金として支持者２人から４００万円超のお金を借り

ながら、選挙管理委員会に収支額８１万３，６１２円との虚偽の報告は、公

職選挙法の選挙運動に関する収入および支出の規制違反と、同法の選挙費用

の法定額違反を犯したことになります。そしてその説明を議会が求めても、

答えない。説明責任があるんですよ。あなた、こういう嫌疑がかけられて、

こういう事態に行動を起こしておきながら、そのことに対する説明責任があ

るのに答えない。これって、議会侮辱ですよ。町民軽視にあたりますよ。過

日の選挙管理委員会に対してはどのように答弁したか知りませんが、あと２

人の方から、このことについてはまた詳しい一般質問があるので、私はそれ

以上言いませんが、うそっぱちを選挙管理委員会に報告したり、何、生活費

に使った、車を買った。そんな話が、じゃ、自分の所得の公表には、誰々か

らは別にしても、借入金という表示がありましたか、記載が。そういうふう

にごまかしの政治姿勢がもろに出ているじゃないですか、これ。 

 ３つ目。真意はともあれ、町職員から、強要と公務員職権濫用の疑いで告

訴されている。町長が職員から、いまだかつて告訴されたということはない。

私も職員歴４２年、そして今、議員１１年来ていますが、その間、町長が職

員から訴えられた、中身はともかく、そういう事態を町長が招いているとい

うことは一切ない。 

 それと最近、そこには書いていないけれど、情報公開請求にない個人情報。

これは税の収納なり滞納状況なりが記載されている、そういう文書までも交

付、流出している。これは、担当した企画課職員、税務職員だけじゃないん

です。最高責任者である、これはあなたの責任ですよ。 

 これらのことは新聞やらテレビで報道されて、甲良の評判をさらに悪くし

ているじゃないか。恥の上塗りをしているんじゃないのか。答えなさい。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 ご指摘は謙虚に受けとめております。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 ２番目の町長の辞職を求めるというところです。まず、野瀬町長

は町長としての素養がない。私は「素養」という表現を使っていますが、資

質・素質、そういったことも含まれて、俗にいう町長としての器ではない、

資格がないというふうに思って、「素養」という表現を使っています。 

 そして、行政執行能力に欠けていることから、今後の甲良町における円滑

な行政運営を確保することは困難であると見ている。よって即刻辞職すべき

だというふうに、まず１番で書いているんですが、私が「素養」という表現

を使っていますけど、町長、私のこの思い、認めるか。また、そのことを、
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私の言おうとしていることが、町長の腹の中に自覚として、そのことを認識

していますか。自分が素養のない、行政執行能力に欠けるという、その思い、

認識はありますか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 厳しいご指摘だと思っております。職務に省慮します。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 私、思っている、まさにそのとおりですという言葉だったら、そ

れで済まそうと思っていたんです。私がそういう表現をした根拠をしばらく、

時間をいただいて申し上げます。 

 町長、あなたは昭和５１年１０月に甲良町役場に奉職をされました。それ

から３４年と６カ月、町職員として、あと、定年退職ではなく、個人の理由

で退職をされています。その間、私は野瀬町長とは３１年間役場職員として、

後輩として、時には部下として、後半は同僚としてのおつき合いが３１年間

ありました。そこであなたをずっと見てきた。２、３、その事例を挙げます。 

 まずあなたは、総務課長から総務主監になった平成１７年以降、１７年以

降じゃない。１７年１０月に町長選挙がありました。当時、５期２０年務め

た、今は亡くなりました山本日出男町長が、もう引退すると。その後任の候

補者を立てるときに、何人かに当たりました。そのうちの１人に当時の野瀬

総務課長がありました。そこで、当時の議員さんから、どうや、町長に出て

くれんかとか、出ないかとか、いろいろ勧誘があって非常に悩んでおりまし

た。私は同僚として出馬、その後任を受けることはやめておけという助言を、

当時の野瀬総務課長に申し上げました。悩んだ末、野瀬総務課長は、私は町

長としての力量がない、その器ではないと言って、丁重に辞退をされました。

お断りをされました。私は賢明であったなと思います。 

 そしたらいつの間にか、当時の山崎義勝さんという方が町長に立候補して、

そして後ろにもおられますが、甲良町に転入をされて、わずか１週間か１０

日の方と選挙戦があって、まあまあ、山崎さん、当選はされたんですが、そ

のときに野瀬総務課長から、今度は野瀬主監になった。山崎町長は、当時の

野瀬主監を助役代行、助役の処遇をした。当時の会計管理者は収入役の処遇

をしたんです。 

 そこで、甲良のナンバー２として、実はもうそのころなんですが、今でき

ている道の駅、あの道の駅の土地、約１町６反、１万６，０００平米の土地

があります。その土地を買収というか、土地を購入するのに、議会に議決が

必要な案件であるにもかかわらず、先行して土地を買ってしまった。 

 そしてその土地の代金、半金を渡す。中にはその半金で家の改修をされて

いた方もある。地主は多分４名だったと思うんです。当時は圃場整備がされ
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ていましたから、その１団地、１万６，０００平米の中の大体４反ないし３

反ぐらいの区画で整備がされていたんです。 

 そのとき、野瀬主監は、５，０００平米を超えたものの買収なり開発につ

いては、事前に議会の議決が必要であるということを知っていながら、実は

その１筆が５，０００平米だと思っていましたと。１団地、１万６，０００

平米の土地があるのに、１筆４反ですから４，０００平米。１筆が５，００

０平米以上でないからそれでいいと思っていましたという。そんな話を私に

しましたね。総務課長、企画財政課長、まちづくり課長、町における中枢の

課の課長を経歴しながら、議会にはどういう議決を、どういう案件を出さな

きゃいけないのか、十分熟知していながら、あえて１団、５，０００平米以

上の土地の場合、議会に事前に議決が必要だと知りながら、１筆が５，００

０平米以上だと思っていましたというので、その案件を出してこなかった。 

 もう既に契約して金を払っていると。やぁーっとしてから議会に報告があ

った。それはおかしいと。議会は、当時の町長なり野瀬総務主監。野瀬総務

主幹、私とこへ来て、うっかりしていましたと。１筆５，０００平米以上だ

と思っていましたと。私はその当時、議員をしていましたから、もう既に契

約がされて半金の金が渡っている。それでもって、今さら契約を破棄して、

その金を４人の地主に、金を返せ、契約を破棄するということはできないと。

結局、追認議決。やぁーっとしてから、その議案を上げてもらって、そして、

議会が追認という形で議決した。ここに、後ろにおられる方２人は当時の現

職議員でありますから、そのことは十分知っています。追認議決という方法

をとった。 

 それと、野瀬町長、平成２１年、大きな事件を起こしましたね。官製談合

疑惑事件。本当は「疑惑」という文字はついているんじゃない。たまたま証

拠不十分につき、嫌疑不十分につき不起訴になっただけなんだ。私たちは検

察審査会に審査を申し入れました。検察審査会も、そのことについては、起

訴しなさいという裁断を下した。しかし、当時担当していた大津地方検察の

次席検事は、私も官製談合はやったと思う。思うけれども証拠不十分につき

不起訴としたと、私たちに説明をしました。そのことを聞いている後ろの議

員さんもおられます。ですから、それが、疑惑事件という「疑惑」がついて

いる。 

 もう一つ忘れてならないことは、その官製談合疑惑事件によって、１人の

職員が死に追い込まれた、自殺をされた。官製談合がなかったら、自殺する

ことない。誰がそれを自殺に追い込んだのか。私は誰とは言わない。その官

製談合疑惑事件。それがあったのに、平成２５年、野瀬町長は、町長選に立

候補しました。立候補して、選挙に負けました。今度は選挙に負けたのは、
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後ろにおられる木村議員と、当時の藤堂一彦議員が出したビラのせいで、私

は町長選に負けた。そういうふうにして検察に訴えたんですよね。損害賠償、

示談金２，０００万円と、その当時から２，０００万円が支払われるまでの

金利を含めて、あなたは、私が選挙に負けたのは、あの人たちの出したビラ

のせいだと言って検察に訴えたんですよね。 

 そのときの裁判。裁判官は、官製談合疑惑事件、きわめて濃厚という判決

文の中に、そのことをはっきりと書いているんです。裁判官がですよ。あな

たは、この人たちのせいで、わしは甲良町長選挙に負けたといって訴えたけ

れども、結局はその中で官製談合疑惑、きわめて濃厚と。それと、その人た

ちが出したビラは言論の自由の範囲内でおさまっている。にもかかわらず、

あなたはそれをさらに大阪高等裁判所、さらには東京の最高裁まで上告しま

した。みっともない話じゃないですか。いずれも棄却されて、その裁判、訴

えも、選挙が済んで半年後なんですよ。あなた、そういう人なんです。 

 それと、あなたが訴えた別の裁判、その裁判の証言の中で、自分が平成４

年から２１年の総務主監、１７年間において、業者との癒着がある。入札価

格を業者に漏らしていたという事実が、あなた自身の口から裁判所で証言、

告白しているんですよ。白状している。私たちはその裁判を傍聴していた。

あなたは８０％ほどのヒントを与えていたと言っている。私は、それだけじ

ゃない。中には、１００％、そのものズバリの入札価格を教えていたんじゃ

ないかという疑いを持っている。でもあなたは、８０％のヒントを与えてい

ましたと白状したんですよ。 

 企画財政課長、まちづくり課長、総務課長、１７年間務めていたあなたは、

入札を仕切る入札の責任者だった。これって町に対する裏切り行為じゃない

のか。先ほどの官製談合についてもそう。それが、あなたが平成２５年に町

長に立候補すると言ったとき、「ええ、よう立候補できるな」と言った弁護

士先生がおられた。そういう人が町長に立候補して、そして私は町長です、

これだけの公約を挙げました、これをやります、トップリーダーとして。誰

があなたについていきますか。今、この職員、課長級の中で知る人は少ない

んだろうと思うんだけど、そういう人が町長なんですよ。だから私は、ここ

で、町長としての素養がない。その器ではない。はっきり言い切ることがで

きるんです。それが根拠。 

 それで、その先へ行きます。私が即辞職すべしと言うそのゆえんは１つ。

先に述べた事件を起こしても、その責任をとり、けじめをつけようともしな

いその姿勢、態度。議会では、真摯かつ謙虚に対応すると言いながら、ずる

くせこい対応じゃないか。 

 ２つ目。先の公約とはほど遠い行政姿勢で、その力量がなく、優柔不断で



－80－ 

ある。町長としてのリーダーシップに欠け、町を統治するという能力がない。

町を裏切っている男が、どうしてそういうことをできる。行政力、職員力を

高めると言っているが、その処方、戦略、目標、めどがないじゃないか。 

 私はこのことから、野瀬町長に町行政を任せるわけにはいかない。よって、

直ちに辞職を求めるものであります。町長、どうですか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 １年を町長に就任して超えたばかりでございます。さらに精進し

て、いいまちづくりを進めたいと思っております。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 ちょっとはっきりわからない。もう一度大きい声で答えてくださ

い。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 さらにいいまちづくりを進めていきたいと思っております。  

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 私はその素養がないからやめてくれ。あなた、この町で何ができ

るかというので、全くその信頼も欠けている。そういう町長がどうして町を

統治して町の発展に結びつけることができるのかという、そういうことから

やめるべしと言っている。さらに努力を続けるということは、やめないとい

うことだよな、町長。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 まちづくりに頑張ります。 

○丸山議長 建部議員。 

○建部議員 私たちは、議会、議員は、町長の今の言葉から、町長の進退に対

する提案も考えていきたいし、仮に不信任議決が出ても辞職をしないと、あ

えて今言っている、さらに努力しますというごとく、町にかじりついて、行

政を運営していこうとする、その姿勢が今見えたからあれなんですが、ここ

で「老婆心ながら」というのを入れているんですよ。これは、答弁を求める

ものじゃないです。これは私のひとり言だと思ってください。 

 町長不信任決議が特別多数決、４分の３で可決したとき、町長は議会を解

散するか、議決に従い退職するかです。仮に解散をして、解散後初めて招集

された議会において、再度不信任の議決、今度は過半数なんですね、あった

ときは、町長は失職するんです。不信任議決が２回も出されて、こんな屈辱、

恥ずかしくてみっともないことはないですよね。見苦しい。ただ、解散後の

議員に町長支持、町長を擁護する議員が過半数、７人いれば、町長として生

き残れる。でも、現状からして、今の議員体制で、町長擁護者が７人、町長

が擁立して、それらを当選させるということは、多分難しい。無理である。
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なぜなら、今や町長は多くの支持者から信頼を失い、四面楚歌。これは中国

のことわざ。日本語でいったら孤立無援。そういう中にあるからであります。  

 よって、潔く辞職することが賢明であります。野瀬町長、辞職しなさい。

さらに、議会議員選挙、町長選挙と度重なる選挙は、執行予算、経費と相ま

って、町民批判が高まり続出することは必然であります。これは最も考慮す

べきことであります。 

 以上、質問を終わります。 

○丸山議長 建部議員の一般質問が終わりました。 

 ここで１５分間休憩します。 

（午後３時２５分 休憩） 

（午後３時４０分 再開） 

○丸山議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、２番 田中議員の一般質問を許します。 

 ２番 田中議員。 

○田中議員 ２番 田中です。議長の許可が出ましたので、一般質問をさせて

いただきます。 

 早速質問させていただきます。４日の全協で、税務課長が公金横領のため

に滞納の業務を停止していたと。停止していたやつが再開されましたという

説明を受けましたけど、それは正しいですよね。 

○丸山議長 税務課長。 

○福原税務課長 昨日の説明の中で言ったのは、公金横領でシステムの収納が

完了しました。徴収開始についてはこれから行うということです。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 公金横領事件が、現税務課長になってから解決に向けて速やかに

取り組みができたことを評価したいと思います。 

 それでは、１の質問ですが、現時点で、分納誓約の件数は、滞納件数が何

件で、分納誓約が何件か教えていただけますか。 

○丸山議長 税務課長。 

○福原税務課長 申しわけないです。滞納件数については、今ちょっと手元に

資料がありません。分納件数につきましては、現在のところ６２件でござい

ます。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございます。今、６２件とおっしゃられましたけど、

これは町で全部の滞納、全ての分納誓約が６２件。税務課だけじゃなく、ほ

かも含めてですか。 

○丸山議長 税務課長。 
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○福原税務課長 この分納誓約につきましては税務課の分だけです。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ほかのところはわかりますかね。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 水道課の分納につきましては１２２人。これ、上下水道

一緒の方ですので、１２２人でございます。 

○丸山議長 住民課長。 

○小林住民課長 住民課の方は後期の方ですけれども、ゼロ件です。滞納件数

が、現年は、今現在３件しかございませんので、特に分納は結んでおりませ

ん。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 申しわけございません。今ちょっと手元に資料がございませ

ん。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 申しわけございません。介護保険料についても今手元に

資料がございませんので件数を覚えておりません。 

○丸山議長 今、各担当課長で資料のない人は、また後日、田中議員に資料を。  

○田中議員 ありがとうございます。私も勉強不足なのでお聞きしますが、分

納誓約をされていますよね。これに法的効力とか、例えば、分納誓約してい

ます。結びました。一部、１回、２回返済しましたと。あと全然入金があり

ませんと。また、一度も払っていないという方がおられるのか。その場合は

どうされるのか。また、そのまま全然払わなかったら時効になるのかという

ことを教えていただけますか。 

○丸山議長 税務課長。 

○福原税務課長 分納誓約を交わすことによって時効の停止ができます。確か

に、今議員が言われるように、分納誓約だけ交わして、１回、２回、入れて

いただいて、その後未納になるケースもあります。そんなときにつきまして

は、とりあえず３カ月、税務課としましては、大体３カ月ほどをもって、ま

た新たに本人に連絡をして、納付指導を行っております。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございます。分納回数の上限というのは決まっている

んですかね。 

○丸山議長 税務課長。 

○福原税務課長 分納相談を行う際に、現年度分については納期内納付をお願

いしております。未納分、滞納金につきましては、基本、１年以内で完納と

なるようにお願いしております。ただし、人によっては現年も含めて分納を
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お願いしたいという方もおられます。その場合についても、基本１年以内で

の分納をお願いするところでありますが、状況によっては長引く方も確かに

おられます。ただ、基本、１年以内なんですが、できるだけ短期で完納して

もらえるような指導を行っております。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございます。原則としては最高１２カ月、１年間とい

うことでいいわけやね。 

○丸山議長 税務課長。 

○福原税務課長 そういうことです。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ２の質問に参ります。滞納金を収納されたときに、現年度だけじ

ゃなくて、滞納金をされたときに、現年度で処理されるのか、過年度分から

処理されるのかというのをお聞かせ願えますか。 

○丸山議長 税務課長。 

○福原税務課長 今ほど答弁したとおりでありますが、現年を優先して収納の

方を行っております。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ちょっとわからないです。詳しく教えていただきたいんですけど、

滞納されていますよね。現年分はその年度に払うのが当然で、滞納された金

額を現年分と滞納金額を持ってこられますよね。それは、過年度分に充当さ

れていくと。そうすると、その分の、そこに入れた分に関しては、時効が延

びるという理解でいいんですかね。 

○丸山議長 税務課長。 

 もう少しゆっくり言ってあげていただきたい。 

○福原税務課長 現年度につきましては、基本、納期内納付をお願いしている

ところでございますので、現年分として持ってきてくれた人については現年

度で対応します。 

 あと、別にこれが分納誓約だとか納付相談の中で、滞納金に１万円充当し

てほしいとかと持ってこられる方もおられます。それについては滞納の方に

充当していくというスタンスで行っております。その際に、確かに入金があ

った時点で時効がとまるというのもありますが、まず分納誓約の方を行って

いますので、その時点で時効の停止は行っております。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 もう一度聞きたいんですけど、現年度分は当然現年度分で納める

というのはわかりますね。過年度分がありますね。だから、現年度の分を過

年度分に持っていくということはされないわけですよね。 
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○丸山議長 税務課長。 

○福原税務課長 そういうことは今はしていません。現年度分で持ってきてい

ただいた分については現年の方に入れます。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 私の勝手な思いなんですけど、現年度というのは当然なことやけ

ど、過年度分で５年前の徴税やったら、５年間、時効がありますよね。５年

前のやつは滞納されていますと。現年度で持ってきたから現年度に入れずに

過年度分に入れていったら時効がとまるわけですよね。分納誓約されている

人はそこでとまっているんやけど、分納誓約も何もしないでただ何ぼかずつ、

１万円でも持っていきます、１００円でも持っていきますという方でも持っ

てくるんやったら、現年度に入れたらそこで過年度分は時効がどんどん来る

わけですよね。そういう場合はどうなるんですかね。 

○丸山議長 税務課長。 

○福原税務課長 今議員がおっしゃられるように、確かに過年度の方に入れる

と時効がとまります。ただ、本人さんの希望で現年度に入れてくれというや

つは入れるんですが、今のようなケースでありましたら、そのときにつきま

しても、過年の方から入れてもらうようにということはお伝えします。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございます。できるだけそういう形で、時効にならな

くて、時効で不納欠損になってしまう状態は避けていただけるように努力を

お願いいたします。 

 次、３の質問ですね。滞納理由に、この間、９月の全協のときにもらった

資料の中に、生活困窮者多数とありますが、この判断は誰がどのようにいつ

されておるのか、ちょっとお聞かせ願えますか。 

○丸山議長 会計管理者。 

○宮川会計管理者 その判断につきましては、まず現課の方で判断いたしまし

て、徴収対策会議の方に上げていただきまして、その中で判断はしておりま

すが、今後判断基準の定義といたしまいてまとめさせていただいたのは、国

税徴収法に規定する生活を著しく窮迫、困窮の「窮」と迫るという字になる

んですが、窮迫させるおそれがあるときとさせていただきました。この「生

活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」といいますのは、財産について、

滞納処分の執行などをすることによって、その滞納者が生活保護法の適用を

受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある方の場合の

ことをいっております。 

 以上です。 

○丸山議長 田中議員。 
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○田中議員 これは、直接滞納者のお宅へ訪問とかはされるんですかね。 

○丸山議長 会計管理者。 

○宮川会計管理者 徴収対策会議が始まるまでに、年間なんですが、一応職員

が面談をして詳細に内容を聴取することは原則としております。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございます。 

 次の質問に行きます。 

 今後、滞納金を増やさない対策と徴収方法をお聞かせ願えますか。 

○丸山議長 会計管理者。 

○宮川会計管理者 税もなんですが、全ての税とかそういうような料金につき

ましては、現在の対策といたしまして、ご存じのように、全体的には徴収対

策会議の方で内容を決めさせていただいております。その内容の、今現在の

実現といたしましては、まずは１２月広報での啓発をさせていただいたりで

すとか、滞納者への督促通知に使用する封筒の色を赤色というようなことを

させていただきました。この件につきましては監査委員からの指示等もござ

いまして、中で協議しましてさせていただいております。 

 また、強制執行を実施する事務手続も現在進めているところでございます。 

 また、徴収方法といたしましての１つといたしましては、臨戸訪問を行い

まして、そこで、集金目的というわけではないんですが、納税指導ですとか

相談には訪問をしていこうというようなことを決めさせていただきました。  

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 大変な業務やと思いますので、１が２、３とたまっていけば、金

額が増えて当然払えなくなりますよね。だから、その辺がたまらないように。

早目早目に対策していただければ、また親切かつ毅然な態度で臨んでいただ

ければと思います。 

 次の質問に行きます。 

 町長発行の行政報告の項目からお聞きします。１の質問です。甲良町公民

館東側造成地に利用についてですけれど、１の質問ですが、公共設備基本方

針を確定し、３施設の整備が必要とあるが、具体的な内容ですが、この間全

協のときに、総務課長と住民課長の意見がちょっと違ったように思ったんで

すけど、総務課長は１つのものと、住民課長は２つ建てるとかいう話をされ

ていたんですけど、もう一度説明をお願いできますか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 １２月４日の全協での今後の公共設備の整備については、担当課

長の発言が食い違いましたので、さらに内容を整理して、改めて議会でしっ

かりした説明がつくような資料を準備したいと思います。 
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 考え方といたしましては、まずもって、公民館東側の当初計画されていま

した総合防災センターの用地あたりには、先に倉庫分を用意すると。その倉

庫の機能がいっぱいありましたのでややこしくなって、３つと言ったり２つ

と言ったり１つと言ったりというふうにありました。 

 その中身につきましては、今、役場の西側の検討に係ります倉庫の代替倉

庫、いわゆる役場の備品・資材、役場から出る紙類の廃棄物の保管庫等々で

ありますので、その機能。それから、保健福祉センターにあります防災備蓄

倉庫、いわゆる毛布であったり食料品の防災用品の備蓄倉庫の機能をそこへ

持っていくというのが２つ目。３つ目は、廃棄物の一時保管庫でございます。

犬上郡３町のペットボトルのリサイクル、そして粗大ごみの一時保管所とい

う機能を備えるために、それをパーツに分けるのか、あるいは一体的施設に、

１つに固めるのかということが、昨日の担当課長の中ではバラした方がいい

とか、１つにまとめる方がいいとか、それが整理できていませんので、それ

を整理したいと。 

 そして、加えて、ブロック建ての建物に役場の書庫がありますので、書庫

機能もその倉庫の中に持っていきたいということで、３つと言っていたのが、

目的は４つの機能を倉庫群にまとめたいということでございます。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 今、町長、４つとおっしゃられましたけど、４つの建物、これを

別棟で建てると。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 できるだけ集約して、理想は１つにまとまれば１つにしたいとい

う思いですが、住民課が所管しております粗大ごみの一時保管所をその中に

入れる方がいいのか、もうちょっとコンパクトに外で平屋みたいな方がいい

のか。建設費とともに、より事業費が安くなる方法で、コンパクトといいま

すか、面積も必要最小限でなるような整理をしていきたいと思っています。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 今言われたのは産業廃棄物の施設ですよね。それが町敷地内につ

くられるのかというのと、これ、産業廃棄物でペットボトルがありますよね。

ペットボトルの処理場も入っていると思う。これ、ペットボトル、自然発火

する可能性の高いものなので、これをそこの倉庫群に一緒に建ててしまった

ら、防災上と景観も悪いしい、消防法などで抵触しないんですかね。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 今ご指摘のペットボトルの件、可燃性というとこら辺については、

十分配慮をしながら計画を練り上げていきたいというふうに思います。 

○丸山議長 田中議員。 
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○田中議員 ありがとうございます。２の質問に行きます。 

 庁舎西側の代替施設と防災設備倉庫はそちらの旧防災センター建設予定地

のところに建てられるということなんですけど、前のブロック塀の建物を取

り壊して、防災機能を有した施設を建設とありますが、前計画の防災センタ

ーとどこがどう違うのか。 

 また、今年は相次ぐ大型台風が襲来しまして、２１号では町内にも多数の

被害があり、町民の防災意識も高まってきております。野瀬町長も防災セン

ターは必要と考えておられると思うんですが、お聞かせ願えますか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 ご指摘がありましたように、従前の災害よりも、日本列島、多発

をしております。主なものを申し上げますと、７月の岡山倉敷における真備

町のゲリラ豪雨で、ハザードマップがあらかじめつくられていて、住民の認

識はなかったんですけど、その地図のとおりに、やっぱり浸水をしてしまっ

たということの大被害がありました。それから、９月６日には北海道胆振東

部地震。山肌がズタズタに地すべりをしたということもありました。それか

ら、議員ご指摘の台風でございます。甲良町での災害対策本部は、台風で、

７月２８日の台風１２号から１０月６日の台風２５号まで、５回の対策本部

を立ち上げて待機をしました。議員も消防人でございますので、ご協力いた

だいたところでございます。 

 したがいまして、多発する自然災害、それから専門家は、「荒ぶる自然災

害」と、こういうふうにこのごろ言っておられますので、そういう施設は必

要であるという認識で、今後ステージ２の役場に防災センター、いわゆる町

の防災本部機能を備えた施設をつくりたいと思っています。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 はっきりおっしゃっていただきたいんですけど、防災センターで

すよね。防災機能を持たせた施設じゃなく、防災センターを建てられるとい

うことですよね。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 平たく言うと防災センターでございます。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございます。 

 ３番目の質問ですが、新施設の財源なんですけど、前計画では緊急防災の

７０％の補助金を使って建設すると言っておられました。この施設の規模と

財源の内容をお聞かせ願えますか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 役場南側の、南別館の旧平屋の別館、それからブロック建物、壊
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した跡のその位置に、いわゆる防災センターを建設したいという計画であり

ますので、ちょっと建築年次が、先に倉庫群をやりますので、そして除却、

そして建設というふうに運びますので、順調に行っても３年以上先の施設に

なるかもしれませんが、段取りよくスケジュールを決めていきたいと思いま

す。 

 したがいまして、防災センターという名において、当初で計画をされてお

りました緊急防災・減災事業債、いわゆる充当率、事業費の１００％、それ

から交付税で７０％の財源充当という起債を予定しております。ただし、こ

の起債が時限が切られておりますので、もうそういう想定でございますので、

それを視野に、緊急防災・減災事業債の制度存続に向けた積極的な働きかけ

もやっていきたいというふうに思っています。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 大体どれぐらいの予算を見ておられますか教えてもらえますか。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 いずれにしても、これは目標でありますが、以前の総合防災セン

ターが約７億ほどでありましたので、２つの施設合わせても、事業費として

はそれ以下に抑えていきたいというふうに思っています。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 いわゆる防災センターですよね。防災センターと防災備蓄庫は併

設された方がすごく便利やと思うんですけど。それで減防債も使えますし。

仮に２億で建てれば６，０００万でできるとかいう形になってくるけど、バ

ラバラで建てて、こっちでやったら、結局バラバラにしているからコストが

かかるだけなので、１つに集約された方がいいと思うんですけど、どうです

かね。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 先ほど建部議員の質問でお答えしましたが、幸い、県の市町振興

課の参事が甲良町の相談事に窓口で乗ってあげようということで、近く第１

回目の打ち合わせをするのですが、市町振興課の職員さんの意見も聞き、適

正な事業規模、それから財源措置。おっしゃるように、防災センターは一元

的な機能が充実するということをめざしていきたいと思っています。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 前のとき、防災センターに反対していた住民の方も、やっぱりこ

れだけ災害が起きると防災センター、要るやろうという声もちょこちょこと

お聞きします。現状、あそこ、造成地跡地はそのままで、何になんねやと、

何してんねんやという住民の声は私は多々聞いておりますし、消防団の方か

らも聞いております。だから、できるだけ早く整備していただいて、基本方
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針をきちっと決めていただいて、町民に報告していただくということでよろ

しくお願いいたします。 

 次、３の質問ですが、９月９日に行われた第１９回甲良町総合防災訓練に

ついてですが、今年度は大規模に、広域避難所も６カ所開設され、関連団体

も１４団体ですかね、それぐらい参加されてやられたと思うんですが、何か

問題点とか、混乱等がなかったかお聞かせいただけますか。 

○丸山議長 総務課参事。 

○橋本総務課参事 ９月９日の防災訓練を受けまして、その後、各部会から反

省点などを提出していただいております。その中からなんですが、今年度は、

要支援者の方をあらかじめ各字で決めていただきまして、要支援者の方を広

域避難所から福祉避難所へ送致するという訓練を初めて行いました。 

 その際に、要支援者の方に説明が不十分ということがございまして、その

方ではなく、周りの方が、なぜその２名の方を先に連れていくのかと。もし

残った方の方が重い場合は、どのようにするのかと。その人の状況を聞くこ

とが必要ではないのですかと。本当にこういう避難所が開設されたらと考え

て対応していますかというようなお話をいただきました。実際に災害発生し

たことを意識した訓練を行わなければならないというようなことを、ご意見

を頂戴いたしました。 

 また、機器に関してなんですけれども、最初の地震発生の際の防災無線の

ことなんですが、戸別受信機には流れたんですが、防災無線の屋外放送がで

きなかったという事象が発生しました。２回目の放送のときには改善させて

いただいたんですが、そのようなこととか、また、あと、各字のところから

外向けの放送ができなかったというようなご報告も受けておりますので、そ

のことに関しましては、業者の方で点検・修理などをしていただいておりま

す。そのことをふまえまして、また今後に活かしていきたいと考えておりま

す。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございます。先ほど阪東議員もおっしゃられた防災無

線の件なんですけど、実は私の家も訓練当日防災無線の放送がなかったです。

消防団の方も、３、４人、放送がなかったです。それは総務課にお伝えして

いると思うんですけど、それに対しての対応をされていないんですけどね。

今、うちの防災無線は現在入っていません。町の朝の放送も入っていません

し。私も消防団なので、災害があればすぐわかるのでいいんですけど、一般

家庭やったらわかりませんよね。緊急なときに、やっぱり防災無線を聞いて

避難される方もおられる。その点検というのは、先ほど阪東さんも言ってお

られましたけど、されておられますかね。 
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○丸山議長 総務課参事。 

○橋本総務課参事 防災無線が聞こえないというようなことを直接お電話なり

で申し出がございましたら、こちらの方からお名前などをお控えいたしまし

て、業者の方に、１年間の委託契約を結んでおりますので、そちらの方にご

連絡をさせていただいて、直接業者の方から各家庭の方に出向いていただい

て、点検をしていただいているという状況でございます。 

 それで、先ほど、阪東議員のときにお答えさせていただきましたように、

今年度は、１１月末現在で３０件の機器の修理をいたしております。 

○丸山議長 田中議員。 

○田中議員 今、修理に業者が行くと。私、頼んでいるんですけど、来られな

い。防災無線って、時間を置いて、１カ月後でもいいよ、３カ月後でもいい

よ、たとえ半年後でもいいわというようなものではないと思うんですよ。で

きるだけ早く修理。多分、私の家にあるやつは電波障害かなと。Ｗｉ－Ｆｉ

が飛んだりとか、ほかの電波もいっぱい飛んでいますので、そういう電波障

害で聞こえないのかと。聞こえるときと聞こえないときがありますんでね。

多分電波障害かなとは思っているんですけど、防災無線って各字で使ってお

られますよね、皆さん。字の放送とかいうのは、私の家、今、全く聞こえな

い状況で、何が何を、どこが誰をやっているかという状態になっていますの

で、できるだけ早急に点検していただいて、修理するものは修理するもの、

取り替えるなら取りかえとかいう形で考えていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○丸山議長 田中議員の一般質問が終わりました。 

 次に、９番 西川議員の一般質問を許します。 

 ９番 西川議員。 

○西川議員 ９番 西川です。議長のお許しを得ましたので、一般質問させて

いただきます。 

 ほとんどが前から聞いているような話なんですが、一番の問題なんですけ

ど、人口減少問題について、行政として目に見える対策に取り組んでいるよ

うには、私には思えないんです。全協で総合戦略の報告がありました。若者

定住支援事業以外、ほとんど進んでいないなと。評価を見ていますと、全て

Ａだったという件数は１件もありませんでした。人口減少に拍車がかかって

いると思います、今。多分平成最後、来年度、３１年４月の初めか終わりに

は、多分６，９３０人ぐらいになっているんじゃないかと私は推測するんで

すけど、そこでお聞きします。 

 人口減少に伴い行政のスリム化は、私も前から何回も言っていますので、
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本格的に取り組んでおられると思いますが、課の統廃合の進捗状況、それと

実施時期、来年４月には１件ぐらいの成果は出して実施するのかということ

をお聞きします。 

○丸山議長 総務課長。 

○中川総務課長 人口減少問題ということで以前から何回か議員からお話を聞

いております。当然、町民の人口が減りますので、職員の総数は増やさない

ということで、今思っていますのは、段階的にある程度までは減らしていか

なあかんとは思っています。 

 ３月のときにも言いましたが、組織につきましては、まず何をやるのかと

いうことで若干体制が変わるということを申し上げまして、先般の全協で、

家族支援のことに力を入れようということで、そういう組織、仮に課に昇格

とかいうような案を出させてもらって、意見をもらっているところでありま

す。 

 あと、スリム化の関係では、行政改革の関係で、賃金なり補助金の廃止な

り統廃合を今年度やると言わせてもらっていましたので、９月ぐらいからそ

の作業をしていまして、町として、内部としてこれだけの金額、これだけの

事業統廃合をすると決めました。それに決めて、来年度予算に上げなさいと

いう内部の指示はしておるところであります。 

 ちょっとそういう動きがありまして、それと、会計年度の絡みがあります

ので、そっちの方を整理しないと人件費が上がるということで、会計年度職

員のことも今、併せてやっております。会計年度職員の扱い方によって、や

っぱり人件費が上がる、上がらんということもありますので、それを近隣市

町がどのようにするのかということで、６町で協議したりしているような段

階でもあります。 

 あともう一つですが、全てが町直営でやるというのは不可能ですので、そ

れをすると、そもそも職員が増えますし、金が増えますので、その辺の絡み、

どの辺を外部でやってもらって、どの辺を町独自でやるかというのも併せて

検討してもらっている段階で、具体的には教育委員会部局の関係が結構多い

ので、その辺の整理というか、ある程度目安を出さんと具体的な作業には移

れないかなということは考えています。現時点では今そういう状況で、４月

に、機構改革を上げる、上げんというようなことまではまだ至っておりませ

ん。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 いろんなことを検討されているということなんですが、私との約

束では、もう来年の４月には何か１つぐらいは出すという過程であったと思

っています。その辺があるんですけど、今いろいろと言われましたけど、家
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庭支援の問題で課を増設したいという話が昨日ありましたが。この間全協で。

だけど、そんなもの論外な話でね。新たにつくるということは。つくっても

何かと統合するとか、何かしてやらないと絶対だめだし、ここに職員分掌規

程というのをずっと見ています、この間から。やっぱりダブっている仕事が

いっぱいあるわけですよ。極端に言ったら、税務課が集金の業務をやめたわ

けですよね。お金を預かることはないわけですから、住民課と税務課が一緒

になっても何ら問題ないと思うので。お金を扱わないんだから。そういうこ

ととか、やっぱりやっていかないと、いつまでたっても、やっています、や

っていますといって、のんべんだらりんということになっていきますので、

それは絶対に早急な形でやっていく。今、教育委員会の方と言われましたけ

ど、教育委員会もそうだと思います。大勢の人がいてるわけですから、その

辺はやっぱりやってもらいたいなと思います。 

 次に行きます。 

 台風被害について、これ、２０、２１号という形で、まず１番目の答えを

いただきたいと思います。 

○丸山議長 総務課長。 

○中川総務課長 １番目、字別ということで、まず、台風２０号ですが、住宅

関係で、２０号、在士が１件。 

○西川議員 細かいのはいいわ。 

○中川総務課長 台風２０号で、住宅と非住宅を合わせて２棟です。２１号に

つきましては、住まれているとこが全部で１３６棟で、住まれていない建物

が４７棟でありまして、被害額については把握しておりません。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 被害額が出ていないということなんですが、とりあえずそしたら、

もう一つ聞こうか。２番のやつもお願いします。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 農業被害の関係ですが、字別ではございません。全体として

９月の台風２０号がビニールハウスの被害が１６件で、被害金額としては５

７万８，０００円。２１号が、全壊、半壊など含めまして、ビニールハウス

の被害件数が４６件。被害総額としては２，５１４万１，２００円です。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 産業課の方は把握して、総務課の方は把握していないというのは、

私はおかしいと思いますよ。やっぱり、この数字はどこから出された数字な

んですか。 

○丸山議長 総務課長。 

○中川総務課長 総務課は公共設備なり町の施設については当然把握しており
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ます。先ほど言いました字別なりの報告については、区長さんの報告なり目

視の関係で、件数だけの報告で整理をしていますので、それぞれの見積もり

をとったり、町の方ではしていませんので、その金額は把握できないという

ことです。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 やっぱりその辺がお粗末だと私は思うんですよね。被害全額を把

握するために、やっぱり後々のことまで調べていかないと、実地検証されて

いないからそういうことになってしまうんだと思うんです。区長さん頼りに

なってね。やっぱり防災に関して、全部区長さんにお願いしているとか、そ

ういうことばっかり言っているわけですよ。町は絶対それを把握していない。

やっぱりそれを把握しなきゃ、県に報告するにしたって、住宅の件数は言っ

たけど、被害の金額は言わないと。県は被害金額まで言っているじゃないで

すか、おおよその。やっぱりそういうところも、それは担当者がいろいろと

おられる。この中にも書いてある。そういう担当者が調べないかんと思うん

ですよ、私は。そういうことを課長自身が見逃しているわけですよ。もっと

調べろと。やっぱり住民サービスのためにも、そういうことはやらないかん

と思うんです。そういうことが抜けていると、私は思う。 

 それで、産業課にちょっとお聞きしますけど、ビニールハウスで、これ、

シルバー人材のやつは入っているんですか。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 入っております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 じゃ、次に行きます。 

 公共建物の総件数、被害額、両方教えてください。 

○丸山議長 総務課長。 

○中川総務課長 台風２０号、２１号で公共施設が４２件で、被害額が３，９

５３万５，０００円であります。 

○西川議員 件数をもう１回。 

○中川総務課長 すいません。４３件です。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 そしたら、この上記３件で激甚災害なんていうのも全然指定基準

に入らないと思います。この辺は飛ばしていきます。 

 この上記３件で保険適用はなっているのかどうかというのは確認されてい

ますか。 

○丸山議長 総務課長。 

○中川総務課長 公共施設につきましては、町村会の建物保険に入っておりま
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すので、それで対応はしております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 産業課の方はいかがですか。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 保険につきましては、個人で入っておられますので、件数ま

では把握しておりません。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 おおむねそういうことが、保険適用、皆さん入っておられるので、

ほぼ、かわらが飛んだとかそういうことは、皆さん一応金額的には難を逃れ

られているんだろうとは、私は思っているんですが、今住んでいないとこの

家とかがあるわけですよね。そういうなのは、だんだんと雨漏りがしていく

とか、そういう形で崩れていく。これが先ほどの質問されていたいろんな、

住んでいない人の民家をどうするんだとか、寄付されたらどうするんだとか、

寄付はお断りやと言われてもどうしていくかとか、やっぱりそういうことも

あるので、その辺のところも行政としては、そういう家こそ担当者が見て回

って、どういう状況にあるかというのを確認せないかんと私は思うんです。  

 いろんな各課から出てきた報告とか各区長さんから来た報告をまとめて、

こうでしたと課長に報告するんやったら、これ、アルバイトでもできるんで

すよ。担当者としてのやっぱり資質を問われると思います。やっぱりその辺

は厳しく指導していただきたいなと思います。要は、住民に寄り添うという

ことが一番だと思いますので、その辺は適切にやっていただきたいなと思い

ます。 

 次に行きます。 

 公民館の改修というところで、公民館もいろいろ壊れたり、大体が悪くな

っているから補助金が欲しいということで、来年度ということになってある

んですが、その総額とか、改修内容というのをちょっとお聞かせください。 

○丸山議長 総務課長。 

○中川総務課長 まず、今取り組んでいる事業を簡単に説明させてもらいます。 

 まず、カーボン・マネジメント強化事業というのが国の地球温暖化対策の

関係でありまして、温室効果ガスの排出量を２０１３年度を基準に２０３０

年度までに４０％削減するというような目的で補助が出ております。この補

助をもらってＬＥＤ化なりエアコンを改修しようかなというふうに思ってい

まして、それに取り組んでいます。 

 この流れですが、まず２つの手続きが要りまして、まず、１号事業という

ことで計画を立てるというので、その計画を立てるのを、今、今年度やって

います。申請をして採択を受けましたので、上限１，０００万円の補助金を
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今いただきまして、１００％です。それで計画を立てると。当然削減計画で

すので、今施設を挙げていますのは、町の公民館、役場をＬＥＤ化にしたり、

ボイラーも傷んでいますのでそういうこと。あと、保健センター、長寺セン

ター、中学校ぐらいで、こういう施設で温暖化対策をしたいなという計画を

今年度つくります。それは補助金が確定したのでできます。 

 その計画内容によって、来年度審査されるので、その計画をつくって、来

年度に第２事業ということで、４月、５月に申請を出します。申請を出して、

採択を受けたらその３分の２が補助金としてもらえて、事業をするという流

れでありまして、たちまち公民館につきましては、ＬＥＤ化と１回フロアの

エアコン。これ、今、ガスでやっていますので、それをエアコンにするとい

うのと、２階も傷んでいるので、それを公民館については直そうかなという

段取りで今取り組んでいるところであります。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 ということは、来年度の夏はまだ直っていないというところにな

るかと思うんですが、町民の皆さんはいつ直すんだという発想を持たれてい

ますので、それなりのことは、広報なりに載せて、ちょっともうしばらくお

待ちくださいとか、何かいうことは知らしめないとだめだと思いますよ。 

 それと、ＬＥＤとエアコンという形で言われましたけど、屋根が壊れたと

かああいうなのは別な角度から補修するんですか。一緒にするんですか。  

 それともう一つは、私は舞台はどうするんやということを聞きたい。 

○丸山議長 社会教育課長。 

○大野社会教育課長 公民館の舞台の方です。確かにちょっと老朽化の方、お

っしゃるとおりしておりますが、随時、まずは今年度はスリッパ購入とか、

そういうところ、自動火災報知機の改修とかして、次年度は音響のメンテナ

ンスとかを実施したいと思いますので、舞台はまた随時検討してまいりたい

と思います。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 予算が伴うからということでおっしゃっているんだと思うんです

が、舞台も併せて、どれだけの金がかかるんだと。だから、これだけの金が

かかるから辛抱してください、来年度に回したいとか、そういう発想が知り

たいんですよ。つけ焼き刃みたいなことでやっていたんじゃ。いろんなもの

がきれいになるわけです。やっぱり舞台装置なんて、あんなもん、でたらめ

な舞台装置や。僕はこの間から何回か上がって見させてもらうけど、やっぱ

りよその市町村と比べてみすぼらしいというのは皆さんわかっていると思う

ので、やっぱりどういうふうに持っていったらいいのかということを、せっ

かくあるものを改修するならやったらどうですかと。その予算をちょっと今
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年は延ばしてとか、いろんなことを考えないと、その都度言われてきて、思

ってんねんけどまだ手ついていませんとか言っているんじゃなくして、思い

切ってきちっと計画は立てなあかんと思う、私。それでやはり皆が喜んで使

えるようにしてやらないとだめだと思うんですよね。やっぱりそういうこと

に気を配ってほしいなと思います。約束していただきたいと思います。 

 次に、音響設備に関しては、この間からいろんなとこで言っています。町

長も議長も教育長も不備なのはよくご存じなので、そこは大至急改装しない

と、使う以上、恥さらしみたいな、町民も困るし、他町の人が来ても恥ずか

しいような機能になっていますので、やっぱりその辺は早急にやっていただ

きたいと思うんですが、どうですか。 

○丸山議長 社会教育課長。 

○大野社会教育課長 音響設備の方です。確かにマイクの不具合とか、実際ご

ざいまして、ご迷惑の方もおかけしております。それで、メンテナンスの方

は次年度で点検をしていきたいと思っております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 メンテナンスするような設備じゃないでしょ、多分。やっぱり取

りかえんと、これ、だめだと思いますよ。それで、当面の措置として、私は

ワイヤレスマイク、スピーカー、これをちょっと各集落で持っているあの小

さいやつじゃなくて、もうワンランク上ぐらいのやつで、１台をちゃんと設

置しておくという形にしないと、今の線をつないでやっていて、途中で声が

切れたりとか、マイクをぎゅっと持っていかなきゃ声が入らないとか、そん

なマイクじゃだめなので。その設備を設置されたのが何年か知りませんけど、

多分部品がないとか言われてしまうのが落ちだと思うので、そういうところ

は思い切って改修することを考えていってほしいと思うんですが、いかがで

すか。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 大変ご迷惑をおかけしていまして申しわけございません。ま

ずは空調の工事ということで説明させていただきました。それからまたステ

ージの方も、おっしゃるとおり、順次計画を立ててやっていかなあかんなと

いうことは改めて感じております。 

 音響設備につきましても、今ちょっと大野課長が来年という話をしました

が、できるだけ早く、まずは点検してもらって、どうなんやという状況を早

くつかんで対応させていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いし

ます。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 よろしくお願いしたいと思います。 
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 それと、現状で使っていくのなら、教育委員会としては許可して貸してい

るわけでしょうから、誰かがあの会場に常駐しているということだけはご約

束ください。 

 それから、先ほどスリッパの話をされましたけど、スリッパ、今年買うの

かどうかということですけど、現状で、はけないスリッパが入っているわけ

ですよ。あんなものは捨ててまわなあかんと思いますよ。裏がちぎれている

とか、その辺も点検して、やっぱりやっていくようなこと。この間言ったか

ら整理されたかもわかりませんけど、そういうこともやっぱりふだんからの

気遣いが必要やと思いますので、その辺はよろしくお願いしておきます。 

 次に、デイサービスについてお聞きします。 

 再検討という話がしたかったんですが、私は３月末までにいろんな事案で

検討されて、その辺が出てくるんだというのが私の本音だったんですけど、

現状はそんなところじゃなくして、今、社協の方からは、町長、議長宛てに、

今後は弁護士を通じてしゃべるというような話になっているんですが、例え

ば今現状で、社協との話は保健福祉課もやっぱり弁護士を通じないと話がで

きないのかどうか、お聞きします。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 はい、その状況でございます。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 何か裁判所にいてるような気がするんですけど、こんな姿は、社

協はちょっと何か勘違いしているのと違うかというふうに思うんですよね。

やっぱりこれ、早急にやっていただきたいなと思うのが、今、監査委員さん、

忙しいんですけど、補助金を出している以上は至急に会計監査に入らないか

んのと違うかと思うんですがどうですか。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 社協の定款の方で、このデイサービス事業については、

今までの経緯がありまして、評議員会の方で定款に基づいて諮っていただく

というのが順序だと思います。今、まだそれがされていないという状況でし

て、また監査の方につきましても、デイサービス事業については指定管理と

いうことでお願いしておりますので、監査が入れるという状況にあると考え

ます。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 指定管理に入っているからという問題は１つあるかと思うんです

が、社協そのものに監査に入らなあかんと、私は。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 福祉専門員について補助金を出しておりますので、福祉
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専門員の業務の範囲については監査に入れると考えます。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 福祉専門員とは誰のことを指すんですか。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

 ８番の木村議員が聞こえんと言っていますので、もう少しマイクに近づけ

てよろしくお願いします。 

○米田保健福祉課長 ２９年度につきましては、当時の係長と主任と、もう１

人主任が２人おりましたので、３名について補助金を出しておりました。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 それは事務職員ですね。やっぱりそこは入らなあかんと思う、私

は、監査に。やっぱりそこが今ネックになっているんですから、そこら辺は

やっぱり入っていかないと難しいと思うんですよ。金を出している以上、監

査する権利はあるはずですからね。やっぱりその辺のところは、どうやって

も入っていただきたいですし、至急にと思います。弁護士が入らないとしゃ

べれないとか、そんなの異常な事態ですから、そこをどうするか。 

○丸山議長 総務課長。 

○中川総務課長 弁護士から通知が来ているのは事実でございます。それで、

まず、社協の意思決定は、誰が何をどうするのかというので、ちょっと定款

を調べさせてもらいました。定款には、老人デイサービスセンターの事業の

経営をするというようなことが決まっていて、これをやめたりする場合は、

当然、定款変更が要るというのがわかりました。それと、物事を決めるのは、

まず、理事さん、評議員さん、監事さんがいまして、理事は社協の代表とし

て外向きにはしゃべりますが、中の意思決定は評議員会が決めるというふう

になっています。評議員会に事業計画の変更なりでデイをやめるというよう

な通常プロセスはされていなかったらあかんと思いますが、それがされてい

ないと。 

 それで、町が唯一言えるのは、評議員は８人いますが、１人が保健福祉課

長なので、いったら社協の内部組織員です。だから、まず評議員会を開けと。

開いて、そこで町の意思を表明させてもらうと。表明させてもらって、ほか

の８人の評議員さんが、それでもやめですよと言ったら、社協の意思決定で

す。ただ、そのプロセスが踏まれていないので、とりあえずうちは、それを

開いてもらえと。町として、町民の民意なり、議会から意見を聞いたことを、

とりあえずそこで発言させてくれと。あとはそっちの、社協の方で委ねて結

論が出るであろうと。それはそれで民意やと思うので、町のスタンスはそう

あるべきやで、そのように申し入れようというふうには保健福祉課長には言

っております。 
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 監査の関係ですが、地方自治法１９９条の７の規定で、監査はできます。

その内容を調べますと、指定管理をした事業全てについてはできますし、と

いう項目と、補助金を出しているので、援助団体という位置づけがあるので、

援助団体についてもできます。ただ、制限が補助金を使っている範囲内とい

うことで、今、保健福祉課長が申しました福祉士、いわゆる事務局員ですね。

事務局員に対してなので、事務局員の通常業務なりそういう部分については、

監査はできるという、一応制度にはなっております。 

 以上です。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 監査は入れるということのようですから、監査に入っていただき

たいとお願いしておきます。早急に入っていただかないと、住民さんがある

程度困っていくと、いろんな組織の中でボランティアさん自身も困っておら

れることがあります。はっきり聞いています。評議員さんの中にも、「やっ

ぱりあかんわな」といって言っておられる方もいらっしゃいますので、やっ

ぱり甲良町の社協としての、そこに問題があると。今後それを、都合が悪い

と弁護士を通じてしゃべるという組織は、私はもう組織のていを成していな

いと思いますので、やっぱりこういう問題が起こっているという問題を町民

に公表すべきではないかと。広報に載せるとかいうことをやらないといかん

と思うんですが、いかがですか。 

○丸山議長 総務課長。 

○中川総務課長 とりあえず、今言いましたように、保健福祉課長も内部組織

なので、まずそれを開いてもらって、そこでルールどおり意見を言うと。ま

ず理事者側もそれを開いて議案として出してもらうと。今まで口頭報告だけ

だったらしいので、事業計画の変更なり定款の変更なりを議案として出して

もらって、そこで議論してもらうということで、その結論が出たら、当然こ

んな結論でしたよというのは公表できるとは思います。それをするようにと

いうことで今働きをかけてもらっている段階であります。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 手順を踏まないかんところもあるかと思いますので、その辺、若

干の猶予は与えないかんのかなと思うんですけどね、行政としても。やはり

いつまでも放置するわけにいかん話ですから、恥さらしみたいなことをいつ

までも放置するわけにいかんと思います。総務委員長、またいろいろと言わ

れるかと思いますので、後でまた聞いてください。 

 それと、三セクにするとかそういうことはできないんですかね。今のデイ

サービス。 

○丸山議長 保健福祉課長。 



－100－ 

○米田保健福祉課長 第三セクターについては、やはり事業の運営に自治体が

財政負担をするということになりますので、この介護保険事業につきまして

は全国的に社会福祉協議会が、保険制度が導入されたときにはこのデイサー

ビスを実施ということで、今、時代の流れの中で民間の介護保険事業所がか

なり増えてきて、充実してきました。そこで、全国的に社会福祉協議会がそ

の義務を一定果たし終わり撤退するということが、そういう動きが起こって

きております。社会福祉協議会としては、沢山の事業をやっている中のデイ

サービス事業は、その１つということになると思いますので、甲良町の介護

保険事業につきましては、甲良町の介護保険運営協議会というのがあります

ので、その中でまた諮っていきたいと考えております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 デイサービスが赤字なら、いたし方ないかとは思うんですけど、

利益が私は出ているん違うかなと思います。その辺が今、大津でガスが民営

化になりまして、あれでも株式投資を、大津市はしていますよ。ものすごい

利益を見込んでいます。毎年の予算の中で繰り込んでいくという話をされて

いましたけど、そういう形でも参画はできるんじゃないかなというふうに思

うんですが、いかがですか。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 介護保険運営協議会の中で、またそういう話もさせてい

ただいて考えていきたいと思います。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 よろしくお願いしておきます。また結果を聞かせてください。  

 次に、学校教育についてお聞きします。 

 今、教育長さんが当初に木村議員の質問とか、阪東議員の質問のところで、

冒頭お答えになりました。私も９月議会、以前から取り上げている話なんで

すが、教育長はすぐに結果は出ないとおっしゃいましたけど、これはその辺

は私も理解はしたいんですが、教育長にお聞きしたいのは、なぜ私立の中学

校へ小学校から行く人が多いのか。これがどんどんどんどんエスカレートし

たら中学校を閉鎖せないかんような形もなるのと違うかなというようなおそ

れもあるんですけど、今、その辺のところの教育長のお考えを聞かせてくだ

さい。 

○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 失礼します。質問ありがとうございます。私立の中学校へ子ど

もたちが本町から出ていくというような現象は随分以前からあったように捉

えています。その１つの要因としまして、進路選択の自由ということで、子

どもたちが自分の自己実現に向けてどういう進路をとったらいいのかという
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中で選択をしていくものだと思っています。 

 ただ、やっぱり甲良町内の生徒ですので、児童ですので、中学校教育、小

学校教育を充実させながら、中学校へ行って勉強しよう、地元の小学校へ行

って勉強しようというような魅力ある学校づくりを、やっぱり教育現場とと

もに、教育行政も努めていきたいと。そのことが、地元の小学校へ進み、地

元の中学校へ進学していくというようなことにつながるんであろうというよ

うに思います。 

 西川議員からは人口減少に歯どめ、あるいは他市町からの移住というよう

な点で教育の役割もあるのではないかという意味合いでご質問いただいたと

いうぐあいに捉えています。 

 以上でございます。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 教育長がおっしゃっている意味はよくわかるんですが、私はちょ

っとこれ、きついかもわかりませんけど、前から言っていることなので聞い

てください。今、９月議会では学力の話がなかなか出なかったんですけど、

最後の方で出ました。滋賀県の中でも、やわらかく書いていますけど、低い

方にあるんだというのは事実だと思います。これを向上させるためには、私、

先生の方へみな持っていくんですけど、やはり先生も長年やっておられて、

それで先ほど学校教育課長も言っておられました、何年ぐらいのベースで考

えるんだとか、いろんなことを言われましたけど、いつまでたっても同じこ

と言ってはる。そこをどうするのかということをお聞かせください。 

○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 ご質問にあります低い方にある学力に甘んじるのではなく、向

上させる責任感という、ここが全町民の願いであるというように、本当に重

く受けとめております。そういう責任のある教師を養成したいということで、

教育現場の教職員も一生懸命日々の教育活動に精を出して頑張っております。 

 ただ、学力調査の結果の学力の面の弱さというものをどのように捉えて分

析して、授業づくりもありますが、もう一つは、子どもの学習への意欲をい

かに高めるのかという視点が少し薄いように、先日の参観授業でも捉えまし

た。そのようなところを大事にしながら、責任ある教師を現状の教員を育成

するという、そういう方向で授業力を高める指導を進めてまいりたいと思い

ます。 

 それから、学力低位な子どもはもうわかっているわけですから、そのこと

を解決の方向へ導くための、放課後、あるいは家庭訪問による個別の学習支

援も充実させなければならないというように思っています。 

 ３つ目には、やっぱり教師もみずから意欲を持って自己研修、授業づくり
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の研修、あるいは仲間づくりの研修、暮らしづくりの研修というように、研

修に努めるというような意識を高める必要があろうかと存じます。 

 そして、４つ目には、そういう指導等を繰り返しながらも、なかなかそち

らの方に力を向上させることができないという場合には、やっぱり教育長に

は人事権を課せられていますので、その辺の人事によって、教育現場に新し

い風を吹き込ませて活性化を図るという、そういうようなことも４つ目には

考えております。 

 以上でございます。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 ４つ目のことをやっていただきたいなと私は思います。毎年毎年、

町でも大きな予算をつけて学校教育の方に教育予算というのはついているわ

けですから、それでいて一向に改善しない。それは何か原因があるんやと思

います。やはりそこを徹底的に分析しなけりゃいかんのやと思います。それ

には、やっぱり先生、生徒、家族、ＰＴＡ、それから行政、地域、その辺で

もっていろんなことを協議していただいて、どこに問題があるのか、何を改

善すればいいのかということを出していただいて、それを含めて徹底的な協

議をしていただいて、結果を出した中で、それを先生と生徒に直接当たらせ

るという方向に持っていかないと、口で何ぼいいことを言ってやっていても

能力は向上しないと思いますので、その辺はひとつよろしくお願いしておき

ます。 

 それと、それに対するバックアップというのはいろんなところでやってい

かな、行政も議員の方もいろいろやらないかんことは確かです。よく「学校

を見に来てください」と言われるんですけど、言われた日に行ったんじゃ、

「おとなしくしてろよ」とか、何か指示が行ってあるはずやから、そんなの

は何のあれもないと思いますので、行くなら抜き打ちやということで、やっ

ぱり我々が行くときは、そう思って行きたいと思いますのでよろしく。 

 それと１つこれは、答えられるかどうかわかりませんけど、よその地域の

生徒と、人間としては同じの子なんですけど、どこがどう違うんですかね。

低学力にあるということは。 

○丸山議長 教育長。 

○松田教育長 同じ人間ですが、おぎゃーと生まれた子どもを育てる環境面の

充実の度合いが少し違うように思います。それは町内においてもそのことが

言えると思います。ですから、家庭支援を充実させたいと、そのことが１０

年先の学力の向上につながっていくというように見立てています。 

 そして、子育ての不安、今若い親さんは非常に悩みながら、不安を持ちな

がら子育てをされています。それは、１つは、やっぱり核家族化とか、そう
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いうことも進んでいますので、その辺で身近に悩んだときに教えてもらう人

も随分少なくなってございます。その辺の人的な環境も含めて、そこに若干

の違いがあるように、自分自身は考えて、やっぱり家庭支援を大事に、そし

て子育て不安に、あるいは迷いに答えていくような教育施策を打って出ない

と、子どもの学力というのは向上していかないというような捉えをしており

ます。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 いろんなバックアップとしては、よその学校も甲良町も同じよう

に経費はかけて、予算を出してやっているはずですので、そこで結果が出な

いというのは先生には苦しいですね。お叱りをするわけじゃないんですけど、

いつまでたっても同じ地位におるというのはどうしても改めてほしいなとお

願いしておきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 次に、その中で学校教育課長、考えてきたと思うんですけど、生徒の特徴

として秀でているものは何かということをお聞かせください。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 本町の子どもたちの特徴、よいところということで、私

は子どもたちが大変伸びやかで人懐っこいところが甲良の子どもたちのとっ

てもいいところだなということは感じております。本当に臆することなく自

分の考えを言うことができるというのは、荒い言葉遣いで時々は言うことも

あるかもしれませんが、自分の思いを表に出せるということは、これは素晴

らしいことだなと私は思っております。 

 もう一つは、仲間や先生を大事に思う、そういう気持ちが秀でているとい

うふうに思っています。これは学力・学習状況調査の中でもデータとして出

ていた部分でございます。 

 それから、中学校では生徒が部活動にとても熱心に取り組んでいます。こ

れはほかの学校にも負けないぐらい、ただひたすら、本当に熱心に練習に取

り組んでいる姿がございます。こういったところは目標に向かって真剣に取

り組んでいるというところがよいところだと感じております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 そういう意味合いのところがよくわかったんですが、それを勉学

の方にも方向を転換していかないかんということだと思います。 

 それから、スマホについてお聞きします。皆さんお聞きになっていました

けど、スマホの機種ですよね。何でもできるスマホなのか、規制のあるスマ

ホがあるでしょ。そういうものにしているかどうかということ。要は、そん

な普通のスマホを持たせていたら、授業なんてしませんよ。ぱっぱっぱっと

できるんですから。やっぱりそういうことを、どういうふうに規制している
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か。校則はあるのかということをお聞きしたいんですけどね。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 すいません、どういった機種を子どもたちが持っている

かというところまでは把握はできていないんですけれども、スマホといった、

そういったものを持たせていただくのは保護者さんのご意思ということにな

っておりまして、学校の方でこういうスマホは持たせてください、こういう

のはだめですということは一切言っておりません。学校には必要ございませ

んということで申し上げているので、ご自宅で使われる分には保護者さんの

責任のもとで使っておられると思いますが、学校には持ってこないでくださ

いねということを申し上げておりまして、スマホに対しての規制というのは

ないのが現状でございます。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 スマホに対する規制というのは一遍県と相談していただいたらい

いんじゃないかなと思うんですけどね。やはり、普通のスマホを持っていた

ら、皆、いろんなニュースを見たいとか、ほかのことをしたいとか、ゲーム

をしたいとか、やっぱりやるわけですよ。そしたら授業なんてそっちのけで

やると思いますよ。やっぱりその辺は何らかの規制処置をやっていかないと

あかんと思うし、県の方に一遍相談するなり要請したらどうですか。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 県の方からは、いじめ対策支援室の方から、こういった

ことの危険性について保護者さん、それから学校の方に啓発をするようにと

いうことで指導を受けておりまして、そういったことをたびたび学校を通じ

てＰＴＡにもお知らせいただいているところです。そういったことを保護者

さんが感じていただいて、子どもたちに指導していただくなり、いろんな規

制をかけていただくとありがたいなと感じております。これは啓発しかない

のかなと思っておりますので、こういったことは続けていきたいと思ってお

ります。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 これも広報でやるといいと思いますよ。皆さんに知っていただか

ないとあかん話ですのでね。個別に親御さんに言っているだけではまずいと

思います。 

 次に、４番目の英語教師にかわるロボットを導入したらどうかということ

なんですが、これ、アルト先生やとか、いろんなことを言っておられるんで

すけど、京都市か奈良市かちょっと記憶、忘れたんですけど、採用したはず

です。やはりそれのいいところは、絶対に忖度しないんです、子どもに対し

て。今、あんたの順位は何番目だというところまで答えを出すロボットだそ
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うですよ。一遍その辺は勉強してみてください。お願いしておきます。 

 それから次に、中学校の水泳の授業はなぜないのかということをお聞きし

たいと思います。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 中学校では今、水泳の授業をしていないというよりは、

実技をしていないというのは事実でございます。水泳については、学校の方

では、各学年、実は教室の方で水泳の授業をしているということです。勉強

ですね。泳法について学んでいるということで、授業をしていないというわ

けではないんですけれども、実技の方の指導はできていないのが現状でござ

います。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 勉強はしている。いわゆる室内でやっていると言ったって、泳げ

へんねんやね、全然。やっぱりそこが今、これはある父兄から聞いたんです

が、高校に行ってから困るんだということなんですね。それで、水泳の授業

があって、その子はカナヅチらしいんですけど、小学校の時代で泳げたと。

中学校に入ってから全然泳いでへんから、いったら、５メートルぐらいは泳

げるんでしょうけど、全然追いつけへんとか、やっぱりそれとか、水着はま

た買わなあかんと、やっぱりそういう問題とかね。３年間のために買わなあ

かん。中学校で行っていたら、伸びるやつやったらまた高校時代もいけるん

か知りませんけど、そういうことの問題もあるし、泳げないとやっぱり単位

が落ちるわけですよ。そこら辺が、体育の単位が落ちるから、これは何とか

ならんのかなというお願いをしてほしいということで聞いていますので、ど

うですか。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 今、水泳を実施しないということが、理由を聞きますと、

いろんな生徒指導上の面があって、水に入るということですので、少し命に

かかわることもあり、懸念されるということで行っていないという実情があ

るようです。 

 ただ、今おっしゃるように、子どもたちの学力という、泳力というか、そ

ういったものを考えますと、やはり積極的な指導をしていく必要があると思

いますので、これからちょっと学校の方と相談をしまして、何とかそういう

方向でいけるように努力したと考えております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 中学校の場合は隣にプールがあるんですよね。小学校は両方来て

やっているし、中学校もただそれを取り入れたらいいだけで、命にかかわる

というのは、そんなことは、私は今、準備運動とかそういうことをして、そ
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れやったらどこの小学校でもあるし、よその町でもあるし、そこまで心配す

ると、果たしていいのかどうか問題があるんですけど、今の町民プールを利

用して泳げばいいんじゃないですか。泳がせると何か問題が生じてきますか。

どこか答えていただきたい。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 確かにとてもよい施設がありますので、そちらを利用さ

せていただくというのは大変ありがたいことでございます。 

 先ほどからちょっと中学生が思春期でという話をさせていただいているん

ですけれども、いざ泳ぎましょうとなったときに、小学生のときと違って、

すぐに授業に喜んで意欲的に取り組む生徒がほとんどというわけではないそ

うでございます。安易に、今日欠席、授業を休むという子も増えてきている

という現状の中で、そういうふうにして皆が見学ということになってしまう

ぐらいであれば、授業の中で、教室で泳法について皆で一斉にきっちりと学

んだ方が教育効果が上がるという判断で、今は教室でやっているという、そ

ういうことなんです。 

 ですので、ちょっとそれぞれに、中学校の方も事情がありますので、今議

員がおっしゃったことももちろんでございますので、これから中学校と話を

進めていきながら、改善をしていきたいと考えております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 ちょっと私も深くはわからないんですけど、高校は全校プールが

あるんじゃないですか。それで、その辺で皆泳ぐようになっていると思うん

ですよね。今、授業をサボっているとかどうのこうの、高校に行ったら困る

よという指導をすればいいんじゃないですか。その辺一遍調べてほしいと思

います。 

 次に、６番目の話ですが、荒れているクラスがあると、私は聞いたんです

が、正直なところを教えてください。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 私もいろんな学校に、参観に寄せていただきまして、い

ろいろ授業の様子を見せていただいている中で、学級によっては子どもたち

が授業のチャイムが鳴っても授業に入らないという現状があります。そのと

きには、担任や支援員の先生方がその子どもたちのところへ行って、声をか

けて、授業に入りましょうということで促して、そうしますと、促された子

どもたちは、わかったわということで、ぞろぞろぞろと授業に入って、そし

て、自分の椅子のところに座って、そして授業を受けるという状況が見受け

られます。いったん授業が始まってしまうと、担任の先生の話に耳を傾けて

授業を受けています。 
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 もう一つは、時々私語が見られる現状がございます。それも、先生が注意

をされるとやむという現状もありますので、授業が全くできずに荒れてしま

って大変という状況は見受けられないかと思っております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 暴れたりなんかはしていないんでしょうけど、先生が嘆いておら

れる事実はあるようです。小学校だと思います。その辺はひとつよろしくお

願いしておきます。 

 次に、６番目の甲良町を維持・発展させるためにという質問を事前に各課

長さんに投げかけておきました。回答をいただいておるんですが、１５分ぐ

らいしかないので、そんなにようけは行けないと思うんですけど、順次お聞

きしていきたいと思います。自分で答えを述べてしまうところもあるかもし

れませんけど、ひとつよろしくお願いしておきます。 

 総務課長に聞きます。防災について、ソフト面を充実するとまずおっしゃ

っていますけど、これはどういうことをされようとしているんですか。 

○丸山議長 総務課長。 

○中川総務課長 やっていますが、数年前までは防災訓練なりもやっていまし

たが、中身が充実できていなかったので、避難所の開設をしたりとか、住民、

町民さんになるべく多くかかわってもらったりとかいうようなことで防災意

識を高めたりしていますのと、去年についてはシンポジウムなりということ

で、そういう専門家を呼んで防災意識を高めたりというようなこと、啓発的

なことも含めてですが、そういうことが大事であるのではないかなという意

味で書かせてもらっています。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 次に、適正な人事管理を行うと。これ、皆さんに言っておきます。

維持・発展するために答えをいただいていますので、今話をしていますので、

よろしくお願いします。 

 適正な人事管理を行うということがあるんですけど、先日の記者会見を私

も見ていましたけど、不法・不正を見抜いたときに通報する窓口を設けてい

るようですが、正常な窓口を設置しないといかんのと違うかなというふうに

も思いますし、現状では情報や都合の悪いことを包み隠されている節がある

と思います。やっぱり嫌なものにふたをするのじゃなくして、真の改革を求

めるためにも、やっぱり適正な人事管理を行う以上は、そういう相談窓口と

いうのを設けられたはずですから、やっぱりその辺をきちっと運営していっ

て、運用してもらわないかんと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それと、財政健全化というところの問題なんですが、町民のためにですか
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ら、町内だけの話じゃなくして、国や県へやっぱりいろんな事業予算をとり

にくい。これが第一前提だと思いますのでよろしくお願いします。 

 次に行きます。 

 企画監理課長にお聞きします。いろんな計画を出されていますが、まちづ

くりに無関心な人がようけいてるわけです。特に、無関心層は６０歳以上の

人が多いと思います、今。やっぱりその辺のところの人の意見集約をして、

知恵や発想力を出してもらって、どういうふうにしたら行政がうまくいくか、

町がうまくいくかという提案を出してもらって、自分たちも検討するとかい

う形のものをとっていかないと、それで、それも半分ボランティア的な精神

ですよ。今、６０歳がいいかどうかは別として、６５歳、今、７０歳以上で

２５％の企業が雇用契約続投を示していますし、９９．８％が７０歳までは

オーケーみたいな企業の姿勢ですから、なかなか遊んでいる人はいないかも

わかりませんけど、やはりそういう人たちはいったん退いていますので、そ

れに対して、行政に対して協力を求めるということを示さないといかんと思

います。この辺が１つの課題だと思うんですけど、それを何かでぽっと流す

んじゃなくして、６０歳以上か６５歳以上か、その辺は決めていただいたら

いいと思うんですけど、どういうお知恵があるでしょうかというお願い書み

たいなやつを１人ずつに出されてやっていくような発想は持てないでしょう

か。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 貴重なご意見ありがとうございます。アンケート結果で

はなく、今経験豊かな方のマンパワーをどう活用するのかというようなお話

でいただいたと解釈しております。そういった件につきましても意見を参考

にさせていただきまして、今現在、今後、来年なんですけれども、町の新し

い総合計画を検討していくということになっておりますので、その折には参

考にさせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 次に、企画で検討されている池寺の土地の話ですが、私も壮大な

提案をしたいと思っていますので、一遍聞いてみようということがあれば、

時間をいただければお話に来ますので、いかがですか、私の意見を聞く。そ

んなもん、もうええわということになりますか。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 一度お時間をいただけたら幸いです。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 ということだそうですので。 

 次に、住民課にお聞きしますけど、住民課、この辺、日常的な業務が多い
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ので大変なことだと思います。その辺のところで１つ、いわゆる水分の多い

ごみのことですね。この辺が一番金が、経費がむだ遣いになっていく大きな

要素だと思うんですけど、この辺もやれるかやれんかはちょっと協議しても

らわないかんのでしょうけど、防災無線で毎週の行事予定とかそういうこと

を話されていると思うんですけど、そういうときに、お題目を唱えるがごと

くに、水分を減らしてくださいということを毎週毎週お願いするとかいうこ

とをやっていく。あるいは、ごみの分別、種類でグラフをつくって広報に載

せるということで、むだな月にはこんなむだが出ましたと。やっぱりいいと

きには、「ご協力ありがとうございました」とか、そういう形で取り組むこ

とができませんか。防災無線が使えるかどうか。 

○丸山議長 住民課長。 

○小林住民課長 防災無線の活用の方はしていけると思います。ただし、西学

区、東学区ありますので、共通で言えないところがございますので、その辺

はまた広報とかを活用してやっていきたいと思っております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 それと、滞納問題も大きな課題だと思いますので、その辺にも取

り組んでいただきたいと思います。 

 それと、行政管理組合のごみ焼却場の問題。これは住民課だけの問題じゃ

ない。こと、定住圏の問題だと思うんですが、やはり解決策を見出さないと

いかんと思うんですが、皆さんから私、総スカンを食らうんですけど、もう

今さらとなったら琵琶湖しかないだろうと、私はそう思っていますけど、そ

ういうこともちょっと片隅に置いておいていただければいいかなと思います。 

 次に、保健福祉課にお聞きしますが、これ、繰り返しやっておられるから、

大変これも日々の行政の中で取り組んでおられるのでいいかと思いますので、

このことをやっていただきたいと思うんですが、継続して。 

 今後の問題として、高齢者の見守りが大変になっていくんだということが

言われています。そこで、デイサービスはなくしていきたいという方向だと

いう考えがあるんですけど、それもそうですが、それはちょっと横に置いた

話として、各集落の集会所、あるいは公民館だとかそういうところへ年寄り

を毎日、週に３日とか２日でも３日でも集まっていただいて、そこをボラン

ティアさんで時々見に行く程度のことで開放するということを計画できない

のかなと。年寄りが憩える場ですよね。広いとこがええのか、狭いとこがえ

えのか、空き家がええのか、その辺はちょっとわかりませんけど、週に２、

３回行けるようなところをつくって、ボランティアさんの資格がどの程度要

るのかという問題はちょっとありますけど、そういう形の中で、集落の中の

ボランティアさんで管理していただくと。今、サロンだとかそういうことを
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やっていますけど、それはそれでやったらいいと思うし、日々２、３人の人

が来るのかわかりませんけど、そういうふうな集落でやるということができ

ないでしょうかね。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 貴重なご意見ありがとうございます。区ともまた話をし

ていかないと、公民館の活用という形になると思いますので、前向きに、週

に２、３回となると、なかなか大変かと思いますけども、考えていける材料

ではあると思います。ありがとうございます。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 ひとつよろしくお願いしておきます。また、滞納問題もひとつよ

ろしくお願いします。 

 次、産業課にお聞きします。 

 農業のやつで、収益を上げられる農業をめざすと。これも昔から言ってい

る話なんですが、これはこれ。それで、観光振興もあります。これも当然だ

と思いますので、ひとつ今後もやっていただきたいんですが、町内の、私、

１つ思うのは、図はできているんでしょうけど、道路としてきちっと整備さ

れているかという問題。神社仏閣参詣道路というのをつくったらどうなのか

なと。自転車でな。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 サイクルのマップというのは確かにありますので、そういう

のが活用できるように、それで、レンタサイクルなどを活用して回ってもら

えるといいのかなと。それを一極に集められたら一番いいんじゃないかとい

うので道の駅を書かせていただいたということです。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 それはそういう形で、道の駅をスタートという形でやられるんだ

ろうと思うんですけど、この神社仏閣参詣道路を、私、ひとつ利用して、前、

６町の議長会のときにいろいろ言っていたんですが、今、知事は「ビワイチ」

を言っていますよね。琵琶湖周辺を言っているんです。これをやっぱり「ヤ

マイチ」をつくって、神社仏閣をずっと回っていくような道路を、自転車道

をつくったらどうかなというふうに思いますので、その辺はまた一遍大きな

中でやっていただきたいなと思います。 

 それと、高虎サミットのときに、知事の代理で挨拶した人がいてますね。

県の観光課の課長やったっけ。 

○丸山議長 産業課長。 

○北坂産業課長 ここ滋賀の推進室長さんが来ていただきました。 

○西川議員 観光振興もやっていると、何か言っていたな。あの人は甲良町の
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人ですので、やっぱりああいう人の知恵をかりて、国の、県の予算とか、何

かええことを考え、提案してくれると思いますので、その辺をやってほしい

なと思います。 

 それと、高齢者、いわゆる７０歳以上というか、６５歳以上でもいいんで

すけど、新規事業を立ち上げられるような人を応援してやるとかいうような

ことで、高齢者がどんどんどんどん増えるので、その辺はちょっとお願いし

ておきたいと思います。 

 それと、「ヤマイチロード」がインバウンドにもつながるんですが、この

間、鶏足寺に行きましたら、２時過ぎに行って、私、３時ごろにおりてきて、

４時までの開放時間やったんですけど、もうおりてくるときに、１，０００

人以上の人が歩いてくるんですよ。だから、当日あれ、５，０００人以上入

っていると思う。２００円取っているんですけど。そういう形で、鶏足寺と

いうのは古いお寺があるだけで、中に仏像が入っていません。散策するだけ、

こんな汚い紅葉、何で見に来るんやと。こんなとこに大挙して来るわけです

よ。やっぱりその辺が、何か１つだなと思うので、私は犬上川やとか、せせ

らぎを中心にして、紅葉や桜を植えて、やっぱり人に来てもらえる、歩いて

もらえるようなところをつくらなあかんのと違うと。それには駐車場も要り

ますけど、そういう問題もあります。 

 それともう一つは、一番大きな問題は、犬上ダムの堆砂の問題。これは甲

良町も取り組んでいかないかんはずですので、その辺をやっぱり大きな問題

として取り組んでいただきたいなと思います。 

 それから次、建設水道課にお聞きします。 

 なかなか予算の少ない町で、新たな計画もなかなかないところでいろいろ

やっていただいているんですが、今日、多分衆議院が通過したと思うんです

けど、水道事業の民営化が決定されたと思うんですけど、これが住民にプラ

スなのか、町にとってプラスなのか、その辺のところも早目の段階から計画

してほしいなというふうに思います。 

 それと、事業における新規事業をつくるという発想もあるんですけど、そ

れ以外に、今やっている事業で追加予算がとれないかとかいうことを、やっ

ぱりいろいろと考えていただいて、国・県に予算要望をしていただくという

ことをやっていただきたいと思います。 

 それと、滞納問題、水道解消、これ、民営化するときに、この滞納をどう

いうふうに、もしするとすれば、どう処理するのかという問題。一緒につけ

て持っていってくれたらいいんですけど、なかなかそうはいかないと思いま

すので、よろしくお願いしておきます。 

 次に、人権課の話ですが、これは大きな問題で、私が言っているところと
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も合致するところはあるんですが、スマートシティーという問題と甲良町総

合グラウンドの活用について。これは甲良町のグラウンド、これだけ大きな

ものがあるわけですから、もっと整備して、よそから使ってもらえるような

ものにしたいということが書いてあるんだと思うんですが、資金調達の問題

等が課題としてはあるわけですけど、構想としてはいいことだと思いますの

で、頭の中で、私も置いておきます。 

 それから、教育委員会で、先ほどから質問もありました、いじめ問題が想

像以上に滋賀県で件数が多かったんですが、いじめの大小はあると思います

けど、これはＰＴＡには全て知らせているんですか、甲良町の場合は。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 甲良町教育委員会としては、保護者さんの方には広報は

しておりませんけれども、各学校の方で、ＰＴＡの評議員会等ではお知らせ

をされていると思います。確認はできていません。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 確認できていない。せないかんのちゃうん。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 失礼しました。校内のいじめの対策協議会を持っており

ますので、そこでは話が出ているはずでございます。失礼いたしました。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 その報告は上がっているということですか。 

○丸山議長 学校教育課長。 

○上橋学校教育課長 こちらの方には文章ではいただいていはいなんですが、

報告は月々上がってきています。その報告をしたかどうかについては上がっ

てきていませんけれども、いじめの件数はこちらの方に上がってきています。

それは県の方にも報告しています。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 上がってきていますというだけでは私はあかんと、前も言ったん

ですけど、教育委員会もここで協議せなあかんことだと思うんですよね。滋

賀県の場合、ものすごい多かったので。甲良町の場合も、本当に件数を教え

てくれないんですけど、皆さん、やはり把握して、やっぱりどこが問題なん

だということを、大津みたいな話に発展してもいかんわけですから、その辺

はきちっと管理されておかなきゃいかんと思いますよ。 

 あと、次、老壮大学とか、フォーラムをよく実施されるんですけど、実施

まではいいです。その先の目標までを示してやる必要があると思うんですが、

いかがでしょう。 

○丸山議長 社会教育課長。 
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○大野社会教育課長 老壮大学の目標については、年度当初の開講のときにお

話をさせていただいております。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 だから、そのやった後の先のことを示してやらなあかんのと違う

かと。これは各自に勝手に判断せえ、ただ聞いて帰ってそれで終わりではだ

めでしょということを言っている。 

○丸山議長 社会教育課長。 

○大野社会教育課長 次年度の開講のときに、またその辺を考えて実施したい

と思います。 

○丸山議長 西川議員。 

○西川議員 それとあと、滞納問題をひとつよろしくお願いしておきます。こ

れで払わない人の家庭では見習っていくということが起こり得ますので、こ

の辺は小さいころから、こういうことをしてはいかんのよということをわか

るような形で指導していってほしいと、回収に全力を挙げてほしいと。 

 それと、あとちょっと全員に、全てに通じるんですけど、昨今いろいろ問

題が起こりますと、やたらと弁護士さんを使うというのがはやっているんで

すけど、これは経費のむだにつながっているんだと思うんですけど。これは、

先ほども建部議員がおっしゃっていましたけど、やっぱり自分たちで勉強し

て、自分の資質を向上させる。能力不足を棚上げして、外注していると見ら

れるとこもありますので、自分たちで解決できる問題、勉強したらできる問

題、こういうことにやっぱり積極的に取り組んでもらわないと、何でもかん

でも弁護士に相談して、こういうことをつくってほしい、ああいうことをつ

くってほしい。第三者委員会とかそういうことは別ですけど、やっぱり自分

たちでできるところが、私、前にも言いましたけど、あると思うんですよね。

それでやっぱり、勉強して、住民さんを説得、解決ということを身につけて

いただきたいなということをお願いして、私の質問を終わります。 

○丸山議長 西川議員の一般質問が終わりました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午後５時２５分 散会） 



－114－ 

 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定に

より署名する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲良町議会議長 丸 山 恵 二 

 

 

署 名 議 員 山 田 裕 康 

 

 

署 名 議 員 野 瀬 欣 廣 


